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令和３年第１回嬉野市議会定例会議事日程

令和３年３月15日（月）

本会議第６日目

午前９時 開 議

日程第１ 議案第30号 令和３年度嬉野市一般会計補正予算（第１号）

日程第２ 一般質問

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午前９時２分 開議

○議長（田中政司君）

皆さんおはようございます。

それでは、本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議

を開きます。

順次 通 告 者 質 問 の 事 項

１ 山 下 芳 郎 １．新型コロナウイルス感染症対応について

２．庁舎のあり方について

３．市所有遊休地の有効活用について

４．企業誘致用地の進捗について

５．指定管理について

２ 山 口 虎太郎 １．不適切会計処理事案について

２．農業振興施策について

３．医療センター跡地について

４．土地開発公社について

５．大野原地区産業廃棄物埋立地について

３ 辻 浩 一 １．マイナンバーカードについて

２．シティプロモーションについて

３．吉田公民館について

４ 山 口 卓 也 １．経済対策について

２．企業誘致について

３．学校給食について

５ 諸 上 栄 大 １．市政について

２．健康づくりについて

３．災害対策に関して
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本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

本日、市長から議案第30号 令和３年度嬉野市一般会計補正予算（第１号）が追加議案と

して提出をされ、議会運営委員会が開催をされました。

日程第１．議案第30号 令和３年度嬉野市一般会計補正予算（第１号）を議題といたしま

す。

朗読を省略して追加提案理由の説明を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

おはようございます。本日今定例会に追加提案をお願いしたい議案につきまして、御説明

を申し上げます。

提出案件は、補正予算１件、議案第30号 令和３年度嬉野市一般会計補正予算（第１号）

でございます。

内容は、歳入歳出それぞれ２億3,220万8,000円を追加し、補正後の予算額を188億6,020万

8,000円とするものでございます。

今回の補正予算は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に１億1,695万2,000円、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関する事業に１億1,525万6,000円の増額補正

を行うものでございます。

地方創生臨時交付金に関する事業につきましては、予防費の感染症対策応援協力金に3,200

万円、農業振興費の収入保険加入促進事業に330万円、茶業振興費のうれしの茶消費拡大対

策事業に1,795万6,000円、商工振興費の販売システム活用事業に1,000万円、観光費の宿泊

施設等利用促進キャンペーン3,800万円などをそれぞれ増額補正するものでございます。

財源といたしましては、国の令和２年度第３次補正予算による臨時交付金の追加内示額１

億9,439万5,000円のうち、１億170万円を充当する予定といたしております。

詳細につきましては、この後の合同常任委員会にて担当部課長から説明をさせていただく

こととしております。

以上、簡単ではございますが、このたびの追加議案の概要説明を終わらせていただきます。

何とぞ慎重な御審議をお願い申し上げます。

○議長（田中政司君）

これで提案理由の説明を終わります。

お諮りします。議案第30号につきましては委員会付託を省略したいと思います。御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって、議案第30号につきましては、委員会付託を省略することに

決定をいたしました。

ここでしばらくの間、暫時休憩をいたします。
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午前９時５分 休憩

午前９時30分 再開

○議長（田中政司君）

それでは、会議を再開します。

日程第２．一般質問を行います。

それでは、通告順に発言を許します。12番山下芳郎議員の発言を許します。山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

皆さんおはようございます。12番山下芳郎です。今回も課題山積で多岐にわたっておりま

すが、早速本題に入らせていただきます。

ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問をいたします。

今議会では５点の質問を提出いたしております。

１点目は、新型コロナウイルス感染症対策について、２点目は、庁舎のあり方について、

３点目は、市所有遊休地の有効活用について、４点目は、企業誘致用地の進捗について、５

点目は、指定管理について、以上５点を質問いたします。

まず、１点目の新型コロナウイルス感染症は、世界規模で収まらない状況であり、国内で

の第３波は、国はもとより各自治体の状況に応じた細かい対応、また、特措法の改正もあっ

て全国的に下降傾向にありますが、まだ首都圏の１都３県の緊急事態宣言が続いています。

医師会は今が大変重要な局面にあると緊急事態宣言の解除に危機感を示していて、収束まで

はいましばらくの我慢となりそうであります。今後のワクチンの接種に期待をいたします。

このような状況で１年以上を経過し、収束が見えない厳しい状況のこの中で、新聞にコロ

ナ禍で生活環境の変化や雇用など先行きへの不安が心理的な負担になってひきこもりとなり、

11年ぶりに自殺者が増加していて、その中でも、女性と若者の増加が目立つという記事があ

ります。

本市では、独居老人や独り親など、厳しい状況での生活困窮者が貧困や精神面の不安から

自死等に至らないよう支援ができているのか、伺います。

壇上からは以上で、再質問は質問席より行います。

○議長（田中政司君）

山下議員、今のは①のところだけの答弁ということでよろしいですか。

○12番（山下芳郎君）続

はい。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、山下芳郎議員の質問に対してお答えをしたいと思います。
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こうした新型コロナウイルスの感染症がまだまだ広がる地域もあったり、佐賀県内におい

てもクラスター発生等々で連日報道されている、御承知のとおりかというふうに思っており

ます。長期戦の様相を呈しておりますし、昨日の読売新聞のインタビューにも佐賀県知事も

あと１年はというような見通しも示されて、私もそのような認識でおるところでございます。

そういった中で、生活困窮とか新型コロナウイルスの関連で命を絶たれるということは

あってはならないというふうに思っていますので、私たちも引き続き対策を実施していきた

いと思いますけれども、これまでの取組というお尋ねでございます。

福祉課で業務委託を行っております嬉野市障害者等相談支援事業において、本年６月より

業務委託契約の内容に身近な場所で相談できる窓口として、24時間対応の電話相談やＳＮＳ

の相談を導入して相談窓口の拡充を図っておるところでございます。相談内容は様々ですが、

月平均にして約80件の相談、うち生活困窮に関する相談はこれまで８件ということでありま

すけれども、自殺の原因となる様々な要因について相談員が関係機関と連携を図りながら早

期支援を行っております。

またそのほかにも、保健師による対面相談や電話やメールによる相談にも応じているとこ

ろです。

また、市のホームページにおいて、自己メンタルチェックとして、「こころの体温計」と

題したバナーを掲載しており、いつでも自分の心の健康度をチェックできるようにというこ

とでしております。今年度４月から１月までのアクセス数は月平均で560件となっておりま

す。自殺対策につきましては、貴い命が奪われないように、嬉野市いのち支える自殺対策基

本計画に基づきしっかり取り組んでまいりたいと思いますし、この問題は新型コロナウイル

スにかかわらず取り組む問題だというふうに認識をしております。

以上、山下芳郎議員の質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今、市長の答弁の中にもありましたように、今議会でも提案があっていますものも含めて

ちょっと再度重ねて質問をいたします。

実情ですけれども、このような中で、子育てをしながらパートの掛け持ちで働いていたけ

れども、働き口がなくなったとか、高等学校を出たけれども、地元での仕事場がないとか、

都会から帰ってきても自宅におるだけでなかなか仕事が見つからないと、いろんな要素が

あっています。また、事業者におきましても、社員を含めて短時間勤務者への支給があった

緊急雇用安定助成金も４月で今のところ終わると聞いております。

各種の支援金、助成金等々ありますけれども、問題は当該者と申しましょうか、その方が

なかなか自ら手を挙げて行かれない、もしくは相談に来られないという状況もあるように聞
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いております。

そういった中で本市の生活困窮者、先ほど言いましたように、自立相談支援機能強化事業

を新たに予算化していただいております。

先般の事業の中でも、福祉関係の用語にアウトリーチという言葉がありました。訪問支援

など、市役所の各部署はもちろんのこと、例えば、いろんな関係機関、市長もおっしゃった

関係機関の中に、社協とか、児童・民生委員とか、区長さん、また、ＰＴＡの皆さん方、学

校など、一つの横断的なと申しましょうか、横串での手を差し伸べる、または声をかけるよ

うなことで反応が、ひきこもりとか、そういった方の動きにつながってくればと思っておる

わけであります。それには個人情報保護法の問題もありはしますけれども、生活困窮者の状

況を早急に把握して、今もなさっておられるということは今お聞きしましたけれども、再度、

細部にわたって支援をすることができないのか、お伺いします。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（陣内 清君）

ただいまの御質問にお答えいたします。

私どものほうでは、やはりこのコロナ禍でそういった方々にしわ寄せがいかないようにと

いったふうなことできめ細かな対応をやっているところでございます。

以前にも御答弁させていただいたことがありましたけれども、令和３年度は特にアウト

リーチですね、きちんと相談したいことがあるんだけれども、なかなかその相談に至ってい

ないような方々、そういった方々に地域へのアウトリーチを積極的にやっていきまして早急

に支援につなげていく、そういった取組をさらにやっていけますように予算を計上させてい

ただいているところでございます。この事業名は自立相談支援機能強化事業というものにな

りますけれども、こうしたものも活用しながらしっかりと支援を行ってまいりたいと思って

おります。

また、自殺の相談に関しましても、これはもちろん自殺だけではなくて、それこそ生活困

窮から何からいろんな相談が入ってまいります。こうしたことについても、相談内容に応じ

て素早く福祉課内の担当課ですとか、それからまた、ほかの部署につないでいくといったふ

うなこともやっていきます。

いずれにしましても、こうしたところ、特に社会福祉協議会ですとか、そうした関係機関

ともしっかり連携を取りながら今後ともきめ細やかな支援に努めてまいりたいと考えている

ところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。
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○12番（山下芳郎君）

生活困窮者という方がどのくらいおられるのかということはもちろんオープンにはなくて

も、所管あたりでそういった部分の情報としては分かっているんですかね。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（陣内 清君）

我々のところで、例えば、生活保護とかに関しましては、申請自体は例年より若干増えて

おります。ただ、以前も御答弁しましたけれども、生活保護の件数自体は、亡くなられる方

ですとか、そういったこと、それから、今年度は割と就労に結びつく事例なんかも例年より

出てきております。就労支援に関しましても今熱心に取り組んでおりますので、そういった

こともございまして、生活保護自体については若干減少といった傾向にございます。生活困

窮の方々に関しましてはより生活保護の手前のネットワークのところを強化するというふう

なことをしておりまして、それこそ税務の窓口であったり、それから、市営住宅等の窓口で

あったり、そうしたところで特に滞納を、負債の督促なんかをきっかけにそういった相談に

しっかり結びつけていくといったふうなことをやっていっておりますので、そうしたところ

で極力把握に努めているところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

じゃ、横につなげるような情報交流もしているということで理解をいたしました。

次の質問に入ります。

そういった中でですけれども、嬉野温泉の状況は緊急事態宣言の状態ではありはしません

けれども、旅館等も、また、飲食店も含めて、夜時々ぐるっと回って見る中で非常に厳しい

状況が、外から見た中でここ真っ暗い状態というか、そういった状態が続いておるわけであ

ります。

その中で、佐賀県観光連盟におきましては、「あそぼーさが」ということで佐賀県独自の

宿泊企画の商品の「佐賀支え愛宿泊キャンペーン」が開催され底上げにはなっているという

ことで、旅館の一部からお聞きしたところ、そういった情報をいただいております。

ただ、どうしても自粛ムードがあって、なかなか浸透がいま一つじゃないかということで

お聞きしております。この企画も今月の３月で終了であります。この状況が続いたらもっと

厳しい状況になることが非常に危惧されるわけでありますので、そういった中でそういった

形になると、本当、従業員とか納入業者等も大きな影響が広範囲にわたってくることが想定

をされます。
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今回の先ほどの追加議案でもありましたけれども、そういったサポートをしていただきな

がらもですけれども、その中で昨年６月だったですか、本市におきまして、「○in（まるい

ん）うれしの」が大好評でありまして瞬く間に完売となったわけであります。

佐賀県の、まだ県内でも万全じゃありませんけど、まだまだ不安要素は抱えながらも、そ

のときの状況に応じた本市の経済活動の一環として、佐賀県内の限定の嬉野温泉の宿泊の考

えは、内容を変えてでも結構ですけれども、再考することは考えがあるかどうか、確認をい

たします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

この宿泊、これは我々の嬉野市の観光経済の構造というようなものがやはり裾野が非常に

広いということであります。旅館さんだけではなくて、周辺のお土産物であったりとか、そ

こに食材を納入する業者さんやお米屋さん、お酒屋さん、鮮魚店さん、お肉屋さん、いろん

な我々の市内での食材調達をかなりしていただいているというような現状でもございますの

で、そういった宿泊キャンペーン等は旅館の支援ということではなくて、嬉野市経済の全体

に波及していく効果が非常に高い政策だというふうに思っております。そういったこともご

ざいまして、今回、追加議案の中でもそういうような提案をさせていただいておりますので、

そこでちょっと議論をいただくのがいいかとは思いますけれども、今後ともそういった継続

的に嬉野市経済を幅広く底上げをしていくような施策を考えてまいりたいと、そういうふう

に思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今議会で上がっていますので、そこら辺も見据えながらということで状況を確認していき

たいと思っております。

あと、入湯税の運用の件も出しておりましたけれども、今回新型コロナウイルス関連で入

湯税そのものがもう減ってきておりますので、財源としては厳しいんじゃないかと思います

ので、この分は割愛いたします。

また、さきに佐賀県が要請しました料飲店の時間短縮の件ですけれども、これも先般の同

僚議員の質問で理解いたしました。

次の質問を続けます。

先月の「うれしのがんばろう!!緊急給付金」が市独自の企画でありました。２月21日で受
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付が終わっていると思っております。その結果を受けまして反応なり効果がありましたらお

聞きします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

特に先ほども少し嬉野市の経済構造について触れましたけれども、やはり年末の「Go To

キャンペーン」の急遽の中止ということでありまして、また、飲食店も休業要請等、県のほ

うから出てくるというような中で、救済の対象外となる業者さんもかなり多かったと。お酒

屋さん、お米屋さん、お肉屋さん、お魚屋さん、そういったところの仲買さんとか、運転代

行事業者とか、そういったところを何とかしたいという思いから早いものをというニーズが

どこの業界でも沸き起こっておりましたので、緊急給付金という形で申請いただいたら７日

間で振込をしますという非常にスピード重視の政策で行いました。

こうしたことで、最終確定分ではございませんけれども、２月末現在という数字になって

おりますけれども、支払済みの件数が269件で対象店舗277店、交付額にして2,758万9,000円

ということでございます。反応としても、本当に助かったと、仕入れもままならないような

状況だったというところもお伺いしております。

今後こういった経営継続につなげていく、今後の施策の中でも継続的な支援をつなげてい

ければというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

この件はさきの臨時会で説明がありまして、その後実践もされております。そのときの説

明を聞いてみますと、申請は500事業者のうち400事業者を想定しているということでお聞き

したんですけれども、その分からしたときに、今の市長の御答弁の269件とこの400件が同じ

内容ということで理解していいんですか。要するに減ったということで理解していいんです

か。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員の御指摘のとおりということになっておりますけど、やはり売上げが一応30％という

ことでしたけど、それに満たないところは申請をされなかったということでございます。
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以上でございます。

○議長（田中政司君）

観光商工課長。

○観光商工課長（中村はるみ君）

市長の答弁に少し補足させていただきますと、対象の要件としておりましたグリーンフ

ラッグの申請件数につきましては、400件をはるかに超えた件数となっております。

以上、付け加えさせていただきます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

では、市長、また担当課長からの答弁の中で、400件としておるけれども、その分は実績

としてその範囲に満たなかったということですね。グリーンフラッグはもう400件を超える

分があったということで、実績はともかくも総体的にはこの企画そのものはよかったと受け

てよろしいんですか。市長、もう一回。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員の御発言のとおり、やはりよかったんじゃないかなというふうに思います。グリーン

フラッグの申請が夏に始めたんですけれども、一時少し止まっていたのが、こういった給付

金を打ち出すことで、さらに今後の支援の方策についても、グリーンフラッグ、感染対策を

しっかり努めていただくということが前提で私たちも応援をするということになっておりま

すので、こういったところで意識の向上にもつながったという点でも非常に収穫があったん

ではないかなと、そのように考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

くどいようですけれども、臨時会でも言いましたグリーンフラッグ、すばらしいことです、

それを否定はしません。しかし、加盟の方がちょっと中央部から離れたところのお店、食堂

を含めて知らない方、入っておられない方がどうしてもそういった意識で見るか知りません

けれども、少ないんですよね。ですので、今後を含めて、この補助とかは別にして、グリー

ンフラッグを商工会と連携しながら深く進めていただきたいと。御理解いただけるような形

で、抱え上げるような形で、また、そういった対応をしていただくような形で進めていただ
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きたいと思っています。では、これはお願いでそのままで結構です。

いずれにしろ、収束が非常にまだ先が見えない状況の中で、本当に微に入り細に入りじゃ

ないけれども、細かい対応をしていただきながら次回のほうにつなげていただきたいと思う

わけであります。

その中で１つの例が、いいとか悪いとかは別にして、どうしても事業単位でありますので、

今後の中でやっぱり新型コロナウイルスによる収入減になった事業者も含めてですけれども、

それをベースにしたような形の対応ができないのか、確認をいたします。

○議長（田中政司君）

収入に合った対応……

○12番（山下芳郎君）続

新型コロナウイルスで収入減になった……

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午前９時52分 休憩

午前９時56分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今回、料飲店が対象であった、それは理解しますけれども……

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午前９時56分 休憩

午前９時57分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今回、嬉野市の単独の「うれしのがんばろう!!緊急給付金」ですね、このことは総体的に

はよかったということですけれども、その中で個人事業者でも、例えば、知らなかった、分

からなかったという方もおられますので、そういった点で、周知、告知を含めてまず通達が

行くような形でよろしくお願いします。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。
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○産業振興部長（早瀬宏範君）

お答えをいたします。

今後いろんな支援策、続けていく必要があろうかとは思っております。そういった意味で、

議員御発言のグリーンフラッグを１つの要件に多分今後もしていくことになろうかと思って

おります。そういった御案内をするときには幅広く、このグリーンフラッグに登録をお願い

しますということも併せて広報をしてまいりたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

じゃ、次のワクチン接種について質問をいたします。

今回のワクチン接種について、市長の思いをお願いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今後こうした経済とこういうような感染対策の両立をしていく上で早期のワクチン接種を

行うということが非常に重要だというふうに思っております。

その上で、思いということでありますけれども、ワクチン接種の話が出たときに、やはり

市民の皆さんに安心して受けていただける、そして、やはり積極的に接種に行っていただけ

るような環境づくりをしていくことが重要だというふうに考えました。市民の皆さんのお声

を拾っていくにつれて、やはりかかりつけ医で接種をしたいという方は多いわけでありまし

た。未知のワクチンということもございますので、信頼する先生に打ってもらいたい、その

ような声が大多数を占めましたので、基本的には私たちもかかりつけ医で受けられるような

環境整備というのを、健康づくり課、そして、ワクチンのプロジェクトチームを上げて取り

組んでまいって、御理解、御協力を得てそのような方向で行けそうなところでもあります。

また、集団接種につきましても、そういった土曜日、日曜日の対応等も含めて重要だろうと

いうことで、集団接種会場も、そこは設置をさせていただくということになっております。

また、我々は非常に医療機関が多いまちでもありますし、または国立病院の医療センター

もございます。医療センターにおきましては、こういったアナフィラキシーショックへの万

が一への対応とか、また、もともとそういったアレルギー等のリスクの高い方はそちらで最

初から受けていただくような体制づくり等も医療センターとも協議を行いながらこういった

見通しが立ってきたというような状況でもあります。

私たちとしても市民の皆さんが安心して受けていただけるということをまずお知らせをし
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て、そして、早期の接種をお願いすることによって、また、感染のリスクというものを低減

させつつ、こういったコミュニティをつくる、そして経済を回していく、こういった日常を

取り戻すためにもしっかりやっていきたいと、そのように考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

いずれにしろ、収束に向けて、私も今できることはこのワクチンの接種率の向上しかない

わけじゃないけれども、これは大きな要点になろうかと思っています。東京オリンピック・

パラリンピックを控えながら国民として大いに期待をいたします。そういった中で、私と同

じ名前の方が世界に汚点を残しました。心機一転新しい体制で頑張っていただきたいと思っ

ております。

その中で、臨時会でも質問しましたけれども、先般の一般質問でも３人の同僚議員のほう

で質問されて大枠は理解いたしました。ただ、今後市民に向けて、先般の同僚議員も含めて

ですけれども、市民に一番関心あることでありますので、重ねてではありますけれども、一

つの告知の一環として捉えて今現在で分かっている範囲の中で、スケジュール、また、接種

の先般のＱ＆Ａ、それと、Ｑ＆Ａのチラシがありますけど、その分の概要の説明、また、接

種率の向上に向けての広報など、概要で結構ですので、お示しをいただきたいと思っていま

す。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（陣内 清君）

ただいまの質問にお答えいたします。

ワクチンの接種に関しましては、日々情報がいろいろ変わっているところではございます

けれども、先ほど市長の答弁でございましたとおり、市民の皆様に安心していただけるよう

な体制ということで進めているところでございます。

市区町村が行う住民のワクチン接種につきましては、当初国は４月以降に65歳以上から開

始するという計画でございました。しかしながら、ワクチンの生産能力の強化、これは今、

ファイザー社製のワクチンから日本に入ってきているわけですけれども、こちらの生産能力

の強化は５月にずれ込むといったふうなことがございまして、残念ながら４月まではワクチ

ンの供給量が非常に限られているということでございます。その結果、４月中に予定される

65歳以上の高齢者の接種につきましては地域や年齢が限定される見込みということですが、

現時点においては、国は４月12日に始めるということで発表がございまして、それから限定

的に始めていって少しずつ拡大していくということでございます。
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具体的に今はっきり決まっておりますのは、４月12日に嬉野市に１箱、これは975回分の

接種量ですね、それから、４月26日の週にも１箱、これもまた975回分の接種量といったふ

うな状況でございます。ですので、これにつきましては高齢者施設のほうから順次接種がで

きればというふうに考えておるところでございます。

何で高齢者施設からというふうに考えたかといいますと、やはりクラスターの不安にこう

した施設の方々というのは非常に気を使っておられます。高齢者施設は文字どおりもう高齢

の方々ばかりいらっしゃるわけですので、一たび感染が起きますとあっという間に広がって

しまう、そうしたおそれもございますので、こうしたところ、リスクの高いところからまず

はやっていきたいといったふうに思っているところでございます。

それからその後、５月以降にまたワクチンが入ってきますが、５月以降は供給が実際の需

要に応じて配っていくといったふうなことが言われています。４月よりも供給量は増えそう

な見込みでございますけれども、ややもすれば、都市部などの需要の高いところに多く流れ

込んでいく可能性もございますので、このあたりは我々も体制を整えてしっかりと供給を受

け入れるような体制を取っていきたいと考えているところでございます。

いずれにしましても、６月末までには国は必要なワクチンの量を２回接種分きちんと確保

したいということでございますので、しっかりと受入れ体制を整えていこうと思っています。

それからまた、今後のスケジュールとしてですけれども、実は本日、杵藤地区の３市４町

の共同で設置しておりますコールセンターのほうを開始いたしております。こちらのほうで

は、ワクチンに関しての御不安、いろいろなことをお聞きしたいといった市民の方のニーズ

にしっかりと応え得るものとして運営を開始しております。本日９時半からスタートしてお

りまして、17時までということで毎日やっていきます。これはもう土日も含めていつでも御

相談いただけるようになっているところでございます。

それから、３月下旬、具体的には３月22日を目途にクーポン券の発送を予定しています。

これはまず65歳以上の皆さんを対象として２回分の接種券をお送りしていくというふうなこ

とでございます。順次始めていくということでございますので、65歳未満の方につきまして

は、もっと実際に接種が近まってきてから発送をしていきたいと考えているところでござい

ます。

今回の新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、位置づけとしては努力義務と

の位置づけではございますけれども、現在国が調査を兼ねて先行接種しております医療従事

者の結果を踏まえまして必要な情報を市民の皆様に随時ホームページ等でも更新しながらお

伝えするといったことをやっていきまして、市民の皆さんが安心していただいて接種率を上

げていくといったことに今後努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）
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山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

どうも詳しくありがとうございます。非常にまたどんどん変わってまいりますので、都度

に最新のニュースを提供お願いしたいと思っています。

教育長にお聞きします。

第３波を受けまして、小・中学校の教育現場での対応の状況、また、課題等ありましたら

お聞かせください。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

第３波を受けて小・中学校の状況と課題ということでお答えを申し上げたいと思いますけ

れども、学校教育の活動は佐賀県の警戒度の区分により活動のレベルが変わってまいります。

例えば、１月15日に佐賀県の感染拡大に伴い警戒度の区分がステージ３に引き上げられま

した。国の指針に従って教育活動をレベル２に行うことになり、感染リスクの高い教育活動

を停止したりリスクの低い活動から徐々に実施したりしました。

２月17日には佐賀県の警戒度の区分がステージ１に引き下げられ、学校の教育活動もレベ

ル１で行うことになりました。感染リスクの高い教育活動は換気をし、人と人との距離を

取って手洗いなどの適切な感染対策を行った上で実施をいたしております。本市内の小・中

学校において、今のところ、教職員、児童・生徒及び保護者の感染はございません。

教育委員会では新たに歯磨きのときの注意点、例えば、２月ですけれども、（資料を示

す）こういうものを作っております。いわゆる歯磨きをする際に飛沫が飛びますので、それ

を避けるためにということで、例えば、口を閉じてぶくぶくうがいをしましょうとか、でき

るだけ低い姿勢でゆっくり吐き出しましょうとか、そういったことを各学校に配って感染予

防対策の徹底を図っているところです。

それから、今予算をいただいた空気清浄機ですね、これを３月２日から３月10日にかけて

全小・中学校に配置をいたしております。既に活用をしております。

そういったことなどをしながら感染防止対策を実施しているところでございます。特に今

のところは子どもたち自身が広げるというクラスター等もありませんし、そういったところ

ではとにかくＰＣＲ検査をされたところの連絡あたりを学校のほうにぜひお願いをしますと

いうふうなところが大きな課題ではないかと思います。今のところはもう連絡あたりは入っ

てきておりますので、そういったところでお答えにしたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。
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○12番（山下芳郎君）

じゃ、教育現場を含めて今しっかりと対応できているということで理解をいたしました。

じゃ、次の質問に入ります。次の庁舎のあり方について質問をいたします。

庁舎のあり方検討委員会より市長には報告が上がっておりますけれども、検討結果につい

て、その報告の確認のためにちょっと私、先に読んでみます。四十数ページあります中で、

一応、検討結果についてという表題がありまして、その中で市庁舎体制についてということ

で、今後の市庁舎体制について以下のとおり意見を取りまとめました。

記号はありませんけど、１点目に、行政運営体制は、現状の分庁による２庁舎体制から行

政機関を１か所に集約する１庁舎体制へ移行することが望ましい。

２点目、１庁舎体制へ移行する場合の新庁舎整備は、現嬉野庁舎用地を含むその周辺の公

有地を活用することとし、老朽化している現嬉野庁舎は解体することが望ましい。

３点目、現塩田庁舎には、塩田地区市民の利便性を考慮した行政サービスの窓口（出張所

等）を設置することが強く望まれる。

以上３点が大きな取りまとめであります。市長はこの報告を受けましてどのような位置づ

けをもって進めていかれるのか、お聞きします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

８月末にこういった嬉野市庁舎のあり方検討委員会から報告を受けまして、その委員会の

報告を重く受け止めて判断をしていくということでありますので、そういった一つ一つ委員

会の提言の内容、それから、そこで示された資料等を吟味しながら、実際にそういった関係

の方と協議、調整も行いながら、最終判断に向けて準備を進めていると、そういうふうに

思っております。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

市民への説明会を含めまして、これを受けてどういった形で進んでいるのか。市民への分

と庁舎内等を含めてお伺いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議会のほうにも全員協議会の中で説明をさせていただいて、その後に12月には塩田地区の
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区長会からの要望も受けました形で意見交換を行っております。本年１月末から２月にかけ

ては各地域のコミュニティにこういった意見交換会を実施して、今後の庁舎のあり方検討委

員会の検討内容の説明と、それから、御意見も承ったということでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

我々議員にも説明がありました。その中で基本構想について説明があったわけですけれど

も、今は３月、年度末ですが、本年度中にまとめたいと聞いておりますけれども、その状況

を確認いたします。

○議長（田中政司君）

総合戦略推進部長。

○総合戦略推進部長（池田幸一君）

お答えをいたします。

市の基本構想につきましては、市の方針がはっきり決まりましたらすぐ着手をするように

しております。当時議会に説明した際にはそのようなスケジュール感をお示ししましたけれ

ども、先ほど申しましたように、市の方針、まだ決定をいたしておりませんので、これが決

定次第、着手をするようにしております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

それじゃ、遅れているけれども、市の方針が定まってからこの基本構想に入っていくとい

うことで理解をいたしました。

それじゃ、今までの検討委員会につきましても、議事録なりをホームページでアップされ

ておられまして拝見しておりました。この基本構想も定まり次第市民に公開される予定なの

かどうか、確認します。

○議長（田中政司君）

総合戦略推進部長。

○総合戦略推進部長（池田幸一君）

お答えをいたします。

この庁舎のあり方の基本構想につきましては、非常に重要な案件でございますので、当然

ながら公開をしていく予定にしております。

以上でございます。
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○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

一番大事な財源でありますけれども、合併特例債をお使いになられるならば、これが10年

から５年延期になって15年ということになります。2009年からしますと2024年ですか、あと

３年ということですけれども、それも含めた分で財源は構築される予定ですか。

○議長（田中政司君）

総合戦略推進部長。

○総合戦略推進部長（池田幸一君）

お答えをいたします。

合併特例債の期限が令和７年度という制限がございますけれども、特例債の活用も視野に

入れつつ、また、新たにふるさと納税の積立金、公共施設建設基金を定めて、こちらも活用

していければと思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

進め方の中で１つ私なりの案ですけれども、非常に大事な柱の分を３本ほど書かれておら

れる中で庁舎のあり方もその一環だと思いますけれども、副市長にちょっとお尋ねいたしま

す。

庁舎の中で市長は混じえてもいいでしょうけれども、例えば、各分野の部長クラスでこの

ことについてそれぞれ意見があると思いますから、それをまとめて市長に提言とかいう形は

取れないものか、確認いたします。

○議長（田中政司君）

副市長。

○副市長（池田英信君）

事あるごとに部長政策会議とかいうのを開いておりますので、その中で議論ができるもの

と思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今、柱を決めながらしています中で協議をしているということで理解してよろしいですね。

それじゃ、次の質問に入ります。これは市長の個人的なことです。
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我々もそうですけれども、来年１月に選挙を控えております。そういった中でいずれもい

つでも大事な選挙でありはしますけれども、そういったことでの大きな３つの柱があります

中で、先般、市長は先日の一般質問の中で遠くない時期に判断をしたいということをおっ

しゃったような気がしますけれども、それについては、市民の真意を問うとするならば庁舎

のあり方の方針は選挙の前に自分自身で確認する必要があるんじゃないかと思いますが、い

かがでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

庁舎のほうを建設して非常に公共施設全体の在り方を考える、議論する上でも重要なこと

であります。これはただスケジュールがどうとかではなくて、私としては常に市民に対して

責任を負う立場でございますので、そういった選挙のスケジュールというものはこの決断に

対して一切関係がないというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

じゃ、次の質問に入ります。

市所有遊休地の有効活用について質問いたします。

本市の市所有の遊休地の件数、また、面積等分かりましたらお示しください。

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えをいたします。

市有地の中で直接行政目的に供されていない土地、すなわち普通財産にある土地の中で現

況や形状が利用しやすいと思われる遊休地は市内に12か所ございます。面積や立地条件は

様々で107平米のものから3,500平米のものまであり、合計いたしますと１万1,456平米でご

ざいます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

課題でありました医療センターの跡地についても、この前も議題に上がったように、別の
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体制で活用方法を進めていくということでありますので、それは該当にならないかも分かり

ませんが、今、担当課長が示された12件、この分の有効活用のために、市で独自に、もしく

は第三機関とかを含めて、もしくは売却も含めてですけれども、市の所有地の有効活用のた

めに、現地の写真とか、こういった形にどうでしょうかということで一つの提案制度をつ

くって広く公募することも一つの方法じゃないかと思うわけですけれども、それをホーム

ページで広く意見を聞きながら有効活用につなげる考えはないのか、確認します。

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

お答えをいたします。

未利用となっている普通財産につきましては、まず、売却を進めることを基本としており

ます。また、民間団体や地区等から借用して利用したいとの申請を受け貸付けを行っている

土地もございます。

先ほど申しました12の遊休地につきましても、まずは売却を検討したいと考えております

けれども、土地等の条件等からどうしても売却に向かないものがありますので、そういった

土地は貸付け等による有効利用の方法等を検討していきたいと思っております。

今後、土地の利用に関する相談は今個別に受けておりますけれども、広く意見を募るよう

な提案制度とかも今後は研究をしていきたいとは考えております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

１つの例ですけれども、個人的な主観も入っているか分かりませんけれども、市営墓地な

りどっかに売却をするにしても、福岡も含めて都心部、土地が高いもんだから墓地を持たな

いという方も結構おられます。そういった中で適地がありましたら、都会の方の墓地という

ことで、そこに生かされたら嬉野にも来られる機会も増えてくるでしょうしということで

思っております。

その１つの例が、前の茶業試験場の跡地のところ、肥前夢街道の隣になりますけれども、

そこに我々の総務企画常任委員会在籍のときに市有地を回った中でそこも説明をいただきま

した。その中でこれはこういった形に使ってはどうかと思っております。それは最適かどう

かは別にして、そういった考えもあるんじゃないかと思いますけれども、どうでしょうか。

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）
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お答えをいたします。

墓地は公衆衛生や宗教の感情等と深く関わっており、永続性の確保、利用者の利益の保護、

広域的な需給バランスの確保、周辺の生活環境との調和、公共の福祉との調整など、適正な

管理が強く要求されます。このため、墓地の経営の主体は地方公共団体、これによりがたい

ときは宗教法人、または公益法人に限られております。周辺の墓地に余地がある場合などは

そちらを優先するべきと考えております。

こういった状況で、したがいまして、嬉野市としては墓地埋葬等に関する法律や条例等に

おいてちょっと条件が実際厳しいと思われます。今のところはそういったところに公営の墓

地を造るということは市のほうとしては想定をしておりません。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

想定がなかったらもう次の質問ができませんので、理解をいたしました。

これも細かい点ですけれども、井手川内の的場地区から川下に市道が走っておりますけれ

ども、ちょうど温泉橋、また、シーボルトの湯は正面に見える市有地がありますけれども、

そこの有効活用は考えておられるのか、確認します。場所は分かられるかどうか分かりませ

んが。

○議長（田中政司君）

山下議員、場所についてもう一回いいですか。

○12番（山下芳郎君）続

市道です。井手川内の的場地区の四差路、変則な交差点がありますね。あれから川下に下

るところのほうにちょうど川沿いに、旅館さんの前ですけれども、正面にシーボルトの湯、

温泉橋が見えるところが一つのビュースポットと結構入ってこられるんですよ。

○議長（田中政司君）

自動販売機のあるところですかね。

○12番（山下芳郎君）続

そうです。

○議長（田中政司君）

川下手の市の自動販売機ば置いておるところよ。

○12番（山下芳郎君）続

もう関係者からもそこを何とかしてくれという意見がありましたもんだから。

○議長（田中政司君）

よろしいですか、場所は分かったですか。（「はい」と呼ぶ者あり）
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暫時休憩します。

午前10時25分 休憩

午前10時25分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）

お答えします。

言われている場所については大体分かりました。ただ、市道としての領域なのか、市道か

ら外れているのかというのがちょっとはっきり今ここでは分かりません。現地のほうを確認

させていただいて、何か有効的な活用ができるのかというのはちょっと今後勉強させていた

だきたいと思います。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

それじゃ、時間ありませんので、次のことを行きます。

市有地ではありませんけれども、企業誘致のためにその目的で２か所の、東吉田地区と久

間地区にそれぞれ約７町歩前後の農振除外の土地があるわけでありますが、その中でちょっ

と時間の関係上、東吉田地区に限定しながら質問いたします。

この分ももう結構年数たちますけれども、地域の方、また、所有者へその後説明会等々さ

れたことがあるのか、また、企業誘致の問合せがあっているのか、確認をいたします。

○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（井上元昭君）

お答えをいたします。

過去に地元への説明会を行った経緯はございますけれども、現在、適性地の調査を行って

いる最中でございます。議案質疑のときも申しましたけれども、工期が３月31日までとなっ

ておりまして現在取りまとめを行っているところです。今現在、嬉野市全体の中で調査を

行っているところでございますので、最終的には候補地をどこにするかという方針を決めて

いきたいと思っているところでございます。

地元の説明につきましては、ある程度方針が出ない中では説明ができませんので、方針が

出た後に説明会等を開催して皆様のほうにお知らせをしていきたいと思っているところでご

ざいます。
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以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

市役所としては当然、その目的であります企業誘致に向けてしていくということですね。

地域の方にはどうしても平成19年から始まっている分ですけれども、企業誘致はちょっと年

数は私忘れましたけれども、今このままだったら農振除外を外してくれと、優良農地だから

耕作をしたいと、そうすると、国のいろんな助成を受けられるからということなんですよ。

例えば、１つの例が農地・水保全管理支払交付金、今は多面的機能支払交付金と言いますけ

れども、これが大体10反当たり９万2,000円ほど来ているんですけれども、これが７町歩ほ

どでしたら、60万円ちょっとばかり交付があるわけですね。そういったことからすると、本

当の地域にも役立つし、どっちつかずの状態が長くなるから非常に不安だとおっしゃるんで

す。そこら辺の方針を、時代もどんどん変わってきていますので、もうできないなら方向転

換も必要じゃないかと思いますけれども、もう一回お願いします。

○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（井上元昭君）

お答えをいたします。

議員御発言のように、今現在白地状況ということで国の制度自体が受けられないというふ

うな状況もございます。地元の皆様には大変御不便をおかけしているところでございます。

議員御発言のように、できるだけ早めに方針を出しまして説明会等も開いていきたいと思っ

ております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

いずれにしろどういった方向か分からんけど、一応両にらみで地域にまずしっかりと再度

説明していただきたいと思います。

それじゃ、一応そうしますということでしたから、次の質問に入ります。

次の指定管理についてであります。

今現在の総体的な状況ですけれども、今７つの指定管理者がおられますけれども、今の現

状の状況と大枠での課題等々ありましたらお聞かせください。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。



- 449 -

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

現在担当の課は５課になります。合わせて今６団体10施設を指定管理者として指定をいた

しております。

課題はあるかということでございますが、指定管理者として指定をしている各施設におい

て個別の課題、これはそれぞれにあろうかと思っておりますので、これを適切に今対応し、

適正に行われているものと考えております。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

私も大きな問題があるわけじゃありませんけれども、遡って見てみますと、指定管理の目

的ということで総務省が示しています中では、これもちょっと読んでみます。民間事業者等

が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施

設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年９月にこの制度が設けられたとなってお

ります。本市の指定管理の委託事業は、部長もおっしゃったんですが、今現在６事業ですか、

志田焼の里振興会、いきいきデイサービスセンター湯っくらーと、嬉野老人福祉センター、

嬉野市茶業研修施設「嬉茶楽館」、シーボルトの湯、嬉野市体育協会、以上の６施設と思っ

ております。

この指定管理として委託事業ですので、限られた予算の中でより効果を高めるために運営

の確認をすべき事項も私は時代とともにあるんじゃないかと思っておるわけでありますけれ

れども、そういった今、部長がないということは総体的にないんでしょうけれども、目的に

沿った、もしくは時代の変遷とともにこういったところももう一回確認することがないのか

どうなのか、確認します。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

今回、この指定管理、御質問あっておりますが、先ほど議員御発言のとおり、民間の活用

によってこれを管理運用していくということでございます。この民間活力については、全て

６団体と民間の団体に委託をしておりますので、これは市には効果的に運用できているもの

と思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）
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例えばですけれども、運営改善という言い方はどうかと思うんですけれども、要するに、

前向きに進めていくという中でですけれども、指定管理事業者と市との意見交換の場がある

のかどうか、定例的にフランクにそういった分のことがあるのかどうなのかを確認いたしま

す。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

随時こういった報告とかはこの指定管理の団体から受けております。そういった際に随時

検討協議を行っておるものと思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

通告書に箇条書で項目を書いております。指定管理団体の運営改善のために──改善とい

うのはふさわしくないかも分かりませんけれども、いい意味で前に進めという意味での取組

についてを示しております。事業計画書、予算書、決算書、その報告資料ですけれども、私

も資料として頂いたんですが、もちろん監査の中では通る内容でありはしますけれども、

フォームというか、内容がちょっとそれぞれあります。そういった中での本市がホームペー

ジで示しておられますよね。あの形がシンプルでいいんじゃないかと思うんですけど、どれ

がいいかは別にして、あくまでも市が示していますので、それに沿った形の統一性が図られ

ないのかということと、評価表ですけれども、評価表は実際、運営の中で生かされておられ

るのか。それと、利用施設においては利用者の意見を聞くためにアンケートなり、もしくは

ホームページ等々、今後作られるとするならば、そういったところで利用者の意見を聞く場

があるのかどうなのか。あと、委託先の職員ですね、こちらについても基本的にはサービス

の向上でありますので、自らちょっと提案してみたいとか、そういった制度があるのかどう

なのか。また同じく、委託先の職員さんの外部への研修、もちろん同類の研修でいいんで

しょうけれども、そういった機会が市の職員と同じような形でできないのかどうか、以上、

羅列しましたので、通しで結構です。御答弁をお願いします。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

まず、事業計画書、決算書等の報告資料の統一でございますが、これは指定管理を委託し
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ている施設ごとに内容が異なる部分がございますので、報告資料等の統一は難しいものと考

えております。ある一定程度の共通な面はあるかと思っております。

それと、２番目の評価表の活用でございますが、評価表については、条例規則等において

は特に定めておりません。嬉野市の公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例第８条

の規定によりまして事業報告書の作成を提出しなければならないとなっております。提出さ

れた後にこの報告内容、今後項目別に適正に行われているか、この確認を行っているという

ことでございます。

なお、同条例の第９条の規定によりまして、業務等の報告を求めて調査をし、または必要

な指示をすることができるということになっております。

３点目の利用者の声をアンケートで運営に反映できないかということでございますが、利

用者の皆様の声を聞くためにアンケートについては各管理者において随時行われておるもの

と思っております。その内容については施設運営に反映されていると思っております。

それと４点目でございます。指定管理団体の職員からの提案制度ということでございます

が、制度上は設けておりませんが、実際その団体の職員から職務を行っていただく中で提案

などを聞いてサービス向上などに反映されているものと考えております。

５点目でございますが、指定管理団体職員の研修の分でございます。各施設の運営に応じ

た必要な研修はその施設ごとに行われているものと思っております。

なお、市の職員の研修と同等にということでございますが、一般の方を対象として実施す

るものは参加も可能として呼びかけができるものと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

なぜこれを出したかと言いますと、基本的には委託という制度でありはしますけど、やっ

ぱり担うやり方が違うだけであって、基本的には市民のためにサービス向上と、ある分じゃ

経営を含めてしていくこと、行政じゃできないことを委託することで可能な分がありますの

で、それはやっぱり有効的に生かしていただきたい。そのためには、働いている皆さん方の

質で意識の向上も含めてしていかないと、ちょっと失礼ですけれども、現場で働くだけとい

うことじゃなかなかそういた意識がなくなってしまいますので、そういったところを意見と

して提案しておりますので、そういったところを常に意識を持って対応していただきたいと

思っておるわけであります。

その中でもう一つの例がアンケートでありますけれども、１つの施設が当初はしておられ

たけど、今はもうしていませんよということがありましたので、それは目くじら立ててどう

のこうのじゃありませんけれども、総体的にそういったことをしていただきたいということ
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を要望として上げていますので、この分の、しているとおっしゃったので、じゃないかと

思っていました。

そういった中で、この分の事業、予算も含めてですけれども、決算ですね、収支報告書と

いう形になっていますが、これを公にホームページで公開することは考えておられませんか。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

これにつきましては、各事業者、指定管理者でございますが、協議をした上でと思ってお

りますが、収支の状況等、これについては影響等が大きいのではないかと考えておりますの

で、現在のところは公表のほうは控えたいと思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

民間活用の中でですけれども、やっぱり現場におられる責任者というんですか、そういっ

た方は民間からの登用というのは意識しておられますか。それは指定管理者が決めることか

な。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

指定管理を委託するわけでございますので、指定管理者で決められるものと思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

それじゃ、委託先の指定管理者が選任をされるということで、市の職員さんが来ておられ

る分が、それでいいとか悪いとかは別ですよ、民間の活用という点ではどうなのかなという

ことで質問したので、それは市がどうのこうのじゃないと、あくまで委託先が決められると

いうことで、再度確認します。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。
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○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

指定管理をお願いしているものですので、指定管理者側のほうで決められるものと思って

おります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今現在６団体等に事業委託しているとおっしゃったんですけれども、その中で、「チャオ

シル」については今度議案上がっています、それも含めてですけれども、今後指定管理に導

入、もしくは切り替える予定の分がありましたらお示しください。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

今後導入が考えられる施設といたしましては、社会文化会館「リバティ」、楠風館、それ

と今後予定される駅周辺の関連施設、こういったものが導入予定ということになります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

「チャオシル」は今回上がっていますけれども、「リバティ」、楠風館、または駅周辺を

想定しておりますということです。その中で楠風館さんはずっと歴史は古いんですけれども、

指定管理には何か理由があったんですか。今現在市が直接になっていますよね。理由があっ

たらお示しください。

○議長（田中政司君）

総合戦略推進部長。

○総合戦略推進部長（池田幸一君）

お答えをいたします。

楠風館は以前、指定管理に向けて検討をなされましたけれども、ちょっと調整がうまくい

かずに今のところ指定管理になっていないという状況でございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。
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○12番（山下芳郎君）

それは受皿の問題ということですね、分かりました。それじゃ、また今、候補に挙がりま

したので、再度。いいとか悪いとかは別にして、ある程度スリム化とか、先ほどの目的に沿

う形でぜひ検討をお願いしたいと思っています。

その中で指定管理の基準となります委託料ですけれども、決算見てみても毎年変わる分が

あるし、ある程度同額で来ている分もあるし、どういった形で算定基準になっておるのか、

指定管理者側からの要望もあるのかどうか、確認をいたします。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

これについては指定管理の申請後に提案をお受けしますので、委員会において提案を受け

ておりますので、その際に提案をいただいております。市としても、必要な予算は確保して

いるところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

一応ベースの分でありますので、そこら辺で行政と委託先とその話合い、今の答弁だった

ら申請があった分をそのまま受けるという形になりますが、果たしてそれでいいのかな、ど

うでしょうか。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

予算の範囲内であればということでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

それと、一緒に言えばよかったんですが、委託の期間も施設によって３年とか５年とかあ

りますよね。これはどういったことですか。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。
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○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

これは各施設に応じて、３年、あるいは５年ということで決めております。その施設ごと

の運用のことを考慮した、検討した結果ということでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

あと、ほかの自治体もそうですけれども、先ほど質問した内容のまとめじゃありませんけ

れども、指定管理者制度の運用のガイドラインをつくっておられる自治体を何件見るわけで

すね。そういった分が今後ずっと増えていくならば、一つのベースというか、ガイドライン

的なものをつくってそれにしていくことも一つの方法じゃないかと思うんですけれども、そ

ういったガイドラインの設定の考えはないのかあるのか、確認します。

○議長（田中政司君）

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

ガイドラインにはまずはと思っておりますが、今後検討、協議をしていきたいと思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

20分残しておりますが、以上で一般質問を終わります。どうもありがとうございました。

○議長（田中政司君）

これで山下芳郎議員の一般質問を終わります。

議事の途中ですが、ここで議場の換気のために10時55分まで休憩いたします。

午前10時46分 休憩

午前10時55分 再開

○議長（田中政司君）

それでは、再開します。

休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。

４番山口虎太郎議員の発言を許します。山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）
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おはようございます。本日、令和３年３月当初議会となりまして、傍聴席の皆様には早朝

より議会傍聴いただきありがとうございます。議会への多くの傍聴をいただけることは、市

民皆様の市政への関心の高さに感謝をするところであります。

議員活動４年目を迎える中に、昨年より観光地嬉野においては新型コロナウイルス感染症

による経済活動への大きなダメージが影響しております。また、国においては経済対策を市

と共に施策されてきましたが、いまだに市民生活が厳しい状況下にあります。特に観光産業

では役員の報酬を自ら控え、従業員の給与の確保、仕入れ資金の確保などまだまだ厳しい経

営がされております。農業においても国、県、市の支援策が施策されましたが、今そのこと

により窮地をしのぐ状況の中にあります。

嬉野市の新茶シーズンが来月中旬からまた５月へと始まります。近隣市町村では陶器市も

予想されていると聞いております。このコロナ禍の中で、新茶シーズンをいかに生かした施

策が必要かとも考えております。

では、質問に入ります。

初めに、第１点目に不適切会計処理事案について伺います。

これについては１月29日、１月30日、各報道機関より発表されましたことによりまして、

やはり私としてもこの事案についてはお伺いをしなければならないと考えております。

以上、第１点目を壇上から伺い、ほか再質問、質問においては質問席にて伺います。

○議長（田中政司君）

議席番号と名前と、そしたら、１番だけですね。

○４番（山口虎太郎君）続

議席番号４番、山口虎太郎です。議長の許可を得ましたので、発言いたします。

○議長（田中政司君）

これは処理事案についての①、②、③とあるですけど、①番だけ。

○４番（山口虎太郎君）続

①番だけお願いします。

○議長（田中政司君）

①番を読み上げてください。

○４番（山口虎太郎君）続

①番だけ。よろしいですか。

○議長（田中政司君）

いや、①番だけここで読み上げてください。壇上で読み上げてもらわんぎ、ここで。いや

いや、ちょっと待って。そしたら、①番だけ、ここだけ。

○４番（山口虎太郎君）続

失礼しました。
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壇上よりの質問は、１番、当該任期付職員の採用には問題はなかったのか。また何を目的

として募集されたのかを伺います。

以下、質問及び再質問は質問席において伺います。失礼しました。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、山口虎太郎議員の質問にお答えをしたいと思います。

不適切会計の処理事案について、これは、通告書に書いてあるのは「とうがい」と読むん

ですけれども、「とうかく」ではワープロは出ないはずなんですけれども。

当該任期付職員の採用に問題がなかったかと通告書に書いてありまして、続いて、何を目

的として募集をされたのかというふうに書いてありますので、それについてお答えをしたい

と思います。

山口政人議員も御質問をいただきましたので、答弁で申し上げましたけれども、正当な手

続をもって採用をしたものであります。配属に当たっては、そもそも募集の段階からでござ

いますけれども、農業、それから、作物への技術的な知見と経験を生かして、特産品の育成

や販路開拓、あるいは地場産品の振興を担うことを期待して公募したものでございます。

以上、山口虎太郎議員の質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

では、質問に入ります。

この採用に関しましてどういう募集をされたのかということで、もう一回私のほうからも

お尋ねをいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

先ほど壇上で述べたとおり、公募を行いました。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

公募の方法はですね、回覧板を回したとか、それから、ホームページからとか、そういう

公募の仕方をされていますかね。
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○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

全て同様に行っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

当時2019年は、私もそういう職員がいたらいいなということで大分主張をしておりました。

そういう中に採用されて、嬉野市の農業もやはり作付、それから、販売のほうまで担える、

そういう人が欲しいということで期待をしておりました。

そういう中において、今回、こういうことで３番目に入ります。

今回、市への取材で、生産者の方々は行政に対する不信と失望されたということでいろい

ろ私も聞きました。ここについて市は報道後、どういうことを生産者のほうになされてきた

のか、そこを伺います。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

お答えいたします。

その報道がなされる前からちょっとこの事案を知って、私、とある方からお知らせをいた

だいたんですけれども、その事案を知ってから、すぐに生産者の方々と話合い、また意見、

あといろんな思っていらっしゃることですね、そういったものの事情聴取をいたしたところ

でございます。

私が知ったというか、人から教えていただいた中では、この新聞報道が出る前に地元で生

産者の会議が開かれたと。２回目にうちの職員がちょっと事情を聞かれたというようにお聞

きいたしております。

そういった中でちょっとお尋ねですけれども、そこに議員もいらっしゃったというふうに

私聞いておるんですけれども、もしいらっしゃったんであれば、なぜ私に教えていただけな

かったのかなというのを私一つ思っているところであって、もし私に教えていただいておっ

たのであれば、もっと早く生産者の方々に説明ができたというふうに思っております。

ただ、新聞報道があった後も、市長もはじめでございますけれども、それぞれの地区に出

向いて担当課長ともに謝罪等をしたところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）
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山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

部長の言うことももっともではあります。

しかし、この会議が最初に発足していく中で、やはり市長のほうもおいでになられて、今

後どうやっていくのかとかいうことを以前から話をしておりました。このことについては、

やはり市長もしっかりと認識はしておられたと思います。

今、部長から言われました件につきましては、私の記憶においては、12月に会議をなされ

まして、その報告は、そこにおられた職員の方から報告されると聞いておりましたので、私

はわざわざ言う必要はないというふうに考えておりました。一応私のほうの考え方でそうい

うことにしましたので、部長よろしいでしょうか。

私がこの件について一番疑問を持ったのは、市長も含めて、私たちはずっと最初からこの

協議をやってきた中で、まだ問題の解決もされていないのに、何で報道が市のほうからなさ

れたのかという点が私としては一番疑問があるわけです。そこを市長のほうからどういうこ

とだったのか、ひとつ説明をしていただきたいと考えております。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えいたします。

議員御発言の解決をしていないのに市が行動した、具体的にどのようなことをさすのか意

味が分かりませんので、もう一度質問をお願いします。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

これは１月29日付の西日本新聞でありますが、市によると、団体は市内西洋野菜生産者で

構成ということで、市からの取材で分かったということを書いてあります。佐賀新聞におい

ても、市のほうを取材して書きましたということで書いてあります。これが何で市のほうか

らこういう報道をされなきゃいけなかったのか、その理由を聞いているわけです。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

当時はまだそういった職員の聞き取りとかも含めて、また、農家の皆さんにも御説明をさ

しあげていると、そういった最中のことでございました。とある方から報道機関のほうに情
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報提供がなされたということで、そういったことでこちらのほうに取材がありましたので、

包み隠さず誠意を持ってお答えしたと。それが問題があるということであれば、その点を御

指摘いただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

副市長。

○副市長（池田英信君）

お答えします。

私のほうにも佐賀新聞のほうから取材がございました。それは１月26日でございまして、

そのときに佐賀新聞から聞いたのは、そういった情報があったので、確認をしにきたという

内容でした。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

こういう市のほうからの発表が報道でありますと、やはりそこに何らかの意図があるん

じゃないかとか、いろんな憶測が流れます。しかし、それは別に置いても、やはりまだ問題

が解決をしていないという間においては調査中ということで、当然話はまだ出せないと私は

考えていたわけです。ですから、何で市のほうが報道したのかということで質問しているわ

けです。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午前11時９分 休憩

午前11時10分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

報道機関の方は情報を得て市のほうに取材されたということですね。そのことを今言われ

たわけですね。

さっきも部長も言われましたが、このことについては職員の方もおられましたので、当然

報告は受けておられるという中で私は認識をしておりましたので、当然まだ調査中である事

案について、まず軽々しく報道すべきではないという点で質問したわけです。その点市長は

どう考えられますか。
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○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

各報道機関の判断ということですので、そういったことは報道機関のほうにおっしゃって

いただければと思います。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

次に３点目に、こういう職員の不祥事件において任命責任があるということと私は考えま

す。市長は以前からそういう形で、この事案の流れの中には一緒におられましたし、私も一

緒におりましたが、そういう点で、市長は自分の任命責任をどういうふうにお考えなのか、

質問いたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

市が取り組む全ての政策において責任を負う立場であるということでございますので、責

任を痛感しておるというところであります。

今後そういったところを受けて、私どもも農家さんのほうに御説明にも直接伺わせていた

だきましたので、今後もそういったところで御理解もいただいたので、今後事業を進めてい

く上でもこういった再発防止を念頭に努力してまいりたい、そのように思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

ちょっと追加でお答えいたしますけれども、基本的にはこの職員、産業振興部に属して

おった職員でございます。議員御発言のように、６月末までは農業政策課のほうでちゃんと

農作物の栽培等に尽力をいただいておりまして、ある程度出先が見えてきたということで観

光商工課のほうへ異動いただいたと。そういった中で、異動をしたからといって観光商工課

の人間職員という意味ではなくて、産業振興部を横断的に業務を行っていただきたいという

ことで両課の職員等にも説明を十分いたしておったところでございます。

本人も一生懸命やっておりまして、例えば、出口を確保しようということで、野菜を持っ
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て土日にいろんなところを回ってみたりとか、その野菜をあるところに使ってみてください

と言って置いて、そして、その代金を立て替えてしまったとか、そういったところもあった

ようでございます。そういったところも含めて今回の問題だということで職員のほうにも

しっかりと話はしたところでございますので、基本的に市長の責任というよりも、基本的に

管理ができていなかった私たちの責任、強いて言えば私の責任だというふうに思っておりま

す。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

今、部長が言われたように、そういうお互いの責任感と責任問題ですね、やはりここが要

するに庁舎の中で各課をまたがってでも、しっかりとしたそういう信頼関係がなければなら

ないということが私も痛切に感じます。

今後、部長が言われましたが、あとのそういう生産、それから、販売の指導をどういうふ

うに考えておられるのか、お聞きします。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

お答えいたします。

先ほども言いましたけれども、あくまでも生産者に向き合うのは農業政策課の仕事だと

思っております。出口をしっかり確保するのは観光商工課の仕事だと思っております。そう

いった意味では、ちゃんとお互い両課が情報共有しながら、ちゃんとした職員、正職員、正

職員じゃなかですね。正副という担当を決めて今後業務に当たってまいると。また、生産者

の方のところに出向いて説明もいたしましたけれども、農林事務所であったりとか普及所で

あったり、そういったところと一緒になって支援をしていくということで御説明しておりま

すし、嬉野市として、皆さんが取り込んでいただきますそういうブランド野菜づくりについ

ては、全面的にバックアップしていきたいというふうなことを生産者の方には説明させてい

ただいておるというような状況でございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

そしたら、今後のそういう行政の指導というものをきっちりやっていただいて、やはり今

出始めたそういう組織活動ですので、生産者の意気込みを損なわないよう一生懸命やってい
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ただきたいということで、この質問を終わります。

次に、農業振興施策について伺います。

１つ目に、このコロナ禍の中、国や県、市の茶、花卉、牛肉等の農畜産物に関する支援策

が様々に施されてきましたが、今後どのような農業振興策を考えておられるのか、伺います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今後の農業政策全般という広い話でございますので、若干長くなりますけれども、一つ一

つ丁寧に御説明をさせていただきたいと思っております。

このコロナ禍の中で、地域経済がお互いに買い支え合いながら成り立っていたということ

を改めて痛感した次第であります。旅館、飲食店、そういった人の流れが止まることで、そ

の先にある原料となる農産物であったりとか、また、そこを仲介する業者さん、そういった

ところにかなりの影響が出ることもありましたし、思っている以上に嬉野市の旅館、飲食店

というのは、市内の農産物であったりとか、また、事業者を応援しているということであり

ます。でありますので、やはりその大本である農業生産基盤をしっかりサポートしていくと

いうことは、これから新型コロナウイルスから立ち直る上で非常に重要な要素を占めている

というふうに思っております。

我々が今年度の予算においても積極的に農業への投資を行っているまず１つが、トレーニ

ングファームを卒業された方を、高度な農業研修を受けた方を地域に呼び込むことで高収益

の農業を実現していただくハウス団地構想でございます。想定としてはキュウリ、トマト、

イチゴの新規の就農者を呼び寄せて、この地域農業を担う人材としてこれからも育て上げて

いくという、非常に重要な施策一丁目一番地だというふうに思っております。ＩＣＴであっ

たりとか、そういった最新技術をしっかり活用していただいた上で稼ぐ農業を体現していた

だく、そういった事業者をこれから育成しながら、そして、その販路をしっかり確保してブ

ランド化していく、そして、この新幹線開業も含めたところの嬉野市がこれから大いに飛躍

する中のその推進力としても期待をしているというところでございます。

常日頃、私は農業は次世代の成長産業になり得る可能性のあるものであるというふうに認

識をしております。これは農業の産業構造自体がいろんな多様な人材が集まれば集まるほど

力を増す構造にあるということであります。例えて言うなれば、コンビニが５件並んだらお

互いを食い合うしかないんですけれども、キュウリを作る人が５件両隣に並ぶと、それは産

地となっていきますし、その地域で支え合うコミュニティが形成をされていく。そういった

意味では、この農業というものは物を作るだけじゃなくて、地域をつくっていく非常に壮大

な構想力が求められることでもございます。私としても農業振興、特にこの嬉野という地域
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が旅館や様々な交流人口に恵まれているというところでありますので、皆さんが魅力的にこ

の嬉野の土地を感じていただくためにも、農業にしっかりブランド化を取り組んでいく、こ

ういった西洋野菜も含めてでございますけれども、今後の新たな特産物の開発、ブランドづ

くりというものにしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。

そして、中山間地域についてもいろんな質問をいただいておりました。中山間地域の環境

というのは非常に厳しい現状にもあります。嬉野地区においては茶業を中心に若い人たちが

盛り上げていただいているというような状況でもありますけれども、また、そういった収益

性が決して高くないという中でも、どうやってそこの農地を保全していくか、これは非常に

重要なことでもあります。こういった国の事業とか、また、県と共同事業で行っております

それぞれの中山間地事業、チャレンジ事業を活用して、地域の人たちが自発的にこの中山間

地域を守っていく、そういった意識を向上させていく、そういった意味でも、重ねてになり

ますけれども、私たちは農業は地域づくりだというふうに思っております。

こういった我々がしっかり地域の人たちをつないでいく、そして、嬉野市のいっぱいの農

家さんをつないでいって、嬉野というまちはこんなにいいものができるんだということをつ

くっていく、それがまさに行政の役割だというふうに思っております。お互いがお互いを応

援し合う、エールを送り合う、この応援の連鎖こそまちをよくするものだというふうに考え

ておりますので、まさにこの応援の連鎖をつくられる、これが農業ではないかなと思います。

今回、緊急経済対策の中でも嬉野吉田鍋の事業をさせていただきました。こういった陶土

屋さんから窯元さんまで非常に苦しい中でもありますし、先ほどの食材提供者から仲買人さ

ん、旅館、飲食店、非常に皆さんが困っている中で、それを一つに一体的な商品として市民

の皆様に提供することによって喜んでいただく。飲食店にとっても旅館にとっても情報発信

になったというような事例があるように、実際に飲食店、旅館さんも現場に農家さんの野菜

を直接買い付けに行ってくださることもあって、私も本当に喜んでいます。こういったまさ

に支え合う、そして、お互いが高め合う、そういったのも農業を媒体にして実現してまいり

たいというふうに思っておりますので、今後とも農業振興は私ども嬉野市政の一丁目一番地

として今後も取り組んでまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

市長の農業政策に対する思いは分かりますが、政策としてどう具体的に出していただける

のか、やはりそういうところが政策論争になってくるのかなと考えます。

国の２次補正でも高収益作物次期作支援交付金とか、こういうことが出ております。また、

補正予算のほうでも創意工夫とか多様な販路の確立、こういう形が予算的に出されておりま
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す。私としてはやはりこういった国の予算の使い方というものをもっと工夫していただいて、

どういう政策をできるのか、そういうところを伺いたかったわけです。市長の思いは分かり

ますが、それ以上に我々農業者もやはりこの厳しい状況の中で生き残りをかけてやらねばな

らんわけです。ですから、ただ思いだけでは今はできないという状況にあります。そこで、

私は政策としてどういうことをやってくれるのかというところで質問しているわけです。

続きまして、農業全体については、今、市長がいろんな形で言われました。しかし、その

中に、ハウス団地という形は今度提案はされております。これだけではやはり弱いですね。

作る側のまず労働力の確保、そして、皆さんの今から嬉野が農業をどういうふうにやろうか

というその意思統一、そういった点で組織的な連携というものがまだ見えてこないんではな

いかと考えます。そういう点を施策としてどういうふうに打ち出されるのかという点でお尋

ねいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

具体的な政策をということで、ちょっと先ほどの中で抽象論を述べたつもりはなかったわ

けでありますけれども、必要とあればもう一度同じように説明をさせていただきたいと思い

ますが、よろしいですか。もう一度じゃ説明をさせていただきます。もう一回言いますので、

そこは簡潔に申し上げたいと思います。

ハウス団地につきましても、やはり新規の農業者の担い手を確保するということが非常に

重要であります。それはどこに行っても課題として上がってくるわけでありますけれども、

真っすぐ若い人にここの田んぼを耕してくださいとお願いしても、それはなかなかやっぱり

収益の面で実現をしないのは分かりますね。ですので、やはりこういったある意味ではしっ

かり確実に稼げる農業を推進していただく中で、周辺の農地も含めて管理をしたり、また、

地域を支える人材を外部からも含めて誘致したり、また、地域内で育てていくということが

非常に重要になります。その切り札として、トレーニングファーム事業を活用して、高度な

技術を授けられた人が地域に入っていくことで、そこをしっかり地域を支える人材として、

私たちが販売から、そういった営農まで含めて地域ぐるみで支援をしていく。そこには住居

の確保とか空き家を使った移住・定住対策ということも含まれております。こうした挑戦す

る人を農業分野において誘致することよってこの地域の振興を図っていく、これがまさに先

ほど言っていただきました労働力とか意識の統一というものにつながるのではないかなとい

うふうに思っております。

この労働力についても、当然積極的に取り組む経営主体の農家さんはもちろんであります

けれども、いろんな収穫とかで短期的に労働力が必要となるような作物もございます。特に
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イチゴなんかはそうですよね。そういったこともありますので、私たちとしても今議会の中

でも観光商工課と子育て支援課でやっております。武雄市とも共同して行う事業の中に、こ

うした短時間で労働する方のニーズを受け止めて、そして、そこを紹介していく、マッチン

グしていくというような仕組みがございますけれども、これは旅館とか、そういうサービス

業だけではなくて、農家さんもその一つの対象になるんではないかなと思います。こういっ

た地域でしっかり経営している農家さんと、短時間でもいいから働きたいという方をマッチ

ングすることで、こうしたブランドの質の向上、品質の向上にもつながってまいるわけであ

りますし、また、様々そういったところでも農家さんの地域とのつながりもできてくる、そ

ういったものであります。農業はとにかく地域づくりなんだという視点のもとで取り組んで

おりますので、今後ともそういったところで、議員も農家さんの一人ということであります

ので、一緒にそこはエールを送り合えるような関係でいたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

市長の言っていることは分かるんですが、農業政策課の方にちょっとお尋ねします。

具体的にそういう労働力不足になっている、また、農業後継者不足になっているこの現状

を踏まえて、そういう考えられている施策があれば教えてください。

○議長（田中政司君）

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

お答えいたします。

労働力不足の解消ということでございますけれども、例えば、今、県のほうで事業をされ

ていますさが園芸生産888億円推進事業を活用するとか、あとスマート農業等の推進事業、

そういったのを導入いたしまして、労働力不足の解消に努めていきたいと考えておるところ

でございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

ちょっと追加で答弁させていただきますけれども、人材育成という面でいけば、いろんな

ところに青年部の会があったりとか女性部の会があったりとかなさっています。そういった

ところとしっかり勉強会等も最近開催をいたしております。そういった意味で、どういった

ところが一番困るのかというようなところをしっかりと聞きながら、先ほど市長が答弁をな
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さいましたけれども、労働力不足という点については、武雄市さんと一緒になって、そう

いったところでも隙間、隙間の労働時間を拾っていこうよという意味で、そういった施策も

提案をいたしております。

実際の施策といいますと、今、課長が答弁をしたようなさが園芸生産888億円推進事業で

あったりとかスマート農業、そういったものにもしっかりと取り組んでいっていただきたい

というふうに思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

やはり今は農業会の中で、部長も分かっておられるとおり、そういう若い人たちが足りな

いと。また、今の状況下の中ではやはり離農もされる方も増えてきています。そういう点で、

今後どういうふうな離農対策を止め得る形の農政ができるのかなというところを考えており

まして、その点について課長、何か方法はありますかね。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

お答えいたします。

そこにピンポイントで何がやれるかというのは、今現在で明確なものはございません。た

だ、先ほどもお答えをいたしましたように、それぞれの若い就農者、また女性の皆さん、そ

ういった方々の意見を聞きながら、しっかり何がいいのか、そういったのについてしっかり

勉強してまいりたいと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

部長ありがとうございます。

私はやはり嬉野市が今後のためにプロジェクト農政というものをきちんと立ち上げて、そ

こに予算をつけて、皆さんの意識が集まるように、今の部長が言われた女性部、生産者の部、

茶商の部、いろんな商売の方々のそういう組織を一回一堂に会して組織化して、今後そうい

う嬉野市の農業、産業を生かすためのプロジェクトチームを立ち上げてほしいという形に考

えておりますが、そこはいかがですか。

○議長（田中政司君）

市長。
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○市長（村上大祐君）

すみません。プロジェクトの中身について、先ほどの質問だとちょっとお答えのしようが

ない部分があるんですけれども、どういったプロジェクトをやっていらっしゃるのか、しっ

かり説明をした上で御質問いただけますでしょうか。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

私が考えるプロジェクトというのは、まず、茶業界の再編、要するに、生産者組織、それ

から、茶商組織、小売店組織、まずここをきちんと一つの組織化して、その中に商工会、そ

れから、窯業会ですね、そういうところのメンバーを含めまして、これは以前、私が若いと

きに異業種交流会というものをずっとやっていたんです。そういう中に商店街の青年部の方、

窯業会の青年部の方、農業者の青年部の方という形で異業種交流会をずっとやっていたわけ

です。そういう中にまちづくりのいろんなヒントがあったわけですね。そういう中で、そこ

をヒントとして、農業者もそんならどういうふうにやるべきなのかという形でずっと私は考

えておりました。そういう形で具体的にはまず始めるべきだというふうに考えておりますが、

いかがですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

異業種交流会をしていくと。既に活性化懇話会等々でもこういった祝賀会等の行事、今、

新型コロナウイルスでできないという状況ではありますけれども、行われております。そう

いったところで、よりそこを実効性を持って、もっと活発に意見交換ができる場をというこ

とでありますので、それは検討に値するものだというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

お答えいたします。

異業種交流会をやったらどうかという御提案ですけれども、昨年、実際異業種交流会とい

うことで、商店街であったりとか、お茶関係であったりとか、旅館関係、料飲店関係、いろ

んなところにお集まりをいただいて、観光商工課のほうで一回開催はしたところでございま

す。

以上です。
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○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

ぜひそういう点から全体のいろんなアイデアとかやり方とかというものをですね、やはり

あと市が指導的に引っ張っていけるような形につくってほしいというふうに考えております。

次に、茶業対策について、具体的にどういう施策ができるか、お尋ねをいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

令和２年におきましては、お茶の中刈りの支援事業を独自にやらせていただいたりとかも

しましたし、また、国の事業による高収益作物次期作支援事業による支援を行ってまいりま

した。途中にはそういった国の大きな方針転換もありましたので、そちらは茶業の関係者全

員で即座に意見を集約した上で、地元選出の今村代議士の紹介で農水副大臣のほうに面会を

いたしまして、議長も来ていただきましたけれども、要望をして、その後、そういった方針

転換を再度再考していただきまして、農家さんも安心して営農に取り組む環境ができたので

はないかなというふうに思っております。

今後、やはり先行きが不透明の中ではありますけれども、しっかりこの茶業にも、これは

嬉野の基幹産業であると同時に、やはり嬉野を象徴する作物だというふうに思っております

ので、私どももしっかりサポートをしつつ、そして、将来展望をしっかり示しつつ、今後対

策を打っていくというものであります。

今議会の中でも、こういった新型コロナウイルスにお茶がそのまま効くとはちょっとなか

なか言いづらい部分はありますけれども、ワクチンを受けていただいた方にそういったお茶

をお送りして、こういった免疫力を高めていただいて、市民としても健康増進のお茶として

しっかり印象づけることで地元の産品を愛する、そういった消費者に向けてのＰＲから、今

２年連続で全国茶品評会でも最高賞の評価をいただいていますので、生産現場への支援とい

うものも、これは事業名を一つ一つ上げ出すと、多分時間が終わっちゃうぐらい取り組むわ

けでありますけれども、しっかりそこら辺も議員の皆様にも御理解をいただきながら積極的

に取り組んでまいりたい、そのように思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

生産者の方が努力して全国茶品評会あたりで全国に名をはせております。こういう努力が
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今茶業界の中で気持ちを引っ張っているわけです。この入賞者の方々のそういう力をもっと

外にどういうふうに利用できるのか、やはりそこが今からの茶業界の課題でもあります。

そういう中に、市長も御存じだと思うんですが、うれしの茶は釜炒り茶を含めて全国の約

２％ということで、全国では僅かな量なんです。これは我々もずっと以前から分かっている

わけなんですが、やはりこういう厳しい状況の中に後継者をどう育成していくのか、ここを

課長、後継者の育成についての、また、それがなかなか増えない原因について説明いただけ

ますか。

○議長（田中政司君）

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

お答えいたします。

後継者が増えない理由ということですけれども、まず第一にはやはり茶価の低迷というの

が一番の原因かなと考えております。最近はお茶で御飯を食べていけるというところがなか

なか厳しくなっておりますので、冬場には外に働きにいくという形になっておりますので、

一年中お茶で生活できるような体制を今後はつくっていきたいなと考えているところでござ

います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

後継者育成という事業の中には支援制度というのも当然ありますよね。そういうものを生

かしてほしいんですが、何せ嬉野で働いてくれる、農業をやってみたいという人たちを増や

す努力をもっとやらないとなかなか難しい部分があるのかなと考えます。

その中で、今後やはり施策の一つに後継者育成をどうするのかと、しっかりと施策として

入れていただいて、市独自のやり方でこうやっていますよというアピールが欲しいわけです

が、そこは部長いかがですか。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

お答えいたします。

市独自で後継者に対する支援をという御質問でございますけれども、確かに今、課長が申

しましたように、茶農家さんにつきましても、お茶一本ではなかなか生活がままならないと

いうようなとも十分分かっております。そういった意味で、非常に申し訳ございません。一

番最初の御質問でありましたような取組を展開していったというのも現実でございます。そ
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ういった意味で、その中では、本当に外で働いていらっしゃった方が辞めて、農業一本で

やってみたいというような方もいらっしゃいましたし、前向きな方もたくさんいらっしゃい

ました。そういった意味ではいろんな施策等を今後とも考えていきたいと。

またもう一つは、観光面と何かを組み合わせるようなことができれば、そういったところ

でも農業を使った観光体験等々が考えられたら一つの支えになるのではないのかなというふ

うには思いますので、そういったところを含めて勉強してまいりたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

そういう点を施策としても打ち出していただきたい。

そしてもう一つ、お茶の需給バランスという形で、どうしても価格が低迷という形もあり

ます。昨年からは新型コロナウイルスということでかなり厳しい状況にありましたが、幸い

茶商さんたち含め、小売店の方も努力をされて、そこそこ５０％以下になったということま

ではないと聞いてはおりますが、やはりこの中に、今後そういう需給のバランスを考える中

に、お茶を食品として加工していくという一つの流れをつくらにゃいかんじゃないのかと考

えるわけです。そしたら、どういう食品にするのかということで、やはり粉末茶と抹茶にで

きるような工場を整備していかにゃいかんのじゃないかと考えるわけですけど、いかがです

か。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

お答えいたします。

何かお茶を使った食品にという御質問ですけれども、本当に量がどれぐらい回していける

のかというのはよく分かりませんけれども、今の取組といたしましては、シュガーロードが

日本遺産に認定をいただきました。お茶を使った新たなお菓子の展開ができないかというこ

とで、菓子組合、また、お菓子屋さん等に御相談をいたしております。おかげさまで５店舗

の皆様がお菓子を作っていただきまして、今月18日にお披露目会をする予定にもいたしてお

ります。どれだけの量が消費できるのかというのは甚だちょっと不透明でありますけれども、

そういった意味では、新たな展開も確実に動いているというような状況ではございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）
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農水省のいろんなページの関連を調べていた中に、これからの抹茶の需要、そういうとこ

ろはどういうところにあるのかとか、市場調査をされた茶の流通合理化に関する調査委託事

業というのが一応出されていましたので、そういう中を見てみたときに、緑茶ドリンクの市

場が4,400億円、抹茶加工製品の規模は2018年に200億円という形で市場調査あたりをされて

おります。こういう中で、全国で僅か２％の嬉野が独自で取り組めば何らかの形の先が見え

てくるんじゃないかなと思うわけです。そこに具体的に施策を打っていただいてやっていた

だきたいと考えておりますが、市長いかがですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

何か抹茶のことが山口虎太郎議員の一つの重大関心のようでございます。同じ会派（479

ページで訂正）の山口卓也議員からも今議会では説明をいただいているようでございますけ

れども、こうした抹茶に対して東彼杵町で抹茶工場ができておりますけれども、なかなかそ

こら辺が難しいというのが、輸出されている大半が抹茶ではありますけれども、宇治とか、

そういった強い産地がかなりのウエートを占めているというのも現実でありますし、また、

さらに某国による模造品がですね、パッケージまで全く一緒で、開けてみれば何かくすんだ

色で、偽物かどうかは一目瞭然なんですけれども、そういったことが茶産地出身選出の国会

議員でつくられます自民党の茶業議連の中でも被害額は数億円というような、そこの抹茶を

なりわいとしてやられている方も、それはそれで非常に苦労をされているというようなこと

でもございます。当然事業拡大に応じて設備投資を行っているけれども、某国の偽物が流通

することで販売機会を失うということは、何もやらないほうがまだよかったというぐらいの

レベルの損害を受けたというような茶商もあるということで、非常に私どもも人ごとではな

いなという危機感をやはり強めたところでもございます。

こうしたリスク、対外的なところのリスクもございますし、また、お茶はこういった形で、

抹茶に幾分かはお菓子とか加工用に使うことは重要かもしれませんけれども、嬉野のお茶の

特性としては、やはりお点前とか家元さんとか、なかなか泡立ちがよろしくないとか、そう

いったところに向かない部分もあるのかなというふうに思っています。そこを改善するのが

仕事だろうと言われればそうなんですけれども、そこは長期的に茶業試験場の皆さんとも連

携しながら研究をしてまいりたいというふうに思いますけれども。

それはそれとしながらも、やはり今新型コロナウイルスの影響で、先日の農業新聞にも

リーフ茶への回帰が若い人の中でも進んでいるという吉報もございます。やはりこういった

我々吉田焼の急須もありますけれども、残念ながら急須のない家庭も現状多いわけでありま

すので、そういった地域資源を組み合わせて、全て整う茶産地はうれしの茶だけであるとい
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うことを一つの売り文句にしながら、今後のプロモーションセールスも展開をしていく。そ

ういった販売の出口はある程度確保してくれれば、そういったところでの単価の上昇である

とか、また、担い手の意欲も高めることもできるのではないか、そのように思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

私はこの提案をしたのは、生産者の生葉単価の手取りを上げるためにはどういう工夫をし

なきゃいけないかという点から考えて、うれしの茶の需要と供給のバランスをどう変えたら

生産者の生葉手取りの単価が上がっていくのかという点で質問したわけです。

続きまして、水田対策について伺いますが、この問題は、水田の基幹となるところがやは

りライスセンターという点で、課長のほうにお尋ねをいたします。

現在、嬉野のライスセンターは何基あって、耐用年数あたりはどういうふうになっている

のかなと。分かればちょっとお願いします。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午前11時50分 休憩

午前11時50分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

お答えいたします。

ライスセンターの数ですけれども、塩田地区が３施設、嬉野地区も３施設ということで、

６施設になります。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

これは私も若い頃にできたライスセンターという形でずっと分かっておるわけです。

今後、水田面積、要するに、米の作付面積はやはり４割以上という形で減っているわけで

す。そういう中で、今後ライスセンターの老朽化とともに、維持管理費がどうなっていくの

かなという点でちょっと心配をするわけです。その点について、今後の対応が分かっておれ

ば説明してほしいんですが。
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○議長（田中政司君）

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

お答えします。

老朽化しているので、維持管理ということでございますけれども、ＪＡさんのほうからお

話を聞く段階では、今後統廃合等の視野も入れて検討しているという話を聞いているところ

でございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

組合のほうからは、現在、老朽化については相談は来ていますか。その点だけお願いしま

す。

○議長（田中政司君）

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

現時点では相談はこちらのほうにはあっておりません。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

分かりました。

続けて、次は医療センターの跡地についてお伺いをいたします。

前回からずっと医療センターのことについてはお尋ねをしているわけですが、医療セン

ターとの名義変更が令和２年度内に進むということで答弁があったわけです。その後の進捗

状況を教えていただけますか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

12月議会でもお答えをして、令和２年度内ということでございますので、そのように順調

に進んでおります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）
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山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

それでは、今度の議案の中でも出されておると思いますが、跡地の利用の可能性調査に入

るということをお聞きしたわけです。この件について、嬉野市の計画というものがどういう

ふうに出されているのか、説明できるのであれば説明をお願いしたい。

可能性調査の中に、もしそういう条件として市のほうから入れていただける部分があれば、

これは２月25日に読売新聞の中で、コロナ禍の中で取り出された自衛隊病院に対しての記事

なんです。今後、日本の情勢が動く中で、海外の問題や海上の問題ですね、そういう中で、

自衛隊基地のいろんな役割が大きくクローズアップされていくわけです。災害においては特

に陸上自衛隊の災害派遣、そういう中で、日本の中に北海道、仙台、横須賀、阪神、福岡病

院という形で大きい部分があるわけなんですが、こういうところの誘致ができれば、病院と

いっても、やはり今から先は感染症というものが大きくクローズアップされております。そ

ういう意味での読売新聞の記事なんですが、こういう点に対して、もし調査にそういうこと

が入れてできるなら、そこをできるかどうか、ちょっと担当課長のほうからお願いしたいん

ですが。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今、嬉野市内の病院というのは非常に人口に対して日本一病床数があるというような状況

でもございます。新たな病院誘致については検討はできないものと考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

ただいま調査、要望に関しては、自衛隊病院に関しては入れていないということで理解し

ていいんですか。自衛隊病院等の活用ということですね。

あくまでこの記事は自衛隊病院という形で出されましたので、私は何でこれをしぶとく言

うかといいますと、やはりここに100人、200人、また300人という方が働ければ、嬉野の人

口定住、安定にもつながるし、そういう嬉野の経済圏の市内含めて、人口減少に歯止めがか

かるんじゃないかという形で提案をしているわけです。できれば市長、防衛省のほうにもぜ

ひ働きかけていただいて、こういうことが今後嬉野では温泉を利用した形で役に立ちますよ

という働きかけをしていただきたいと思いますが、いかがですか。

○議長（田中政司君）
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市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

自衛隊病院というものは、これは国防の中に位置づけられるものであります。決して感染

症が拡大したからこっちに来てくれ、あっちに来てくれという便利屋ではありません。そう

いったところでもありますので、それは国の国防施策の中で位置づけられるべきものだとい

うふうに思っておりますので、我々から誘致をする性質のものではないということを考えて

おります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

市長、ですから、私は以前から嬉野海軍病院の歴史を調べて、嬉野の町長をはじめ、そう

いう海軍病院の方に働きかけて嬉野海軍病院が誘致されたという歴史を言っているわけです。

ですから、嬉野市のトップである市長がそういうことを意識的に働きかける、それは当然の

ことじゃないんですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思いますが、ちょっと意味が分からないんですね。私としては、自衛隊

病院というものは国防戦略に位置づけられるもの、海軍病院の話をされましたけれども、当

時の大正期においての国防戦略の中に位置づけられたので、こちらのほうに建てるというこ

とで、地元の方が快く協力をするというような形でできた経緯がございます。その点の歴史

を踏まえて、もう一度ちゃんと質問をしていただきたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

当然国が決める施設の内容やけんが、我々が介入するわけにはいかないんですけど、用地

としてやはり候補地がありますよということの働きかけは必要じゃないかということです。

続きまして、土地開発公社についてお伺いいたします。

第三セクター等経営健全化方針ということで出されておりますので、市長の所感を伺いま

す。

○議長（田中政司君）
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市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

恐らく総務省の第三セクター等経営健全化指針についてのことだと思いますけれども、こ

れはかつて第三セクターがいろんな形で経営破綻をしたというような平成にかけてのお話の

中で、一定のガイドラインを設ける必要があるだろうということで設けられたものでありま

して、私ども嬉野市も大きな土地のこういった取引をしているというような状況でもありま

すので、設けられているということで、所感をということでありますので、問題なく運営が

できているのではないかというふうに思います。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

私が頂いた資料の中で、令和３年度で土地開発公社の部分を市のほうが買い取るという形

の年度になっているわけです。そういう中で、新幹線駅前の用地のことも含めて、土地開発

公社が今後どういうふうな考え方で健全化をなされていくのか、お伺いします。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後０時 休憩

午後０時 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

土地開発公社については、市職員の方もかぶっておられますので、今後の質問はちょっと

内容的には無理だということは理解しました。

それから、あと最後の質問になりますが、大野原地区の産廃処理場であった跡地ですね、

ここに今後どういう利活用があるかということで、太陽光等の利活用を上げておられますが、

その点についてどういうふうな進捗状況なのか、お教えいただきたい。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

大野原の産廃処理場跡につきましては、埋立て処分の終了届、それから、産業廃棄物処理
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施設の譲受申請許可、それから、２年以上の環境モニタリングを行ってまいりまして、あと

産業廃棄物と最終処分場の廃止申請確認というのが昨年行われたということでありますので、

これからというところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

計画は今からという形で理解していいんですか。

太陽光という部分に関しては決定ではないんですね。（発言する者あり）

すみません。一応市側が太陽光発電施設としての活用を協議していくという形で載ってお

りますので、質問しているわけです。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後０時３分 休憩

午後０時９分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

行政経営部長。

○行政経営部長（辻 明弘君）

お答えいたします。

この土地についての資料をお渡ししておりますが、この当時は、この跡地活用について、

太陽光発電施設の協議検討をしていくというふうになっておりましたが、その後、計画等は

なくなっておりまして、今現在はこの協議をいたしておりません。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口虎太郎議員。

○４番（山口虎太郎君）

分かりました。

これで私の一般質問を終わります。

○議長（田中政司君）

これで山口虎太郎議員の一般質問を終わります。

一般質問の議事の途中ですが、ここで13時10分まで休憩いたします。

午後０時10分 休憩

午後１時10分 再開
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○議長（田中政司君）

それでは、再開します。

一般質問の議事に入る前に、先ほどの市長の答弁での訂正の申出がありますので、これを

許可いたします。市長。

○市長（村上大祐君）

先ほど山口虎太郎議員の御質問の中で、嬉野市議会は会派制ではないということを失念し

ておりまして、ここに当該箇所についてはおわびして訂正をするものでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。

10番辻浩一議員の発言を許します。10番辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

議席番号10番、辻浩一でございます。議長の許可をいただきましたので、一般質問を行い

ます。本日は早朝から傍聴いただき、誠にありがとうございます。最後までよろしくお願い

申し上げます。

皆様、最近の国会での議論の内容をどう思いますでしょうか。加計問題から始まり、桜を

見る会、オリンピック委員会での森前会長の切取り発言報道、総務省の接待問題など、まる

でワイドショーと何ら変わりないような議論を見ていて、情けないばかりです。本来ならば、

外交、安全保障や新型コロナウイルス対策、経済対策や人権問題について何が最善なのか議

論すべきであり、国会の無駄遣いはやめてほしいと思います。

緊急事態宣言が適切なのか、新型コロナウイルス感染拡大は飲食だけなのか、指定感染症

２類のままでいいのか、病床数は世界有数なのになぜ病床数が逼迫するのか、また、中国共

産党の力による現状変更や、世界が認定しているチベット、ウイグル、内モンゴル自治区の

ジェノサイド問題、各国に仕掛けているサイレントインベージョン、韓国による、いわゆる

慰安婦問題や歪曲された微用工問題で日本をおとしめる日本のリベラル派と組んだプロパガ

ンダ、憲法９条ばかりクローズアップされておりますけれども、今回の緊急事態宣言に見ら

れるように、有事の際、私権の制限が課題になっていることなど、日本国憲法が今の時代に

沿っているのか議論するための憲法審査会すら開催できないことは大きな問題であります。

国会は、政局だけではなく、日本の国益にかなうような議論をすることを求めて、質問に移

ります。

今回の質問は３点、まず、マイナンバーカードについてであります。

今、国家の事業としてマイナンバーカードの普及が図られておりますけれども、そもそも

マイナンバーカードの目的は何か、お尋ねをいたします。

次に、シティプロモーションについてであります。
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生き残りをかけて自治体間のＰＲ競争が激しくなっておりますけれども、観光地嬉野に

とって、交流人口増加は重要な課題であります。そこで、シティプロモーションの今後の展

開をどう考えているのか、お尋ねをいたします。

最後に、３月定例会の定例の質問になっておりますけれども、吉田公民館の耐用年数とユ

ニバーサルデザイン化をどう考えるのかお尋ねし、再質問は質問席にて行います。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、辻浩一議員の質問に対してお答えをしたいと思います。

マイナンバーカードの目的についてでございます。

マイナンバーカードは顔写真とＩＣチップが搭載をされているものでございまして、チッ

プには公的個人認証に必要なデータが蓄積をされていまして、これを読み込むことで公的な

手続をオンライン上でも行うことができるということであります。顔写真もついております

ので、運転免許証同様、本人確認の対面での効力も高いものでございます。

今後、マイナンバーカードに搭載された電子証明書を利用する場面というのは拡大をして

まいります。あさって、17日より運用を開始いたしますスマートフォンを使ってのオンライ

ン申請も可能ということになりますし、また、12月に導入予定をしておりますコンビニでの

交付事業にもマイナンバーカードで読み込むことで速やかな申請ができる、スマート申請が

できるというような市民サービスの向上につながっていくものだというふうに思っておりま

す。

こうしたマイナンバーカードについては、いろいろ国による管理というところでのリスク

を指摘する声も根強いのも、これも現実でございます。この点につきましては、示唆に富む

のが台湾のＩＴ担当大臣、オードリー・タンが本土中国との対比で述べていたのが、中国本

土は国民を管理するものに対して、台湾は自由な経済活動とか、そういったものを促進する

ためにこのカードを使っていくんだということで、実際、新型コロナウイルスの対策の中で、

そうした管理された情報を基に、マスクを１人２枚、ちゃんと振られた番号に応じて平等に

配分ができる、そういったことで世界中から注目を集めたように、私ども日本国においても

民主主義を標榜する国家でもございます。こうした市民サービスの向上につながっていくも

のだというふうに考えておりますし、基礎自治体の役割としても、そのように国の戦略、そ

して、ＩＴ戦略に沿った形で市民サービスを充実していくために必要不可欠なものだという

ふうに認識をしております。

２点目でございます。

シティプロモーションについて、今後の展開でございます。

嬉野市の本格的なシティプロモーション元年と位置づけておりました令和２年、今年度で
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ございますけれども、コロナ禍の影響により、思うような事業展開ができませんでしたので、

次年度以降、しっかりシティプロモーションに力を入れてまいる。当然、新幹線の開業に照

準を合わせたプロモーションを展開していくということでありますけれども、まず１つのシ

ティプロモーションの柱となるのが、昨年12月に取組を開始しました女子野球タウン構想を

軸とした女性がきらめくまちづくりや、今、日本で一番影響力のあるプロ棋士でもある藤井

聡太二冠が初防衛に挑む第62期王位戦嬉野対局をまちづくりにしっかり生かした事業展開な

ど、様々なプロモーションを予定しております。

「うれしいを、いっしょに。」をスローガンに、うれしい笑顔があふれるまち嬉野市を国

内外にＰＲすべく、効果的なプロモーションを展開できるように努力をしてまいります。

３点目でございます。

吉田公民館のユニバーサルデザイン化につきましては、吉田公民館は昭和58年に開館し、

築37年となっております。財務省の減価償却資産の耐用年数に関する省令では、鉄筋コンク

リート造の建物で50年ということになっております。

ユニバーサルデザイン化につきましては、本定例会に提出しています令和３年度予算にお

いて、１階から２階へ上がる際の階段昇降機、階段及び２階フロアの手すり設置及び２階ト

イレの段差解消工事を計上しております。災害時の避難所ということにもなりまして、実際

の昨年の台風においては多くの方が避難をいただいたということでもございますので、今後

もユニバーサルデザイン化について検討をしてまいりたいと考えております。

以上、辻浩一議員の質問に対するお答えとさせていただきます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

それでは、再質問を行いたいと思います。

今回の私の質問は議案に出ているものばかりで、ちょっとかぶる部分があるかと思います

けれども、よろしくお願いしたいと思います。

まず最初に、マイナンバーカードの目的はということで、今、市長のほうからお答えいた

だいたわけなんですけれども、これがもっともっと進めば、当初の国の計画では、要するに

銀行口座とのひもづけというふうなことも言われておりました。昨年の給付金関係で、そう

いったタグづけができていれば、もっと早い給付ができていたんじゃないかというふうな話

もあるわけなんですけれども、実際、昨年、手作業でやられたわけなんですけれども、もし

そういったひもづけができとったらやっぱり簡単にできるもんなのか、そこら辺の見解をい

ただきたいと思いますが。

○議長（田中政司君）

市長。
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○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

やはりこうしたマイナンバーとのひもづけができていれば、容易に確認ができたというこ

とで、格段に業務の効率も上がったものだろうというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

そういった意味では、今後、こういった進めていくべきところが、メリットは大きいん

じゃないかなと私自身は思っておりますけれども、なかなか普及が進んでいかないというと

ころもあるかと思います。

そういった中で、マイナンバーカードの普及については、一昨日以来、担当課からお答え

いただいておるように、県内でトップクラスの進捗率ということで、本当に現場に出かけて

いって皆さん頑張っておられることにまず敬意を申し上げたいと思います。

これからどんどん進めていって、最終的には何％ですか、80％ですかね、目標としては。

ちょっとすみません。

○議長（田中政司君）

市民課長。

○市民課長（馬郡裕美君）

お答えいたします。

マイナンバーカードの交付率につきましてですが、令和３年度末での交付率を64.5％、令

和４年度末までに92.3％を想定しております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

今からいえば、かなり高いハードルじゃないかなと私は思っているんですよ。じゃ、これ

はなぜ進まないかといえば、このマイナンバーカードを持つメリットが今のところ非常に少

ないんじゃないかと皆さん思っていらっしゃると思うんですよ。

そこで、今このマイナンバーカードで受けられる行政サービスはどういったことがあるの

か、まずお尋ねします。

○議長（田中政司君）

市民課長。

○市民課長（馬郡裕美君）
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お答えいたします。

マイナンバーカードで受けられる行政サービスは何かということですけれども、マイナン

バーカードで受けられる行政サービスは、e-Taxやマイナポータルからの各種行政手続のオ

ンライン申請等です。

現在、市民課ではコンビニ交付やスマホで住民票等のオンライン申請ができるサービスを

進めておりまして、コンビニ交付は令和３年12月から実施予定で、オンライン申請は今週の

水曜日、３月17日から住民票の交付、転出届、４月から印鑑証明と、順次対応できる証明を

増やして実施していく予定でございます。

令和３年３月からは健康保険証としての利用も、準備の整った医療機関で始まります。今

後、マイナポータルで薬剤情報、医療費の閲覧や特定健診情報の閲覧も可能となる予定でご

ざいます。

令和３年分の確定申告における医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が

可能となるとの情報も聞いております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

まず、オンライン申請についてお尋ねします。

オンライン申請、まず、オンラインで申請するわけですので、要するにその証明書という

のは、役所に来てそれを受け取るということですよね。

○議長（田中政司君）

市民課長。

○市民課長（馬郡裕美君）

オンライン申請についてですけれども、オンライン申請は、今日から公開をしております

けれども、ホームページに張りつけている住民票の交付と転出届のそれぞれのＵＲＬから入

ります。アプリをダウンロードする必要があるんですけれども、アプリをダウンロードして

マイナンバーカードをかざして認証をいたします。その他の住所、氏名、生年月日はマイナ

ンバーカードから読み取りをしますので、入力は不要となりますが、その他の必要な情報を

入力して、クレジットカードの番号を入力して決済が終了いたします。申請が完了になりま

すので、証明書自体は住民登録のなされている自宅に郵送することとなります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）
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そしたら、オンラインで申請すれば、手続が済めば郵送で各個人へ配付するという形です

ね。分かりました。

コンビニ交付についてでありますけど、今年12月からという話ですけれども、コンビニは

交付なんですか、それとも手続だけなんですか、この確認。

○議長（田中政司君）

市民課長。

○市民課長（馬郡裕美君）

お答えいたします。

コンビニ交付は、コンビニのキオスク端末という多目的のコピー機があると思うんですけ

れども、あれで申請をすることになります。マイナンバーカードを利用して全国のコンビニ

エンスストアで６時半から23時までの時間帯に取得できるサービスです。

現在、住民票、住民票記載事項証明、印鑑登録証明書、所得証明書、課税証明書、所得課

税証明書の６種類の証明書を受け取ることができます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

コンビニ交付ということは、証明書自体をコンビニでいただけるということですね。分か

りました。

そこで、非常に便利になるわけなんですけれども、いわゆる役所に来ての申請を今やって

いると思うんですけれども、今現在は書面に記入をして申請をする形がありますけれども、

これは今後もそういった形でいかれるのかどうか、まずお尋ねします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員の御発言のとおり、やはり対面で申請をするにしても、書くストレスというのが、同

じところに何回も住所と電話番号を書くとか、そういったところは書式の統一でも何とかな

る部分もあるんですけれども、最初からそういったマイナンバーカードを読み取れば、それ

が印刷された状態で、あとは必要な情報をちょこちょこと書くだけで申請をするということ

で、窓口の混雑解消、それから、その分、職員の手が空きますので、手書きでの申請に来ら

れる市民の方にきめ細やかに対応できるようになるんじゃないかなという期待をしておりま

す。

以上でございます。
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○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

そしたら、役所自体の中でも、要するにコンビニみたいにマイナンバーカード申請するよ

うな機械自体も設置するというふうに受け取っていいんですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

そのような方向で完成形として目指しております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

まず、何で私がこういった質問をしたのかといいますと、年末にある高額医療の申請に来

たんですけれども、書くところを見ると、住所、氏名、男性か女性か、それと、本当に僅か

なところで、本人確認の部分だけなんですよね。あとは保険証を出せば、保険証によって本

人がどういった高額医療の免除が受けられるのか、それだけなんで、マイナンバーカードが

できれば提出をして、何が欲しいですと言えばぽっと出てくるような形が一番いいんじゃな

いか。特に高齢者、今から普及を進めなきゃいけない高齢者のストレスが一番大きいと思う

んですよ。そういった意味では、そこら辺の改善をぜひしていただきたいと思うんですけれ

ども、それについて。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（陣内 清君）

今、辻議員おっしゃったとおり、私もマイナンバーカードを通じていろんな申請手続がど

んどん便利になればいいと思っております。

今現在、既にマイナンバーカードのメリットとして、これは数年前から少しずつ出てきて

いるわけですけど、いろんな添付書類をつけなくてよくなったというふうなことがございま

す。これはマイナンバーカードをそのときお持ちじゃなくても、役所の内部で連携ができる

というふうなことで、例えば、いろんな手続の際に所得証明書を出していたようなものとか、

そういったものがなくてもいいですよと、もうそれはうちのほうで分かりますからといった

ことができるようになっています。これはマイナンバーによって様々なシステムが連携して

いるからということになっていきます。
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それで、おっしゃるとおり、次のステップとしては、今回、市民課のほうからオンライン

申請、これはいろんな証明書の申請手続、こういったものからのスタートでございますけれ

ども、今後いろんな行政サービスにおいて、申請自体を役所に来なくてできるようにしてい

く、こういったことが最終的な目標かと思います。

今現在、マイナンバーでできる事務としましては、税とか社会保障、それから災害対策、

こういったものに限られております。こういったものの用途が、今後、法改正とかでされて

いくといったことがあれば、様々な行政分野でのマイナンバーの活用、こういったものがで

きるようになってまいりますし、それから、いろいろな役所が持っているシステム関係のイ

ンフラ、これは今、それぞれの市町がばらばらに、とにかくいろいろ整備をしているところ

があるわけです。こうしたものについて、政府がそうした基礎的なインフラを共通化しよう

という動きが出てきています。これが出てくれば、それぞれの市町で多大なＩＴ投資をせず

とも、そういった整備が比較的安くできるようになっていきますので、こういった動きに期

待をしているところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

私も去年の何月やったかな、10月、それ前までは、ずっと以前は自分の写真を撮って申請

するようになっていたのが、もうここで写真を撮っていただきました。指名手配の写真みた

いになったんですけれども。前からすればサービスが非常に向上したし、各種会合に出て

いっての申請までやっているということで、非常にこの御努力は本当にすばらしいものだと

思います。

そういった意味で、とにかくこれを普及させるためにはサービスの内容の向上、これが一

番だと思いますので、ぜひそこら辺については、国の法律との関係もあるかと思いますけれ

ども、印鑑証明のことについては、要するに申請については総務省のほうにちょっと問い合

わせいただいたんですよ。それで、いわゆる住民票だとか、そこら辺については法律があっ

て条例もしっかりしているんだけれども、印鑑証明については各市町の条例の融通性の中で

というふうなことが言われました。そういった意味では、いろんなところを精査していただ

いて、本当に嬉野市独自でできるサービスがあれば、上位の県だとか国だとか関係なくて、

どんどんそういった部分でサービスの数をぜひ進めていただきたいというふうに思っており

まして、そういった意味では、先進事例として、トップランナーとしてそういった電子申請

ができるような形で進めていってほしいというふうに思いますが、そこら辺については市長

の考えをお伺いいたします。

○議長（田中政司君）
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市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今度、導入をいたします電子申請、オンライン申請につきましても、県内初の取組であり

ますし、多くは私どもより大きな都市で行われている、小さな自治体でこういった取組をす

るのは珍しいということでありますけれども、やはりそういったところで、この新型コロナ

ウイルスの中で、非常に窓口を密にならないようにする工夫であったりとか、そもそも市役

所に出かけていくこと自体がはばかられる。自宅でできるか、なるべく近いコンビニのよう

な拠点、拠点でできるようにしていくか、その業務改革を進める必要性というのは痛いほど

感じましたので、私としても佐賀県のトップランナーとして、いや、全国のトップランナー

として走れるように、その下地となるマイナンバーカードの普及活動を第一に努めてまいり

たいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

通告書の中で、４番目の各種申請書類の法的義務と保管義務はどうかというふうに質問を

出しておりますが、ここら辺は、要するに国が主導でそういったところを簡略化というか、

考え方をずっと改めてきているので、そこら辺については今後緩和されるというふうに見

とってよかですかね。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（陣内 清君）

辻議員御指摘のとおり、今、いろいろな形で書類での保管義務等が定められているものと

かがあるわけです。そういうふうな様々な改革が今後進んでいけば、例えば、印鑑にしまし

ても、この１年間で大分国の書類の中で印鑑が必要とするものがなくなってきました。こう

いうことが進みますと、ペーパーレスでやり取りができる。ペーパーレスでやり取りができ

るということは、電子を電子のままで出せるということになっていきます。ですので、こう

いう国における緩和が進んでまいりますと、いろいろな意味で紙で保管する義務もなくなっ

てきますし、スムーズに電子的なやり取りでもってできるようになろうかと思います。

例えば、補助金の交付申請みたいなもの、これも必ず国に対しては市町から、印鑑を、公

印をついて出さなきゃいけなかったようなもの、こうしたものも今、見直しの動きが出てき

ています。そうすると、市町から提出する際も印鑑なしでいけますので、電子申請でできる

ようになっていくと。こうしたことにも広がりが出てくるのかなと思います。こういった部
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分がマイナンバーに限らず、いろいろな部分で見直しが進んでいくことを期待しています。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

冒頭、銀行口座とのひもづけの話もしましたけれども、皆さん心配されているところはそ

こら辺の監視の部分だと思うんですけれども、政府の委員かしよった人たちも、正式な場所

での発言じゃないんですけれども、当然のごと全種類の、保有している全部の銀行口座との

ひもづけなんかは求めていないと、ある一つの口座とひもづけしていただければ、何かあっ

たら、給付金だとかいろんな場合に即座にその専門的な口座によって給付ができるので、そ

こら辺を国民に理解していただきたいというふうな話をされておりましたので、あくまで個

人を縛るためのものじゃないというふうに理解していきたいと思っております。

そこで、コンビニ交付までできることで今進められておられるんですけれども、庁舎内で

の機械の導入も言われました。もう一つ進めて、コミュニティ、各地の地域コミュニティ、

ここでもこういった交付が受けられるように機械を設置して、そういったことに進めていく

考えはございませんでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今後のそういった市役所の手続関係の中では、やはりなるべく小さな拠点、市役所に来な

くても手続ができると。究極系がオンラインで自宅で24時間できるということですけれども、

なかなかそこが不得手な人もいらっしゃるのも現実でしょうから、そういったところで、地

域で分散してそういった拠点を設けていくことで地域の中で手続が完結する方向を目指すと

いうのは私も考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

よろしくお願い申し上げまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。

次に、シティプロモーションについてであります。

先ほど市長の答弁の中で、令和２年度はシティプロモーション元年だということでいろん

な取組をする予定だったけれども、コロナ禍でそいができていないというふうなことで今お

答えいただいたわけなんですけれども、本当に今、各自治体、生き残りをかけた状況で、自
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分のまちをいろいろＰＲして、何とか交流人口を増やす、あるいは移住人口を増やそうとい

うことで頑張っているわけなんですけれども、嬉野市としてもいろんな形でやっておられる

ことは承知しております。

そういった中で、今回取り上げようと思ったのは、実はＳＮＳの活用についてだったんで

すけれども、昨日、広報・広聴課長からユーチューブ等々にも取り組んでいるというふうな

お話があったので、かぶる部分がありますけど、何でこういうことを言ったのかといいます

と、実は私は政治的なユーチューブを結構よく見るんですけれども、その中で、いきなり玉

名市のコマーシャルが出てきたんですよね。「玉名のた」とかいって。それとか、鹿児島県

だったかな、市だったかな。ああ、そうかと。結局、今はスポットコマーシャルが、従来の

マスメディアというのは、要するに誰が見て、どれくらいなのかの集計、視聴率だけでする

ので、今、コマーシャルはどんどん引いていっているわけですよね。全部ＳＮＳに動いてい

くのは、どの年代がどういった時間に何を欲しがっているかというのがずっと集計が取れる

からそっちのほうに流れていっているというふうに言われています。

そういった意味では、嬉野をターゲットとした年齢層、あるいは職業、これはいろんなこ

とをして、そういったネットを使ったコマーシャルも今後必要じゃないかなというふうなこ

とで質問したんですけれども、そこら辺についてはいかがですか。

○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（井上元昭君）

お答えをいたします。

先ほど議員御発言いただいた分のＳＮＳを活用したＣＭについては、実際今、行っている

ところでございます。

今回、ターゲットとしている方については、年齢層でいえば25歳から40歳で観光に興味が

ある方で、嬉野においでいただくのが近県では福岡が一番多いので、福岡地区に在住の方と

いうふうなくくりの中で今発信をしているところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

市長自身もフェイスブックのほうでいろんな行事等々を上げていただいておりますし、昨

日見たときはインスタグラムに国スポ関連の記事が上がっておりまして、ちょこちょことそ

ういったことでやられているんだなというふうには見ております。

そういった中で、前回の一般質問だったと思うんですけれども、観光に関していろんなも

のを取り上げてブラッシュアップというふうな話をして、何でもいいから見つけ出しましょ
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うよという話をしましたけれども、そういったものを大きな、例えば、マスメディアに出す

場合にはしっかりとしたブラッシュアップをして、何というんですかね、編集をして、しっ

かりしたつくりをしなきゃいけないんですけど、ネットだったら、ふだんの何げないものを

ぽんと上げて、それがいきなりバズるということもあるわけなんで、そこら辺は十分気をつ

けて、何が当たるか分からないので、気づいたものはどんどん広報する必要があるんじゃな

いかなと私は思うんですけれども、そこら辺について、広報・広聴課長はいかがですかね。

○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（井上元昭君）

お答えをいたします。

現在、議員おっしゃるように、ＳＮＳでの発信というのは物すごく重要になってきている

ところでございまして、極端に言えば、若い人はもうほぼというぐらいにＳＮＳを活用され

ているというふうな状況です。そういったこともあって、市の取組であったり、行事であっ

たりイベントであったり、ＳＮＳを活用できないかということで、一昨年度より予算を計上

いたしまして、今年度も予算計上しておりますけれども、そういった取組を行うようなこと

で今進めているところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

ユーチューブでもコマーシャル、スポットとして出せば金がかかるんでしょうけれども、

ただ投稿に関しては金がかからない部分がありますので、そこら辺は小まめにやっていただ

ければなというふうに思います。

そこで、３番目なんですけれども、いわゆるシティプロモーションはいろんな形があるか

と思うんですけれども、前市長の時代に一回、私はこういったことを質問、提案させていた

だいたんですけど、今、市内のアマチュアスポーツ、特に少年スポーツですよね、この方た

ちが、要するにユニフォームにワッペンというか、エンブレムというか、事例とすれば嬉野

市の嬉友館と塩田少年柔道クラブはゆっつらくんを模したワッペンをつけて、今、対外試合

に行っているわけなんですよ。言ってみれば、県内だけじゃなく福岡、長崎までは行くわけ

ですね。そういった中で、ゆっつらくんのマークの入ったのを着ていけば、嬉野の一つのコ

マーシャルになるんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、そこら辺について市長

の見解はいかがですか。

○議長（田中政司君）

市長。
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○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

こうしたＰＲというのは地道にやっていくもんだということでありますので、そういった

大会を通じて、ゆっつらくんを見たら、あら、温泉のまちから来たんですかということにな

れば、それがコミュニケーションのきっかけにもなるというふうに思いますので、非常に面

白い取組だというふうに思っています。

ただ、統一したということになってきますと、やはりその辺の、ユニフォームの性質とか、

これまでチームが大事にしてきた色調との統一感とか、そういったところには課題があるの

かなというふうには思っていますし、競技によっては、そういったワッペンについてかなり

厳しく制限があるというふうにもお伺いしておりますので、そういったところで、当然シ

ティプロモーションについては、体育協会も含めたところの協力をいただくようにお願いを

していますので、今後、内部でいろんな打合せをしながら、そういった統一エンブレムとい

うものがつくれるものであれば検討してまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

前のときも拡大解釈をして中体連までというふうな話まで広がったんですが、それは当然

公式な試合ですので、そういったものはつけて出れないというのは分かっています。少年柔

道ですね、社会体育の部門、ここについては結構、柔道に関してだけなんですけど、今は各

市町のマークだったりワッペンをつくって出てきているんですよ。

そういった意味では、嬉野市も各競技スポーツ、ゆっつらくんがスポーツしてそのユニ

フォームを着ているようなデザインを確か文化・スポーツ振興課が持っているんじゃないか

な。あるでしょう。それらも、強制的とはいわないにしても、こういったタイアップをして、

ワッペンをつくってあげて、それをつけてもらって外でコマーシャルをしてもらう、そう

いったこともいいんじゃないかなと私は思うんですけれども、それについての見解を伺いま

す。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

ゆっつらくんに関しては権利者が観光協会でございますので、観光協会とも御相談をしな

がら、そういった形で確かに競技ごとに変えるというのも一つの手だと思いますので、今後、

御相談をしていきたいというふうに思っております。
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以上でございます。

○議長（田中政司君）

辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

それでは、次の質問に移ります。

吉田公民館の耐用年数とユニバーサルデザイン化についてということでございますけれど

も、耐用年数については、先ほど市長が言われたように、前回質問したのは去年おととし

だったと思います。そのとき、15年ぐらい残っていますという答えでした。

実は何でこういったことをずっと言っているのかといいますと、私が約11年丸々ずっと毎

年言ってきたことで、やっと初めて動きが出たなと思っているんですよ。

当初、エレベーターの設置についてお願いをしていたんですけれども、いわゆる構造的に

非常に厳しいということで、じゃ、次に動いたのがレイアウトを変えるということですね。

１階部分を広くして、そこで会議ができるようなスペースをつくろうということだったんで

すけれども、それも遅々として進まなくて、去年は災害の避難所に併せて質問したんですが、

やっとできたと思ったらリフトですよね。災害の避難に関してはリフトで十分だと思うんで

すけれども、ただ、会議を開く場所とかということを考えると、やはり３階しか考えられな

いんですよね。じゃ、３階はしなくても、例えば、リフトができたわけですので、考えよう

によっては１階の図書室を２階に上げて、高齢者はそのリフトで上がってもらえば十分図書

室も利用できるわけですので、ちょっとレイアウトを変えて、１階の図書室の部分をぶち抜

きにして、ちょっとした会議ができるようなスペースをつくればリフトをつけた意味もある

のかなというふうに思いますけれども、そこら辺の見解をどちらかお願いします。

○議長（田中政司君）

文化・スポーツ振興課長。

○文化・スポーツ振興課長（小笠原啓介君）

お答えをいたします。

昨年の御質問の際にも、レイアウトの件、いろいろお伺いをいたしました。今のところ、

そこは避難所にもなりますので、何とか１階にも避難できないかということで、いろんなこ

とを考えて、壁を取って広い部屋にするというのはまだ検討していなかったんですけれども、

図書室の本、これは今回、議員おっしゃられるようにリフトができましたので、図書室のほ

うを２階に移動したりするとか、もう一つ会議室がございますので、そこは避難所の際は机、

椅子等を出しながらスペースの確保をしていきたいなというふうに現在思っているところで

ございます。

以上です。

○議長（田中政司君）
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辻浩一議員。

○10番（辻 浩一君）

そういった考えがあられるので、安心しました。これでリフトをつくって終わりなのかな

と思っておりましたので。

そこまで進めた部分でぜひ検討をしていただきたいということをお願いいたしまして、私

の質問を終わります。

○議長（田中政司君）

これで辻浩一議員の一般質問を終わります。

一般質問の議事の途中ですが、ここで議場の換気のために14時まで休憩いたします。

午後１時48分 休憩

午後２時１分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。

１番山口卓也議員の発言を許します。山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

議席番号１番山口卓也です。傍聴席の皆様、傍聴いただきありがとうございます。引き続

きよろしくお願いいたします。

それでは、議長の許可をいただきましたので、一般質問を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響で、社会経済活動が停滞し、経済的に多大な影響を受け

ています。期待されたワクチン接種についても、現状、供給の全てを海外に依存しており、

供給量不足から開始時期が遅れたり、今後の見通しも立てづらい状況が続いてきました。そ

して、各地の緊急事態宣言の延長を経て、今月21日にやっと１都３県の緊急事態宣言が解除

となる見込みといった報道を目にしました。

ちなみに、随分前から東京都中心部の市街地ライブカメラには現在も非常に多くの人混み

の様子を確認することができます。緊急事態宣言という文字の見た目の印象と宣言の意義、

効果、緊迫度などに隔たりを感じているところです。医療体制の構築などの対策を講じるこ

とが必要なことだというふうに感じております。

このような状況の中ですが、まず初めに、今回の私の一般質問は、アフターコロナに向け

た嬉野市の経済対策として、主産業でもある観光業、茶業に関してどういった施策を推進し

ていく考えか、伺います。

壇上からの質問は以上で、再質問及び以下の質問は質問席より行います。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。
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○市長（村上大祐君）

それでは、山口卓也議員の質問にお答えをしたいと思います。

今後の経済政策としての主に観光業、茶業についてのお尋ねでございます。

観光業につきましては、新型コロナウイルスの感染が拡大するにつれ、非常に厳しさを増

してきたというような状況でございます。私たちも人の流れが途絶えることがここまで嬉野

に大きな影響を及ぼすものかということを改めて痛感をしたところでもございますし、それ

に対応した緊急経済対策ということで、様々宿泊の補助であったりとか、また、こうした旅

館、飲食店等に仲卸をされる事業者さんへの支援、幅広く行ってきたところでございます。

今後の展開としては、こうした緊急事態宣言も含めたところでの人の流れがある意味では

制限をされる局面というのは、あと１度２度は来るんではないかというふうに思っておりま

す。

そういったことを前提に、こうした人の流れが途絶えたときでも地域の中で経済を回して

いく、そういった仕組みとして、今回事業としても行わせていただきました嬉野吉田鍋もそ

の一つだと思いますし、こうした感染拡大地域と少し場合分けをした形で県民限定、市民限

定のような宿泊キャンペーンなど、そういった地域内での観光を回していく、マイクロツー

リズムの潮流を確かに捉えて地域経済を維持していくという視点も大事だというふうに思っ

ております。

一方で、インバウンドに依存をしていました観光の業態についても、これもこうしたイン

バウンドが目下ゼロというような状況でもありますので、大幅な方針転換を行っていく、そ

ういった機会ではないかなというふうに捉えております。

ヨーロッパ地域、または香港、シンガポール、台湾といった、そういった日本の文化に親

しみ、そして、その当地でしかできない楽しみを見出す方たちへの宿泊を促すようなキャン

ペーン、また、こうした宿泊も含めて旅行に訪れる動機となる、そういった地域の物産とい

うものをしっかりそちらの方面に出していくということも重要だというふうに思っておりま

して、これも９月の補正予算の中でシンガポールへの対策事業等でも出していただいたとこ

ろでございます。

茶業につきましても同様でございます。茶業というのは、国内対策においてもしっかりこ

ういった新型コロナウイルスの対策、そういったところも含めたところでのＰＲをしていく

というのは、先般の議員の御質問にお答えしたところでございますけれども、こうした海外

の展開についても、こうした来訪を強く動機づけるための一つのアイテムとしても、このお

茶というのは非常に有効だというふうに考えております。

実際に、９月にシンガポールの事業で行いましたところでは、やはり茶畑の景色、シンガ

ポールは平地のまちでありますので、そういったところで一度はこういった茶畑の並ぶ山々

を訪れてみたいという来訪動機につながりそうなポジティブな答えが返ってきているという
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ような状況でもありますので、こうした流れを一つ一つ捉えて、観光、そしてお茶、両方の

支援策を効果的に投じていきたいというふうに考えておるところでございます。

今後の新型コロナウイルスの先はなかなか見通せないものもありますけれども、とにかく

新しい価値を提供していく、そういった一点に絞って、今回の経済対策も含めてであります

けれども、今後も打ち出していきたいというふうに考えております。

以上、山口卓也議員の質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ちょっと１点確認なんですけど、先ほどインバウンド観光推進の方向転換というのがあっ

たんですけど、その辺をもう一回詳しくお伺いしてもいいですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

インバウンドですね、需要があったころの構図でいけば、東アジアを中心にということで

ありますし、主に団体旅行が中心ということにもなっておりました。この団体旅行というの

が非常に今後リスクを伴うものであるということも痛感をいたしましたので、こういった個

人の人たちが少人数で旅行していく、ＦＩＴというふうにも言いますけれども、そういった

ものを海外に対しても仕掛けていく、そういった時期に来ているのではないかといった観点

からお話をさせていただいているところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

別にインバウンドを全て受け入れないとか、そういったことじゃなくて、その内容という

んですかね、対応といいますかね、インバウンドの今までの、たくさん来てもらう用のイン

バウンド対策じゃなくて、小規模な方のインバウンドの推進をしていくと、そういうことで

すか、分かりました、ありがとうございます。

そしたら、再質問ということで、２番目の観光政策、特に旅館業の支援ということで通告

を出しておりますが、今回、令和３年の一般会計予算の追加提案として、宿泊施設の利用促

進のための事業ということで3,800万円の予算、事業規模としてはその数倍の事業規模にな

るような提案をしていただきましたので、こういったことも今回の一般質問で取り上げよう

かなと思っていたら、ちょうど提案をしていただいたので、とてもよかったというふうに評
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価をしております。本当によかったと思います。

それと、また次に質問ということなんですけど、新型コロナウイルス感染症ということで、

旅館の利用促進ということの支援、支援策というのはこの事業でいいと思うんですけれども、

また、別の方向で考えると、その宿泊施設の感染対策、そういったものへの支援も今後必要

になるんじゃないかなというふうに思います。

例えば、蛇口の自動水洗化とか、みんなが触るドアの自動化とか、私もちょっと気になる

ほうなんですけれども、トイレの便座の消毒液の配置とか、設備改修、支援が必要だという

ふうに思うんですが、嬉野市として、宿泊施設の感染対策、支援についてはどのように考え

ていらっしゃいますでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

９月の補正予算におきまして、新たな生活様式の対策事業ということで、商工、そして医

療福祉も含めていろいろやらしていただいた支援メニューの中で、商工の分野においては、

先ほど上げていただいたものはほとんど対象になるのではないかなと思っております。

一旦事業としては終了したところではございますけれども、今後また多くの外国人の受入

れの再開が始まったりとか、また、変異株の動向等々も含めて、そういった事業者さんの

ニーズの高まりというのは再度訪れる可能性は十分にあると思いますので、そういったとこ

ろは業界の御意見をしっかりお伺いしながら適時対応してまいりたい、そのように考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

９月の補正で、先ほどおっしゃられた新たな生活様式について実施をしていただきました。

そこで、ちょっと確認なんですけれども、実際にその事業を通じて、私も全ての宿泊施設

の確認とかはしていませんけれども、宿泊施設の感染対策、どういったふうに変わったのか

なと、市内の状況はよくなっているのかなというふうなところを確認したいんですけれども、

状況を分かる範囲でお答えいただきたいんですが。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

お答えいたします。
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旅館のほうで、今回御利用いただいたのが７件ございました。そういった中では、先ほど

議員御発言の自動の水洗であったりとか、あとは間仕切りであったりとか、そういったもの

に御利用いただいたというふうに聞いております。一番高額だったのが大体98万円ぐらい、

そちらのほうも旅館さんの御利用というような状況でございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

今回、９月の新たな生活様式が補助率が２分の１ということで、議案質疑でもお話をした

んですけれども、今旅館業は、先ほど市長もおっしゃいましたけれども、ひどく低迷してい

る中で追加の設備投資をするのは若干ためらう部分もあるんじゃないかなというふうに思い

ます。

確かに、福祉施設と同じような内容ですので、そこの違いを明確に示す必要があると思う

んですけれども、もっとよい補助率にしてもよかったのかなと、追加で今後新しく考えても

いいのかなというふうに私は思っています。

福祉施設なんかはある程度安定した入りがあるんですけれども、旅館についてはもう歴史

的にまれに見るような不景気ですので、そういった追加の対策というのを講じてもいいのか

なと。

感染対策が今後人々の間でどのくらい定着するか分からないですけれども、この宿泊施設

の感染対策が徹底された観光地ですよということであれば、それだけで誘客につながるとい

うか、その観光地のいいポイントとして上げることができますので、感染対策の徹底と嬉野

市の感染対策が徹底した観光地という二つのいい点があるんじゃないかなというふうに思っ

ています。市長その辺どのようにお考えでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

こうした感染対策を徹底している観光地としてのメッセージというものでございます。私

たちとしてもそこら辺は当初から、帝国ホテルで行われているような感染対策の基準みたい

なものをしっかり旅館さんにも徹底していただくこと、それを条件に、ある意味ではキャン

ペーンの実施についても御理解、御協力をいただくようにお願いをしたということで、感染

対策はかなり進んだものだと思います。各部屋ごとに空気清浄機を入れていただいた、これ

は独自の財源でも行っていただいたような旅館さんもあるというふうに思います。やはり一

歩進んでこうした感染対策、お客さんに安心して利用していただけるような環境づくり、か
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なり意識をしていただいた。そのおかげでありますけれども、「Go To トラベル」がこの感

染の再拡大を招いたというようなことを言われる方もいらっしゃるわけでありますけれども、

実際、嬉野市でこれだけのお客さんを受け入れてそういった方が出ていないというのは、ひ

とえに現場での努力、工夫、そういったものもありますし、御利用いただいた方もガイドラ

インを守っていただくなど、いろんな気をつけていただいた、みんなの成果だというふうに

思っております。

今後もこうした感染対策が徹底されたところとして認知をいただけるように、旅館さんへ

の働きかけも含めて努力をしてまいりたい、そのように考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ぜひともよろしくお願いしたいと思います。

私の個人的な考えですけれども、自治体間の競争でもあるというふうに思っています。ア

フターコロナで、例えば嬉野市がとにかく産業を守るんだというふうなことで下支えをする

と、例えばほかの低迷したところと今後お客さんが「Go To トラベル」の再開とかで増えた

ときに、嬉野市がちゃんと生き残ってさえいれば、そのお客さんをちゃんと嬉野市が受け入

れることができる。一旦潰れたりしてしまうと、そのお客さんを獲得することができない。

固定資産税とか観光施設なりに入湯税とか法人市民税とか、いろんな面で嬉野市の財源とし

て入ってくる分でもありますので、そういった視点も持ちながら、嬉野市として積極的に支

援を継続していってほしいというふうなお願いをして、次の質問に入りたいと思います。

次に、通告の②番、観光地として雰囲気ある町並みを行政が積極的に整備する必要がある

というふうに考えています。

これは私の一番最初の質問でも話したと思います。嬉野市に足りないのは、足りないとい

うのは変ですけれども、嬉野市に求められるのは、雰囲気の醸成、これが一番重要だと私は

思っています。

その一つの解決策として、道路、歩道、こういったものの石畳化、こういったものが有効

なんじゃないかなと私は個人的にとても思っていますけれども、そういったことを検討して

いただけないかなと、推進していただけないかなということでお伺いをいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

以前、御質問をいただいたときもお答えをしましたけれども、やはり石畳にしていく、雰
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囲気は出るんでしょうけれども、車の利用ということでのメンテナンスの問題、またキャ

リーバッグ等を持ち歩いている方、ベビーカーを御利用の方、そういったところの安全性、

それからユニバーサルデザインという観点からも非常に問題があるというふうに思っており

ますので、こうした今の塩田津のような雰囲気というものを出すという工法というのは既に

あるものもありますし、これからの技術開発の中でアンテナを高く張って、こうした雰囲気

が出るような舗装の方法とかは不断に研究をしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

次に、塩田津の町並みに関してです。

塩田津の町並みの更なる活性化に向けて、えびす様、これは私も以前地元の方からお伺い

して、そういった歴史があるんだということで話を聞いております。そのえびす様を生かし

たブランディング、それと、塩田津の近くにある常在寺、本應寺、そういった寺院、情景を

生かした観光施策、そういったものができないかなということで考えているんですけれども、

それについてお伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

１月にオンラインツアーということで、私がガイドを務めて、塩田津の町並みとシュガー

ロードを歩くというような企画でさせていただいたときも、オンラインツアーの参加者の方

に、何とここにはえびす像がありますという話をしたら、非常に驚いておられました。やは

り海沿いのものだというようなイメージが強いわけでありますけれども、実はここは川港ゆ

えにこうしたえびすの文化が栄えたんだというような話をすると、ああ、やっぱり行ってみ

たくなるねというようなお話をいただいたのが印象深かったと思うんですけど、やはりこう

した一つ一つ皆さんに訴えていけば響くものがあるんじゃないかという可能性を感じたとこ

ろでございます。

ちょっと調べてみますと、平成13年にえびすスタンプラリーというのを行っておられて、

これは佐賀市のえびすの取組は有名ですけれども、それよりも先にやっていたということの

ようでございます。こうした地元の人たちが価値に気づいたという、気づくのが早かったと

いうことでもありますので、今後ボランティアガイドさんとも御相談をしながら、こうした

ことは十分考えていきたいなと思います。

あわせて、常在寺、本應寺につきましても、今、町並み自体は江戸時代の情景が広がって
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いるということでございますけれども、その常在寺はもう700年代の、まさに奈良時代の行

基さんが開基したということございますので、非常に歴史文化も豊かであります。この議場

にも芦塚議員がいらっしゃいますので、あまり専門的なことを言うと笑われるかもしれませ

んけど、芦塚議員がお詳しいですし、議員自らガイドもされているということでございます

けれども、塩田津の町並みとはまた違った切り口での塩田周辺の歴史、今度予算でもお願い

をしています映像コンテンツとかでも、そういったものが盛り込めればいいなというふうに

思っております。

ぜひともこうした歴史の町並み、今ある景色を見るだけではなかなか価値が分からない部

分もあると思いますので、しっかりＰＲをしていけるように、やはりソフトの面のガイドさ

んとの連携等が欠かせないと思いますので、頑張っていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ぜひ、えびす様を活用した何か、そういったソフト事業を考えていただきたいというふう

に思います。

常在寺については、私も芦塚議員のような詳しい知識もございませんけれども、素人目で

見ると、実際上ってみると景色もきれいですし、石像もたくさんあって、とても魅力的なの

で、あれを何とか生かせないかなというふうに思っています。

具体的に、じゃ、どういうふうにすればいいのかなと自分なりに考えているんですけれど

も、常在寺の裏っ側に、階段を上っていかないといけないじゃないですか、裏っ側に嬉野高

校のほうの校門のほうに続く道があるんですけど、ああいったところを行政が整備したりと

か、そういったこともできるんじゃないかなと思うんですけど。

一つ自分も分からなくて、お伺いしたいんですけど、そういった寺院とかに関係するもの

のハード整備とか、そういったものは行政がどこまで踏み込んでいいのかなというふうなと

ころを思うんですけど、そういったところの考え方というのをお伺いしてもいいですか。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後２時24分 休憩

午後２時25分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

市長。

○市長（村上大祐君）
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お答えをします。

議員の御提案には、やはり政教分離の問題が関わってくるというところでもあります。沖

縄での孔子廟の敷地の貸与の問題とかでいろいろと判例も示されているということでありま

す。

ですので、慎重に回答する必要があろうかというふうに思いますので、ちょっとここでは、

申し訳ございません、回答ができないということで御了承いただければと思います。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

自分も政教分離でどういったことができるのかなということでちょっと聞きたかったんで

すよ。私よりお詳しいと思いますし、憲法に書いてありますと、判例もありますと、私も

ちょっと公務員試験のときに勉強した状況でいけば、宗教とかの布教が直接目的であれば、

それは行政はしちゃいけないと。それ以外は、緩やかな解釈ができたけれども、行政はそこ

にあまり踏み込まないようにしていると。そういうことであって、伊勢の方が政教融合とか、

連携か、連携みたいなことまで言っているんですが、そこまで連携はしなくていいと思うん

ですけど、宗教の布教に関わらなければある程度踏み込んでいいのかなと。

私もちょっといろいろ聞いた話によると、伝建の保存事業、今もやっているやつの１回目

が常在寺の建物そのものだったと、まさにそれは政教分離を超えて実施しているからできる

んじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、ちょっとそういったものもできるん

じゃないかなと思って質問しました。

この間、市長が文化財保護法の改正の分を踏まえられましたけれども、何かそういった流

れにちょっと向かっているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺ちょっ

と詳しく、市長の考えなんかがあるのかなということでお伺いしてもいいですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員の御発言のとおり、私もそこら辺、例えば景観美化とか、そういったところに位置づ

ければ、割と柔軟に運用ができるものだというふうには思っておりましたけれども、先ほど

御紹介した沖縄の孔子廟の事例というのは結構、そこが土地を貸すことが宗教の布教行為に

当たるのかというところの新解釈が示される可能性もありますので、慎重にお答えをさせて

いただきたいというふうに申し上げたところでございます。

以上でございます。
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○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ちょっと研究をしていただいて、できる範囲で構わないので、自然で紅葉が見れるような

雰囲気にするとか、上り口をきちんと整備するとか、何かできることから進めて、塩田津の

活性化というのを図っていってほしいというふうに思います。

では、次の茶業振興対策についてお伺いをいたします。

うれしの茶交流館チャオシルの今後の運営について、まずお伺いしますが、来訪者を増や

すための対策、これをどのように考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

本年度で３年目ということになりまして、オープン当初は年間の来客は２万人ということ

で設定をしておりましたが、昨年はコロナ禍の中で非常に苦戦をしたということでもござい

ます。

ただ、こうした文化施設でもございますので、来客、集客があればそれでいいというもの

でもありませんで、やはりそこのうれしの茶交流館ということでございますので、その交流

をキーワードにして、うれしの茶という地域の伝統産業でもあり、そして文化の象徴でもあ

り、そして主幹産業の一つでもある、そういったものを通じて市民の交流が図られるような

ものでなければならないというふうに思っておりますので、それには多くの人が集まるとい

うのも指標の一つであろうというふうに思っております。

ですので、今後、宮﨑良平議員からの御質問、議案審議の中でもいただいたときに、今年

度は指定管理に移行する中での検討を進めていくという予算をお願いしておりますけれども、

ふだん使いでこうした周辺の、チャオシル周辺に来ていただいて、そして、そこでお茶を飲

みながら休憩をしたり、また、お茶を飲みながら仕事をしていただくワーケーションのよう

な活用の仕方とか、いろんな形での活用が見込まれるというふうに思っておりますので、今

後人々が集う場としてどういったものがいいのかということを検討してまいりたい、そのよ

うに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

そういった検討をされる中でというか、今まで開業して３年たっていると思いますけれど
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も、どういったところを今後よくしていけばいいかとか、そういったアイデアというのが必

要だと思うんですけど、庁舎内でアイデアを募ったりとか、提案を受けたりとか、何かそう

いった取組はされたのかなと思います。お伺いしてもよろしいでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議案審議の中でも少し触れさせていただいたのが、以前サウンディング調査というものも

行わせていただいて、いろんな提案も受けた、ちょっとその時点ではなかなか事業の可能性

として難しい部分もございましたけれども、やはりこういったいろんな部分最適というもの

を重ねていく中で、一つの方向性がそろそろ見出せるようなタイミングになってきたんじゃ

ないかなというふうに思いまして、こうしたワーケーションの利用とか、何もないときに集

まられるような環境づくりをしていく、これが集客につながり、それがチャオシル館内の利

用促進にもつながっていく、その結果、嬉野のお茶を媒介とした市民とのコミュニケーショ

ン、観光客とのコミュニケーションと交流が生れてくるものだと、そういうふうに思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

追加でお答えいたします。

今、交流館がオープンいたしまして３年間たちますけれども、交流館の中で勤務をされて

いる職員の方と定期的に打合せ等をしていますけれども、その折には、いろんなアイデアを

出してもらっているところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ぜひサウンディング調査の結果とか、そういった現場の声とか、それ以外にもいろんなア

イデアを募っていただければ、先日ちょっと私もお邪魔したんですけれども、結構県外の方

とかが30分ぐらいの中で３組、６人ぐらい、若い方が結構来られていたので、ホームページ

とか見て来られるのかなというふうに感じておりました。

あの景観とか、中に入って外の窓から見る景色とか、ああいったものが物すごくきれいな

ので、そういったものを大幅に変えたりとか、私の個人的な考えをちょっと申し述べさせて
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いただきますと、雰囲気がすごく大事だと思います。

逆転の発想で、駐車場と外の道路と遮断したほうがいいと思っています、木を植えたりし

て、外から見て殺風景だったり、特別感の演出、何かそういったものをしたほうがいいのか

なと、外から見えるだけが一番よくないなと逆に私は感じております。外の環境と遮断する

ような木を植えたり、そして、さっきも言いましたけれども、大きな窓からの景観、茶畑が

今ちょうど植えられて成長しているんですけれども、あんな大きな窓で、日差しもよくて、

すぐそこに石があって、整備されているので何かもったいないなと、景観が。もっと活用し

て、市長は広島出身なので、島根の足立美術館に行ったことがあられると。美術館なのに庭

園で、日本一の庭園ということで来館者が2,000円以上の入館料を払ってでもそこに来るよ

うな、何かそういったこともあるので、お茶の交流館ですけれども、お茶を使った庭園とか

考えられたり、景色を見たいとか、景色を見ることによって満足感も増すので、そういった

ところを少しずつ積み重ねていけばいいのかなと。今ちょうど木を植えられたりしているの

で、そういったところも含めて考えてもいいのかなと個人的に思います。

ほかにも、ソフト面でいけば、若者をターゲットにミックス茶というんですかね、お茶と

かレモンとか、紅茶、ショウガ、ウコンとか、自分で選んで、試しに飲んでもらって、あな

ただけのお茶をつくりましょうとか、そういったＰＲも考えられるんじゃないかなと。あと、

面白いのが、お茶でつくった迷路、子どもをターゲットに迷路をつくるとか、何かいろんな

アイデアは多分あると思うんですよね、私が思う以外にも。何かそういったものを真剣に考

えてほしいなと。入ってみたら気持ちのいい景色ですし、お茶もおいしいし、そういったも

のをきちんと考えていってほしい、そういう思いがあります。

市長、何か、諦めないでというのもおかしいですけど、そういったものを真剣に考えたら、

きっと来ていただくお客さんも増えてくるし、嬉野に満足して帰っていただけるんじゃない

かなというふうに思いますけれども、市長考えをお伺いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

利用いただいた方の満足度というのは非常に高い傾向にあるのかなというふうに思ってお

ります。ただ、もっとそこを突き詰めてリピーター獲得を目指すということでありますし、

やはりもっともっと市民の方々がふだん使いで、１度となく２度３度と訪れていただくよう

な仕掛けづくりが重要だというふうに思いますので、非日常の演出もそうですけれども、い

ろんな機能性というものもその空間には必要だというふうに考えております。

そういった意味では、今回計上している予算の中で多様な意見、お茶の生産の思いであっ

たりとか、また、女性の目線からとか、いろんなニーズというのがあると思いますので、そ
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の辺をしっかりまとめて一つの方向性を出したいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ぜひ、すばらしい施設に市長がつくり上げていってほしいなというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。

次、２つ目の嬉野産抹茶の生産、商品開発を目指して政策展開ができないかということで

お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

お答えをいたします。

嬉野産の抹茶はできないかと、それと商品開発ができないかということでございますけれ

ども、現在、うれしの茶を利用した抹茶がうれしの茶の特徴であります釜炒り茶を使用しま

したうれしの釜炒り抹茶というのがございます。この分が年間にいたしまして約30キログラ

ムから40キログラムの生産をされているわけでございますが、抹茶をつくるには、この分は

釜炒り抹茶ということで、本来の抹茶をつくる工程じゃなくて、既存の釜炒り施設を利用し

たことでつくられた抹茶ということで、特徴はある抹茶ということでありますけれども、午

前中の質問でもあったとおり、市長が答弁しましたとおり、なかなか本当の抹茶の味が出な

いというか、泡が立たないといったところで、なかなか売れ行きはいまいちだということを

聞いております。

それと、本来抹茶は、現在海外のほうでは、輸出に関しましてはすごく売れ行きがよくて

伸びている傾向はありますけれども、まず抹茶をつくるには、抹茶工場をつくる必要がある

のかなと、当然原料は碾茶になりますので、碾茶工場をまずは造るということになってくる

かと思いますけれども、今現在、嬉野のほうでは碾茶工場はありませんし、もともと原料と

なります茶葉も棚かけをした施設での茶葉を取らなければいけないというところでは、多額

の経費がかかるのかなということで、現在見合わせているところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

東彼杵でされているのが釜炒り抹茶ということですか。

○議長（田中政司君）
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農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

御説明いたします。

東彼杵でつくられているFORTHEESという組織になると思いますけれども、その分は、蒸し

玉緑茶の分を使われての抹茶をされているところでございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ちょっとお茶関係の方とお話をしたら、嬉野の抹茶というのはあるのと言うと、あるよと

言われて、東彼杵でつくっているのが嬉野の抹茶ということで説明を受けたんですけれども、

それでいいとですかね。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後２時40分 休憩

午後２時44分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ちょっと私が何かまだ分かっていない分もあったと思うんですけど、例えば彼杵にある工

場、抹茶専用の工場とかは嬉野の方も使ったりできるんですか。

○議長（田中政司君）

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

お答えいたします。

嬉野の方が使用するということはできないと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

嬉野市がそういった設備投資をするのはお金がかかるので、工場だけでも連携とかして、

嬉野でもそういった生産をして、何かお借りするとか、そういったこともできるんじゃない

かなというふうなことも考えました。

何でこういうふうに質問するかというと、ついこの間、八女市の抹茶の抹茶オーレという
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のを知り合いから飲ませていただいて、本当においしくて、10袋で1,000円ぐらいで買った

んですけど、そういったものの商品開発もすると、お茶の商品の幅も増えるし、抹茶という

魅力もありますので、そういった展開ができないかなと、お菓子もそうですけど、そういっ

たところで試行錯誤とか研究とかしていってほしいなと。抹茶は抹茶専用の畑もつくらない

といけませんけれども、そういったところに集中的に嬉野市の政策として補助事業、補助と

いうか、促進事業として何かするとか、そういったことができないのかなと思って質問をし

ます。

○議長（田中政司君）

農業政策課長。

○農業政策課長（井上 章君）

抹茶専用の茶園をつくっていう形になるかと思いますけれども、今現在のところ、抹茶を

つくるとなれば、それなりの設備投資もかかるかなとは思いますし、そこら辺に関しまして

は、今後うれしの茶を担っていく青年会たちとも協議をしながら検討してまいりたいと思っ

ております。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（早瀬宏範君）

ちょっと追加で答弁をいたしますけれども、抹茶をつくるという一つの御提案だと思いま

すけれども、やっぱり今、嬉野市の茶業振興として取り組んでいるのは、海外の輸出茶をど

うしたほうが一番いいのかとか、そういった茶葉を上手に育てていこうということで今進め

ているような状況でございます。

そういった意味で、議員御提案のように、農家さんのほうから抹茶をつくろうと、碾茶を

つくっていこうよという声が上がってくれば、そのときはちょっと真剣に考えてみたいとい

うふうに思いますけれども、今の状況としたら、私が今説明したような状況ではないのかな

というふうに認識をいたしております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

そしたら、次の企業誘致についての質問に入ります。

まず、企業誘致の受皿となる工業団地について。令和２年度で適地調査をしていただいた

というふうに思いますが、その適地をどのように考えているのか、これについてはさきに質

問とかありましたので、簡単にで構いません。今後の工業団地の整備についてどのように検

討しているのかというのをお伺いします。
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○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（井上元昭君）

お答えをいたします。

今後の工業団地の整備ということでの御質問についてお答えをいたします。

先ほど議員も言われるように、適地調査についてはまだ現在事業を行っているところでご

ざいます。３月末ぐらいにはある一定というか、大枠での部分は出てくるんですけれども、

まだ詳細については出てこないような状況です。といいますのも、今の企業の動向等の調査

を含めたところで最終決定をしたいということで考えておりましたけれども、議案質疑等で

もお話をしましたけれども、現在では企業等の動向がなかなか見えないということでまだ先

に進んでいない状況でございますので、そこの辺がある程度分かった時点で進めてまいりた

いと思っております。

そういったこともあって、最終的には、企業が来ていただく工業団地が本当にどこに必要

なのかは今後も検討してまいりたいと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

工業団地の整備を今後は考えられているといいますか、探っていくというんですか、市長

が就任当初、これまでのオーダーメード方式から転換をするというふうなことをおっしゃっ

ていたので、気になっていたところなんですけれども、先に整備をするような方向を探って

いるというふうに認識をしていいですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

確かに、その時点でオーダーメード方式というのは今後の企業の意思決定のスピード感か

らすれば、なかなかそういうオーダーメード方式では難しいという認識の下でそのように申

し上げた経緯もございます。

しかしながら、そもそもの環境のまたさらなる大きな変化がやってまいりまして、製造業

自体が本当にそこで成り立っていくのかというところも、地方展開というのが積極的に、今

後設備投資が行われるのか、そういったところも疑わしい部分も出てまいりました。

今回、ちょっと予算の中で企業へのアンケートというのはちょっと落ちてしまったんです

けれども、コロナ禍で実施できなかったということでありますけれども、この調査結果を踏
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まえて、再度企業さんの意向、今製造業が地方に展開して設備投資を行うことに対してどう

考えているのかということをしっかり調査した上で、再度工業団地の整備について決断をす

る必要があるというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

先ほど農業の話題になったときに、一丁目一番地とおっしゃって、前も恐らく企業誘致に

ついては一丁目一番地とおっしゃって、枝番があるので、同じところにあるのかなと、もし

くは、さっき何か話を聞くと、確かに製造業、そういったものは不透明感があるので、ただ、

今後の見通しとして、国内回帰があるのかどうか、そういったものは分かりませんけれども、

調査を進められると思いますけれども、市長の考え方として、企業誘致の方向性としては、

企業誘致ビルができましたので、事務系企業を優先するとか、そういった何かしらの方向転

換があったのかなということで市長の考えをお伺いしてもいいですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

現時点で企業誘致の実績としてはほとんどが事務系、ＩＴ系ということになっている、結

果としてもそのようになっているわけでありますけれども、そういったところで、時代が転

換しているのか、我々として大きな方針転換をしたというか、むしろ結果としてそのような

形で時代の移り変わりを実感せざるを得なくなったというのが実情ではないかなと思います。

でありますけれども、製造業についても、製造業の設備投資という形では、佐賀ＮＯＫさ

ん、昔はシール工業と呼んでいましたけれども、大規模な投資で雇用を増やしていただいた

り、ユニバースさんとか、そういったところで、若干そういった設備投資をしていくところ

の需要はあるものの、全体として100名、200名規模のそういった工業団地への製造業の誘致

というのは可能なのかどうか、そういったところはいま一度慎重に見極める必要があるのか

なというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

企業誘致は若い世代からすればとても興味もありますし、切実なことですので、一丁目一

番地から引っ越しは絶対しないで今後も進めていただきたい。
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確かに、工業団地については慎重に検討されていくというふうに思いますが、鹿島市新工

業団地部会発足へということで、2020年６月20日に佐賀新聞、適地調査で６か所の候補地、

何か部会を設置されて、そういったことを検討されているんだなということで見ました。

若木バイパス、武雄と伊万里の間に新たな工業団地も整備をされています。そういったと

ころで、近隣市町でそういった工業団地も今後できてくれば、そういったところとのバラン

ス等も考えて、本当に必要かどうかというのを考えていってほしいというふうに思います。

それと関連してなんですけれども、今度２つ目の質問なんですけれども、工業団地をつく

るにしても、今後の実績とかも見れば、広域交通網との接続性、これが企業誘致、今回の場

合であれば工業団地ですけれども、実現可能性につながる重要な要素というふうに私は考え

ています。

そこで、お伺いしますが、市の広域交通政策はどのように考えられているのか、そこをお

伺いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

市としても、広域交通ネットワークを形成する国道及び県道というものは、やはり拡幅や

延伸などさらなる利便性の向上のために必要だというふうに思っていますので、そういった

ところは、今、土木事務所とか国への要望活動の中にも幾つかこういったところの道路の利

便性の向上の項目は盛り込んでいるというところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ちなみにですけれども、佐賀県が令和３年度に向けて新広域道路交通ビジョン、新広域道

路交通計画を今作成中であります。今ちょうど令和３年２月27日から令和３年３月26日まで

が計画の案としてパブリックコメントをしております。

そこで、担当にお伺いしたいんですけれども、そういった県の動きがあるんですけれども、

嬉野市として何らかそういった計画の立案なんかで関わって、嬉野市と協議をしたりとか、

今後に向けて話をしたりとか、そういったことがなされたのかなということでお伺いしても

いいですか。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（副島昌彦君）
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お答えします。

九州における高規格道路、幹線道路ですね、今、市長が申し上げましたように、県道とか

国道とか、そういうのの要望というのは十分に行っているところでございます。

また、今、議員おっしゃられる幹線道路、例えば九州の縦断道路、九州の横断道路、それ

から西九州自動車道、それから佐賀唐津道路、それから有明海沿岸、そして国道498号など、

いろんな高規格道路があると思いますけど、今、議員が言われました新しい計画についての

市としての協議というのは、私の知っている範囲ではあっていないというふうに認識してい

るところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

佐賀県がこういった計画をつくられているということで、ぜひこの機会に関わっていただ

ければなというふうに思います。

前回が、前も言いましたけれども、平成16年に佐賀県中長期道路整備計画というのを私は

言いましたけれども、そのときの状況と令和３年の今の状況とはまた違った内容にもなって

おります。

嬉野市が今後人口減少とか、先ほどの企業誘致とか、そういった面で交通計画、広域交通、

こういったものが非常に重要になってくるというふうに私は思っていますので、ぜひ嬉野市

として大局的な広域交通計画、こういったものを県と話し合ってほしいと。そういったビ

ジョンを嬉野市としてしっかり明確に持っていただきたいと、そういうことを市長にお願い

したいんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

具体的に、こういった道路について、じゃ、お話をして、今、市のビジョンとしてもお話

をさせていただきたいと思いますけれども、やはり国道34号、これは地元、今寺区では歩道

の拡幅を行って通学の子どもたちの安全性を図りつつ、大型車両の通行もひとつ視野に入れ

た道路改良工事が行われています。今寺の地元の人たちが本当に長年要望していただいたこ

とが実を結んだ、これはもう嬉野温泉駅の開業、そういったところも見据えての取組の中で

実現したことでありますけれども、こういったのを、国道34号全体としても、嬉野市大草野

まで、武雄との境まで続きますけれども、引き続きそういったところの利便性向上、安全性

の向上、そういったものはお願いしてまいりたいというふうに思っております。
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県道におきましては、今それこそまた、その先の国道34号と接続をいたしまして、嬉野中

学校のほうに抜けていって、県道１号線、波佐見のほうに抜けていく、インターチェンジに

抜けていくような道でありますけれども、これについても早期の開業、そういったこともお

願いしていくということであります。

また、国道498号線につきましては、嬉野市役所、塩田庁舎付近の混雑というところもあ

りますし、その先の国道498号までの下久間の県道拡幅についても、498号線の期成会の中で

要望としてお願いをしております。

いずれにしても、こうした渋滞解消であったりとか、事故防止、そういった観点からも産

業の育成に欠かせない道路の整備を進めてまいりたい、そのように考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

最近、五町田地区で住宅地の造成が盛んになって、人が増えてきたというふうにあります

けれども、やっぱりあれは有明海沿岸道路の延伸で、近くにそういったものがあるからとい

うのが何か自然な流れで人も増えていくのかなと、そういったことを私なりにちょっと考え

ておりました。

ぜひとも広域交通計画というのをきちんと嬉野市としてもビジョンを持っていただきたい

というふうに思いまして、次の質問に入りますが、企業誘致に戻りますけれども、企業誘致

を担当する職員は十分に確保されているのかということをお伺いします。

○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（井上元昭君）

お答えをいたします。

現在、企業誘致担当ということで職員を配置しておりますが、必ずしも今の人員の確保が

十分ではないと担当としては思っております。

ただし、今現在も佐賀県と協力しながらいろいろ企業誘致を進めておりますけれども、引

き続き連携を図りながら企業誘致に努めてまいりたいと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ぜひ充実した人員の確保というのをもう一度考えていただきたいと、広報・広聴課になり

ますけれども、プロモーション関連の比重がちょっと大きいのかなというふうな印象もあり
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ますし、この間の補正でしたかね、仕事マッチング事業は商工担当の観光商工課が担当する

ということで、そういったところで問題はないのかなということで質問をしております。

次の質問に入ります前に、伊万里市の企業誘致のオフィスビルが満室になったということ

で報道がありまして、ぜひとも嬉野市も企業誘致ビルがありますので、そういった人員確保

をした上で、県との連携を深めながら企業誘致の推進を図っていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いします。

次の、最後の給食費の質問に入ります。

まず最初の質問として、給食費の軽減に対する考え、そもそもそういったニーズがあるの

か、嬉野市として軽減ができる実現の可能性があるのか、はたまた、政策として重点を置い

ているのか、それともそういったものはそこまで考えていないのか、そういったものをお伺

いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

この子育て世代、少子化対策という観点からも、やはり子育て世代の負担軽減を行ってい

くということは非常に重要だということで、いろんな形での政策の充実をここまで図ってき

たというところでございます。

ですので、給食費だけがそういった保護者の負担でもないというところでありますので、

生まれたときからそういった相談体制であったりとか、育児の相談、どうやってコミュニ

ケーションをほかのママ友と取っていくかと、そういったところのまさに切れ目のない支援

を続けていくことが子育て世代の負担の軽減につながっていくということでありますので、

総体的な議論の中で、全体的な中でそういった最適化を図っていくというふうに思っており

ます。

この給食費に関しては、給食をそもそもつくるというところでありますけれども、比較的

安価な食材の中で栄養価の高い食物をつくっていく、そして、飽きがこないように様々な栄

養士さんが工夫をされて、努力をされているというところ、また、近年の傾向としては、異

物混入への対策であったりとか、アレルギーの対策とか、いろんな形での特別な対応も迫ら

れる場面も出てきておりまして、給食をつくっていくこと自体にもかなり設備的にも、そし

てまた、人的な面でもコストがかさんでいるというような状況でもございます。

また、教育全体でこうした給食も含めたところを見れば、給食センターも老朽化が進んで

おりまして、こういったところの設備の更新というのは毎年のように出ていってまいります

し、そもそも建て替えも検討をしていくことも将来的には必要になってくるんではないかな

と思っております。
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そうした中にありますし、また、教育そのものにおいても、生きた英語への対応であった

りとか、いろんな、子どもたち、教育への投資というのは加速度的に今後増えていく、そう

いったさなかで、毎年大体１億円ぐらい食材費だけでもかかりますし、人件費でまた１億円

ということで、毎年２億円を無条件に半永久的に徴収しないということを決定するのは現実

的ではないのではないかなというふうに考えておるところであります。

しかしながら、これは繰り返しにはなりますけれども、保護者の負担軽減に努めていくと

いうことは、当然子育て支援につながるということでありますので、いろんな創意工夫を給

食の中でもしていきたいというふうに思っています。

今度県の予算の中でも給食をグレードアップするために、新型コロナウイルス対策という

ことで、食材を使うというような取組もありますし、我々もうまかもん給食と、毎年予算計

上させていただいています。

食育の観点とか、また地元の食材の応援という観点、様々組み合わせて、こういった給食

費の負担軽減に努めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

学校給食についてのお答えを申し上げたいと思いますけれども、今、市長の答弁と重なる

部分もありますけれども、いわゆる保護者の方の負担軽減というようなことで、学校給食に

関わる管理に関する経費は大体１年で１億円かかっております。それに再々よく出てまいり

ますが、給食費の無料化の話を導入するとすれば、さらに１億円かかります。年間２億円と

いうことになりますと、私ども教育委員会としても財政負担度の度合いが非常に大きくなり

ますので、そういった意味では、軽減については慎重にならざるを得ないというのが立場で

ございます。

そういった意味で、給食については安全・安心の給食を届けるというようなことでありま

すけれども、そういったことを日々スローガンに掲げながら、子どもたちのために頑張って

いただいているところであります。

教育委員会としても、そういった方向で検討をしていくというようなことで取組を進めて

いるところでございますので、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

いろいろ調べると、佐賀県内の給食費に関しては意外と無償化とか、何かしらの支援とい

うことで、白石町とか大町町とか神埼市、上峰町、玄海町、みやき町、江北町、太良町と、
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たくさんありまして、ここまで増えているのかなというのが最初の印象でした。ここ近年で

そういった無償化とかに取り組まれているということでした。

嬉野市は、先ほどもおっしゃったように、決算収支の報告書を見させていただきますと、

給食費だけで年間大体１億円で、一般会計にもある給食センター費として１億4,000万円、

大体そういったものがありました。

確かに、無償化となるととても難しいなというのが私も感じておりますが、この間言った

ように、例えば世帯１人分の徴収にするとか、そういった軽減にはできるのかなと思いまし

た。

今のままそういったものに取り組むというのはちょっと難しいと思いますけれども、何か

しら給食センターに係る費用を効率化を図ったりとか、何かしら対策を講じることによって

軽減することの道筋が見えてくるんじゃないかなということで、そういった視点で次の質問

に入りますけれども、２つ目の質問は一番最後に言います。

給食費の軽減ということで、給食費に係る仕入れの軽減ということで、福岡市が学校給食

用の米、パン、牛乳、そういった仕入れを福岡県学校給食会を通さない方針に切り替えたと

いうふうな報道を見ました。

確かに、福岡市と嬉野市は規模が違うので、一概に嬉野市にそれが当てはまるかどうかは

分かりませんけれども、そういったところも一つの検討課題なのかなということでちょっと

質問をしました。教育長の見解をお伺いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

給食費の仲介者をカットしてということで、福岡市では年間5,500万円という記事を手元

に持っております。そういうところでございますけれども、特に、中を見ますと、給食用品

としては３品、米、パン、牛乳、この３項目を直接中をバイパスで注文するというふうな形

のようであります。

佐賀県の場合は、20市町ありますけれども、いわゆる福岡のような直に頼まないで、佐賀

県の学校給食会のほうに頼んでお願いをしているところであります。

例えば嬉野産の米なんかを見るとＪＡから直接頼んでおりますし、それから、塩田は塩田

で塩田の納入組合があります。嬉野は嬉野で納入組合があります。そういうことで地元産の

ものをできるだけ入れようということで組合にお願いをしている分もあります。

そういう中で、特に給食の基本３品といいましょうかね、それあたりはできないかという

こともありますけれども、大都市周辺に大きな企業もあられるので、直に交渉をして入れる

ということは可能であろうと思いますけれども、佐賀県の場合はそこまで行かなくて、いわ

ゆる20市町学校給食会を通して利用しているというのが実態であります。
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食の安全からいくと、物資の安全確保、それから食育の支援、安定供給、こういったもの

が基盤になっておりますので、しばらくはやはり直に福岡方式を導入ということはなかなか

厳しいのではないかというふうに思います。

塩田、嬉野には納入業者もいらっしゃいますので、そこら辺のことも話をしながら進めな

いと、やはり給食を納入することで生計を立てていらっしゃる地元の方もいらっしゃるよう

でございますので、非常に簡単にはいかないんじゃないかなということを思っているところ

であります。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

これについては、福岡市の人口よりも佐賀県全体の人口が少ないぐらいですので、そのシ

ナジー効果的にも恐らく薄いと思うので、実際難しいのかなと、そういったところの検討を

ちょっとお伺いしたいというふうに思いました。

これについては、後の公会計化の話にもつながるんですけど、国が令和元年の７月に学校

給食費徴収管理ガイドラインをつくられて、その中の一環としてこういったものもあります

よとじかに書いてあったので、それを踏まえて福岡市が取り組まれたんだなというふうに

思ったところでした。

そしたら、次の４番目の米飯給食の推進に対する考えをお伺いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

米飯給食の推進に対する見解ということでございますが、お答え申し上げたいと思います。

塩田地区では週４回から５回、嬉野地区では週４回の米飯給食を行っているところであり

ます。

米飯給食のお米はＪＡ食糧さが、全て嬉野産、パンについては佐賀県産を含め小麦を使っ

たものを提供して、食パンやパンに合うおかずを考えてバラエティーに富んだ献立をしてお

ります。完全米飯給食ではありませんが、パンを組み合わせながら、米飯を中心とした日本

型食生活やその味覚を受け継いでもらうため献立を工夫し、推進を図っていきたいと考えて

おります。

過去は、米飯給食は３回、パンを２回というふうなこともありました。そして、子どもた

ち、あるいは保護者の意見等を聞いて、パンがぜひいいという声もありましたので、パンを

週に１回ずつは現在残っている状況であります。

そういう中で、例えばお隣の市辺りに行きますと、町辺りに行きますと５回とも米飯給食



- 517 -

というふうなところもありますので、この給食がスタートした時分は３回は米飯でしなさい

というのがあったんですが、そういうものが少し外れてきて、いわゆる産地のものを生かす

というような形で取組をされておりますので、１か月間の中には、塩田では４回なり５回な

りしているところもありますし、嬉野では４回を定番として米飯給食を提供しているところ

であります。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

献立表を資料請求して、全国平均が米が３回、パンが２回だったので、嬉野市の状況はむ

しろ進んでいたなという感想を受けまして、その進めた理由、そこだけお伺いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

実は、経費の部面でいくと、米飯給食よりもパンのほうが高いんですね、１回当たり。過

去比較したときは多分50万円ぐらい違っていたんじゃないかと思いますけれども、そういっ

た意味で、いわゆる物価値上がり、消費税が８％になり10％になりしたときあたりに１回米

飯給食をふやしてパンを抑えるというふうな形で、給食費の値上げに直接つながらないよう

な形で、経費上はしたところでございます。

それと同時に、やはりお米の産地でありますので、こちらのお米を増やすことについてし

ているところであります。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

米飯給食の推進は食料自給率の向上とか食料危機に備えた国の大きな政策の一環としても

あると思いましたので、そういった観点と、先ほど経費の削減にもつながるということで、

嬉野市は進んでいてよかったなということで思っています。

そしたら、次の給食費の公会計化、これは業務改善ということで、人件費いろいろかかっ

ていますけれども、その観点から質問しますけれども、給食費の公会計化に関する見解をお

伺いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）
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給食費の公会計化については、この意見はずっと前からいろんな場所で出ておりました。

既に取組をしているところもありますけれども、全国的に見れば、まだ26％ぐらいですね。

佐賀県内を見ますと、各市町の教育委員会が答えているんですが、佐賀県では教育委員会が

答えた中では、佐賀県では76.5％が公会計化の予定はないと答えております。熊本辺りが72.7％、

さらには福岡県は64.6％というふうなことですね。

そういったことで、一方、教職員の忙しい業務の中で集金等のお手伝い等をしていますの

で、いわゆる業務改革の中の一環として国が言っているんですけれども、実態としてはそう

いう状況でございますので、一部、お隣の町辺りはしているところもありますけれども、逆

に公会計化になった場合に不安感を感じるのは給食費の徴収率が上るか上らないかというこ

とでいけば、むしろ私は下がるんじゃないかなと、過去の経緯からしてですね。

例えば、以前は手集金ということで、ＰＴＡの役員さんたちに集めていただきました。そ

の頃はやはり100％に、ほとんどだったんですね。ところが、振込方式になってがっと下

がって80％を切った形になります。

したがって、公会計化をすることによってさらに落ち込むんではないかなというような気

概も感じているところでございますので、公会計化にするのは、職員の働き方改革の一環と

しては大賛成なんですけれども、いわゆる給食運営委員会のメンバーの一員としてしたとき

には非常に危惧する部分があるということでございます。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

佐賀県の状況として、システムの改修とか、口座引落としが大多数で、そこまでないとい

うふうな回答を佐賀県がしていたので、どのくらいメリットがあるのかなということです。

もしそういったものが公会計化にすることによって負担軽減、業務改善ということができる

のかなというところで状況をお伺いしたところです。

ちなみに、嬉野の給食センターの収支報告書を見させていただきますと、塩田の給食セン

ターは、平成31年度ですけれども、未収金が約100万円前後ありました。嬉野が未収金で1,200

万円ぐらいあったんですけれども、この未収金はどういうふうに取り扱っていらっしゃるの

か、徴収とか、そういったところをお伺いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

この食材費はあくまでも私会計ですので、私どもで判断をしてということでは下せないわ

けです。したがって、給食運営会議の中で、例えば具体的に言うと、督促を出しても届いて
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いかないと、督促料が届かないと、それが行方不明になられたとか、そういったところで、

調査は事務局でやりますけれども、そこの最終判断というのは給食運営会議の中で決めてい

ただくということで、ずっとたまってきているという状況ですね。

したがって、現在ここ数年来は、現年度の年を、卒業式までにゼロにしようという取組を

しております。しかし、それでも100％じゃなくて、99.5％から99.8％ぐらいまでは最終的

には行きますけれども、やはり塩田給食センターのほうよりも嬉野給食センターのほうが未

納額が多いというのはずっとあるわけですね。

したがって、今の額は、今までの、昭和時代からの積み重ねの部分でございますので、特

にここ数年あたりは、現年度をとにかくゼロにしようということで行っておりますので、あ

の手この手を使いながらそういう目的を達成している状況であります。非常に苦労をしてい

ます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

ちょうど嬉野市に嬉野市債権管理条例というのをつくられて、私債権ということで、それ

は学校給食も債権管理条例に入っているんですけれども、そういったところでうまく活用し

て、放棄とかもありますので、どういったものに該当するかというのを一度整理したほうが

いいのかなということで思っているんですけれども、そこについていかがでしょうか。

○議長（田中政司君）

教育総務課長。

○教育総務課長（武藤清子君）

お答えいたします。

かなり以前のものから未納が残っておりますので、実態を把握して債権管理に合うような

手続が取れないか、検討させていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

今まで３点の話は難しかったりするんですけれども、最後の質問として、一番給食に関す

ることで効率化が図られるのは給食センターなのかなと思っています。

最後の質問として、給食センターの統合、これについて検討する考えはないのかというこ

とをお伺いします。

○議長（田中政司君）
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教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

給食センターの統合についてのお答えを申し上げたいと思いますけれども、塩田、嬉野の

両給食センターの建設は、15年以上になっておりますし、合併してからもそれぐらいになる

わけでございますので、いわゆる施設、設備等にとっては非常に老朽化が進んでおります。

例えば、中の機械等も毎日使うわけですので、非常に修理費あたりがかさんできて、そし

て、15年使っていると部品がなくて、壊れた部品を持っていってつくってもらってはめると

いうことなどもしている実態はあるわけです。

そういった意味で、やはり給食センターの統合については近い将来考えなくちゃならない

時期に来ておると思います。

ただ、市のほうでも公共施設の見直し等も考えていただいておりますので、そういうとこ

ろをうまくラインに乗せながらしていかないと、給食センターの費用も本当に莫大な費用に

なりますので、先ほど市長のお話の中にもありましたように、アレルギー対策の部屋も、食

器から一切、建物から、それから人の雇い方から導入しなくちゃならないわけでございます

ので、そう簡単にいくものじゃないというふうに思います。

そういった意味では、今２館ありますけれども、１館にするのか、その場、今までの状態

の形でいくのか、そこら辺も含めた形での対応をしなくてはいけないんじゃないかというふ

うに思っております。

いずれにしても、老朽化が進んでおりますので、市全体の公共施設の対応の中で検討して

いく必要があるのかなと思っております。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

先ほど教育長も答弁の中で、公共施設のこういった再編も踏み込んでするタイミングも近

づいている。当面は、今、現時点ではそれぞれのところの学校で、子どもの数からいっても

どこかに一つに統合するというような話ではないという状況下ではありますけれども、今後

のそういった子どもの数の推移、そういったところも将来的には検討する課題として浮上し

てくるんではないかと、そのように認識をしております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）
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鹿島市も１か所ですし、武雄市も１か所です。伊万里市も１か所、多久市も１か所、同じ

規模で嬉野市だけ２か所で、武雄市は恐らく合併のときに１か所にされたんじゃないかなと

思っています。

以前、自校式給食の話もありましたけれども、私は１つにしても問題ないのかなと、親御

さんに聞いても、そんなことあまり、全然気にならないしというふうな話だったので、そう

いった何かしらの改善をした上で、最初の質問にありましたように、給食費の軽減策につな

げていけるんじゃないかなと、そういうことで今回質問しました。

おっしゃったように、学校給食の持続可能性、これは以前おっしゃっていましたけれども、

それと子育て世代の負担軽減、この両立を図りながらしていっていただきたいということで、

私の最後の質問にしますので、最後に。（発言する者あり）

教育長、質問事項としては、今後そういったいろんな、さっき米飯給食とか、公会計化と

か、いろいろ言いましたけれども、結果的に給食に係るそういったものの改善策まだまだた

くさんできると思いますので、そういったことを実施した上で給食費の軽減というのをいま

一度、多分可能性があると思いますので、そういった検討をしていっていただきたいという

ふうに思います。最後にお願いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

給食費の軽減ということで、今後いろいろの問題点もありますし、課題もあります。そう

いうのを研究しながら、一つでも解決できればいいなと思っています。取組を加速していき

たいと思っております。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山口卓也議員。

○１番（山口卓也君）

以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（田中政司君）

これで山口卓也議員の一般質問を終わります。

一般質問の議事の途中ですが、ここで15時40分まで休憩いたします。

午後３時30分 休憩

午後３時40分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。
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２番諸上栄大議員の発言を許します。諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

皆様こんにちは。議席番号２番、諸上栄大でございます。傍聴席の皆様方におかれまして

は、お忙しい中に足を運んでいただきましてありがとうございます。本日最後ですので、ど

うか最後までよろしくお願いします。

ただいま議長より発言許可をいただきましたので、通告書に沿って一般質問を行わせてい

ただきます。

その前に、ちょうど１年前、この３月の定例会は一般質問が中止となりました。先日、ふ

と手帳を見たら、去年３月、４月、予定されていた行事が全て赤で中止、また、延期と書き

換えられておりまして、その中でも小学校、中学校の臨時休業などで子どもたちも新学期の

大事な時期に学校を休まないといけない状況だったことを思い出します。

令和２年度、まさに日常の生活が大きくさま変わりした年だったことではないでしょうか。

まだまだ全国、また、佐賀県内においては感染者が発生している状況ではありますが、感染

予防のための手洗い、消毒、マスク着用を並行し、もう少し、あと少し辛抱を重ね、近い将

来に「新しい生活様式」を取り入れた安心できる生活ができるよう、また、早期に商工観光

産業が回復し、いや、それ以上に発展することを願うばかりでございます。

前置きが少し長くなりましたが、今回の一般質問では大きく３項目での質問をさせていた

だきます。１点目は市政について、２点目に健康づくりについて、そして３点目、災害対策

についてでございます。

まず、最初の質問の市政についてでございますが、市長に就任されてから任期最後の年を

迎えられるに当たり、公約に掲げられた内容と現状での市政運営の成果についてはどのよう

に考えられているのか、また、残りの期間の取組等があれば伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上でございます。再質問、また、ほかの質問に関しては質問者席にて

行います。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、諸上栄大議員の御質問にお答えをしたいと思います。

私自身の市長としての任期最終年を迎えるに当たり、選挙時に掲げた公約についての現時

点での成果、そして、残りの期間の取組についてのお尋ねでございます。

雇用創出、それから、子育て支援の充実、長寿高齢化時代への対応、農業の成長産業化、

新幹線開業に向けたまちづくり、広域連携で切り開く観光戦略の６つのテーマで掲げた公約

全てにおいて着手はできており、達成にめどがついたもの、望外の成果が現れたものもござ

います。ひとえに市民の皆様の御理解、御協力、そして、職員の奮闘のたまものであり、改
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めて感謝を申し上げるものでございます。しかしながら、一部未達成項目もあり、残り１年

の任期の中で取組を加速してまいりたいと考えております。

また、年々激甚化する災害や新型コロナウイルスといった新たな驚異への対応、17日より

運用を開始する各種証明書類を自宅でも取得が可能になる電子申請システムやＲＰＡ導入な

どの、いわゆるデジタル活用による業務改革、ＤＸ戦略など、時代の劇的な変化に応じた政

策にも取り組んできたところでございますが、こちらについても将来の嬉野市を方向づける

大事な政策であり、精いっぱい努力を重ねていく所存でございます。

以上、諸上栄大議員の御質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

市長が先ほど答弁なされた内容で、公約として「村上だいすけうれし！たのし！ワクワク

プラン」ということで、「笑顔が増える！佐賀県ナンバーワンの雇用を！」という項目から

ほか５項目、計６項目の公約を掲げられ、あらかた着手、達成にめどが立ったというような

ことで、邁進してこられたと私も思っております。

その中で、一部未達成かなというようなことでもおっしゃられた内容でありますけれども、

そういう状況というのがどういった内容だったのか、再度お聞かせ願えたらと思っておりま

す。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

着手できたものでいきますと、スマート農業の推進ということで、ドローンとかＩＣＴを

活用した農業については研究調査費も毎年計上しながら取組を行ってまいりまして、現場で

の実用も進んできたというような状況でもありますし、農業女子ということで、女性農業者

の活躍、これはあらゆる場面での女性活躍推進が産業の振興には欠かせないというふうな観

点から取り組んでおりますけれども、これにつきましても、農業女子サミットを佐賀県で一

番最初に開催したりとか、様々出たのかなと。

福祉の分野におきましては、民生委員の活動を支援することで地域福祉の充実を図ってい

くという観点でも、そういった民生委員の協力員制度であったりとか、また、先日も少し御

質問いただいた民生委員の活動のハンドブックもできてきたということでありますので、民

生委員さんと一緒に活動しながら、そして、民生委員さんの活動を支えることで地域福祉の

充実を図っていく、そのようなことはかなりできてきたのではないかなと思っております。

子育て支援の充実においても、こどもセンターLykke（リュッケ）の開設であったりとか、
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また、放課後児童クラブ、子どもクラブの待機解消のためにも、様々な国、県の予算等もフ

ル活用しながら待機状態をゼロにしたというところで、安心して子どもを預けられる環境づ

くりというのが一つのめどが立ったんではないかなと思います。

一方で、なかなか課題といいますか、こういった状況の中で、先ほどの企業誘致の中でも

製造業に関連しては、非常に地域資源とマッチした製造業の誘致というところは、そもそも

の製造業の環境の変化であったりとか、また、農産物の加工を軸とした企業誘致に関しては、

やはり原料となるもの、これもハウス団地とか様々な農業への支援の中で達成に向けては一

歩一歩近づくつもりではおりますけれども、なかなか４年の中では取り組めなかったという

か、成果がもう少し長期的な展望に立って出さなければならないような性質のものもあるの

ではないかなと。

林業についても、森林環境譲与税の配分が始まりましたけれども、こちらも一つ一つ森林

の管理とか意向調査等を行っている。その畑を耕すところからのスタートということにも

なっておりますので、その辺についても今後の取組の中で加速をしていきたい項目のところ

でもございます。

あまり申し上げますと長くなってしまいますので、端的に申し上げると、こういったとこ

ろではないかなというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

幾らかめどが立った分と、まだ目標が達成していない部分というのがあったということで、

製造業、農産物の企業誘致云々、そういう状況だということで、私もそうかなと思っており

ます。

この中で、市長が掲げられた６本の公約に関して、先ほど福祉の面においては民生委員活

動の充実というような事業展開を行ってきたと。非常に評価できるところだと思います。項

目の中では「アイデアあふれる高齢化対策」ということで、空き家対策のシェアハウスの状

況とか、あと、地域買物弱者への対応等々の公約もされていたと思っておりますけれども、

その辺についてはどのような見解をお持ちなのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

空き家対策と高齢化対策を一つにすることで問題の解決を図ろうということで、シェアハ

ウスとかの利活用ということもアイデアの一つとして提案をさせていただいたところであり
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ますけれども、なかなか前提となる空き家が、住まいでの利用が思いのほか好調であったと

いうところで、リフォームされて、様々な転入の補助金等も活用していただいて住んでいた

だいているということで、その辺の活用が進んでいないということが実情でございます。そ

の辺は、空き家はないにこしたことはないんですけれども、今後も空き家自体は必ず増えて

いくと思いますので、有効活用を図っていく中で、継続してそちらは取組をしていきたいと

いうふうに思っております。

買物対策につきましては、私が就任して、特に塩田地区におきまして、塩田地区における

唯一のスーパーの撤退という大きな衝撃が走りました。同時期に幾つかのスーパーが撤退を

してしまって、一時期、本当に塩田町の方はどこに買物に行けばいいのかというような状態

が発生しました。それを受けて、商工会と一緒になって、今、新たに塩田地区に進出してい

ただきましたスーパーの本社に何度となくですね、私どもも福祉、そしてまた、買物弱者の

救済という観点からも、ぜひともこちらへのスーパーの展開をお願いしたいということで調

整をして実現にこぎ着けたということで、本当にスーパーの皆さんにも感謝をしているとこ

ろでございます。

そういったこともありますし、また、福祉課の職員、そしてまた、地元の社会福祉法人の

協力で、塩田地区で買物をされたい高齢者の方を近くの施設に福祉施設のバスでお連れして、

介護予防体操をしていただいて、そして、その足で買物して自宅に送り届けるというごまし

お健康くらぶというものも発足をしまして、これは優良事例として九州厚生局の地域包括ケ

ア大賞をいただいたというようなことでもございます。

こうしたソフト面の取組というものも一つ一つ芽を出しておりますので、その辺を全市域

に横展開ができるような形に今後とも努力をしてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

確かに福祉分野においては、市長の話の中でありましたように、ごましお健康くらぶ等の

介護予防、買物等々を融合した新たな予防メニューというのが、塩田地区ではありますが、

展開されるようになったと、これも非常に評価できることだと思います。ただ、これから先、

嬉野市として、やはり嬉野地区にもそういう団体、そういう活動、地域公共交通の在り方、

買物弱者への対応、また、同じような介護予防と買物弱者のフォローのサービスの創設、そ

ういった視点も今後必要になるかなと私は思いますので、研究しながら、地域の状況の把握

をしながら対応していただけたらなと思っております。

最後にですけれども、私もこの質問をさせてもらうに当たり、昨日ですかね、一番当初の

議会の状況を拝見しました。非常に私も緊張して質問をさせてもらっていた状況なんですけ
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れども、あまりにも見苦しくて最後まで見れなかったんですが、その市長の答弁の中でス

ピード感を持った対応をという言葉がキーワードのようにどんどん出てきて、最近、振り返

ると、このスピード感を持った対応という言葉がなかなか出てこんねと思う次第でございま

す。確かに忙しいのは分かりますけれども、今後、残された市長の公約に掲げた取組、これ

に関してはスピード感を持った対応をしていただきたいと思いますけれども、その辺の意気

込みをお聞きして、終わりたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

スピード感、確かに最初は割と自分自身も早くみんなの力になりたいという気持ちから、

スピード感という言葉をかなり多用していたというふうに記憶をしております。だからと

いって、今使わなくなったからといって、スピード感はどうでもいいという話をしているわ

けではなくて、やはりこうした新型コロナウイルスの時代でもありますので、スピード感と

いうのは、ある意味では言わずもがなの部分にもなってきたというようなところでもござい

ます。

今回の緊急給付金というのも、飲食、そして、代行業者さんとか、いろんな仲卸の事業者

の聞き取りの中で、とにかく早いものをというようなニーズがあったときには、申請して１

週間以内に現金を手にしていただくように職員総動員で取り組んだというような経緯もあり

ますし、とにかく皆さんが困っているときに適切な支援が行き届かなければ、後でそれが額

が10倍になろうが20倍になろうが、それは給付金としては効果がないものと同じになります

ので、やはりスピード第一で取り組むべきところは、しっかり組織としても浸透をしてきた

のではないかというふうに評価をしておるところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

確かに緊急経済対策なんかは超スピード感を持って対応していただきました。非常に市民

の方も助かられたと思います。めり張りを持って今後は対応していただけることを切にお願

いします。

それでは、次の項目に移ります。

健康づくりについてお尋ねをしたいと思います。

健康寿命の延伸を掲げ、嬉野市においても、各種健診、また、検診に取り組まれている状

況ですが、今年度における各種の検診種類、また、検診の内容、課題があれば伺いたいとい
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うことで、「けんしん」に関しては、健診、それと検診という表記があって、「けんしん」

という文字を引くと２つの文字があるんですけれども、そもそも２つの「けんしん」の違い

というのがどういうものなのか、お尋ねしたいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

まず、前者の健診につきましては、これは健康診断の略でございまして、病気になる前に

全身の健康状態を評価して病気の発生を未然に防ぐことを目的としております。これは予防

がメインになってきますので、例えば、高血圧や糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣

病にならないようにどうするかを考えるのが前者の健診ということになります。職場で行う

健康診断や自治体が行う国民健康保険被保険者の特定健診、そういったものが前者の健診と

いうことになります。

一方、後者の検診につきましては、これは特定の病気を探すための検査となります。例え

ば、胃がん検診や大腸がん検診、乳がん検診、歯科検診など、特定の臓器を検査するもので

ありまして、病気かどうかの早期発見を目的とした検査でございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

健診、これは健康診査のことですね。健康かどうか調べて、病気の因子を早く見つけるこ

とができる１次予防、また、検診というのは、答弁いただきましたように特定の病気を早期

に発見して早期に治療するための２次予防と理解してよろしいということです。

あともう一点、すみません、一番最初に私は健康寿命の延伸を掲げて市においても健診等

に取り組まれているということで、健康寿命という言葉を使っているんですけれども、ここ

を教えていただけたらと思っておりますが、よろしいでしょうか。健康寿命とはどういうも

のなのか。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

今、人生100年時代と言われておりますが、やはり果てしなく人生の最期まで、例えば、

食事だったり入浴だったり排せつですね、これを人の手を借りずに自立して可能な限りでき

るのが健康寿命ということで認識をしております。ただ単に、確かに今、日本においては平
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均寿命が女性は世界２位で、男性は３位ということで非常に高いですけど、健康寿命が延び

なくてはいけないと思っております。そういった人生の最期まで自立して生活ができるよう

な健康寿命、これを延ばしていくのが我々の宿命だと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

そしたら、いわゆる平均寿命、これについては、今現状として女性が八十何歳ですかね。

80歳以上か、すみません、ちょっと資料を持ち合わせていないんですけれども、いわゆる平

均寿命と日常生活が自立してできる平均的な健康寿命、これが要は近ければ近いほどいいと

いう理解の下でよろしいでしょうか。そこを確認したいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

ちなみに、これは2019年、令和元年の平均寿命の日本国による年齢なんですけど、女性が

87.45歳で、男性が81.41歳ということで、先ほども申しましたとおり、女性は香港に次ぎ世

界２位です。男性は香港、スイスに続き第３位の平均寿命となっております。

先ほど議員が申されたとおり、果てしなく平均寿命に近づくように我々は健康寿命の延伸

に向けて取り組んでいきたいと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

そういう中で、健康寿命を延ばすために各市町で様々な取組をされている中で、嬉野市に

おいては健康マイレージという事業を立ち上げられておりますが、この健康マイレージ事業

の最近の進捗状況について若干お伺いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

この健康マイレージ事業につきましては、各種検診受診とか健康づくりに係る各種取組を、

市民一人一人が自らの健康づくりに興味を持っていただくようなきっかけづくりということ

で令和元年度から実施をしております。今年度は取組の２年目ということになりますが、ポ
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イントを達成した方には市内で使える商品券を昨年度やっておりましたけど、今年度はそれ

に加えまして、例えば、楠風館のスポーツジムとか入浴券などの追加とか、また、使える店

の追加とか、選択肢を増やして取り組んでおります。またさらに、チャレンジシートを出さ

れた方の中から、ダブルチャンスということで、抽せんで10名の方に5,000円相当の特産品

を贈呈するという取組を今年度実施しております。

事業周知につきましては、市報６月号、ホームページ、行政放送のほか、がん検診会場や

健康診断の説明会等で案内を行っております。また、今年度は市のホームページで、ウェブ

で申請ができるようなことも追加をさせていただきました。結果的には今年度のチャレンジ

シートの提出者は前年度より77人多い422人となったところでございます。

次年度以降もこういったように一人でも多くの市民が自らの健康づくりに関心を持ってい

ただくように工夫をしながら、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

いろいろ創意工夫をされながら健康マイレージ事業に取り組んで、結果、市民の健康に対

する考え方の醸成、また、それに対する取組、それを進めていくというようなすばらしい事

業を展開されているなと僕は思っておりますので、ぜひとも広報、周知をしっかり行いなが

ら、もう実績が出ておりますので、取り組んでいただけたらと切に応援しておりますので、

よろしくお願いします。

先ほどの答弁の中で、検診に関して、がん検診等々があるよというような話をいただきま

して、私も嬉野市が実際どういうふうな内容の検診をされているかということで調べてみま

した。私が調べた資料は、この健診・検診カレンダーというものを確認しておりますが、こ

の中にいろいろ検診の内容が書いてあります。嬉野市においては、がん検診、男性、肺がん、

胃がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、女性は肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、

子宮頸がん、肝炎ウイルスと多岐にわたって検査項目を設定されています。

そういう中において、この市町村がする検診の法的背景というか、バックボーンになる法

律があると思いますけれども、その法律は何かということと、もう一つは、市町村全部一律、

統一の検診事業内容なのか、そこをまず確認させていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

健康増進法という法律がございまして、健康増進法に基づく検診を行っています。市町に
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よっては取り組む内容とか違うメニューもございます。

今年度、嬉野市が実際取り組んでいる検診を紹介しますと、健診につきましては７種類あ

ります。具体的には乳児健康診査、１歳６か月児健診、３歳児健診、妊婦健康診査、健康づ

くり健康診査、国民健康保険の被保険者を対象とした特定健診、また、75歳以上を対象とし

た後期高齢者の健診ということになります。

検診につきましては、肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、子宮頸

がん検診、乳がん検診、あと、肝炎ウイルス検診、歯科疾患検診、ＡＢＣ検診、そのほか、

脳ドック、人間ドック、こういった検診を実施しております。

繰り返しになりますけど、検診の内容につきましてはほぼ変わらないんですけど、健康増

進法に基づく検診ということで、若干の違いはあります。例えば、骨密度、骨粗鬆症検診と

か実施しているところもあれば、うちのほうはまだやっていないんですけど、内容には若干

の違いはございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

嬉野市においても、健康増進法に基づいた検診、また、母子保健法に基づいた健診、これ

を多岐にされているというような状況で理解しました。

私もこの件に関して、健康増進法の状況を確認してみたんですけれども、先ほど課長のほ

うからの答弁の中にあったんですけれども、健康増進法の第19条の２に基づく骨粗鬆症検診

というのがある状況だったんですね。この骨粗鬆症検診について、今現状で嬉野市は取り組

まれていないんですけれども、よその市町、10市10町の状況を確認してみたところ、６市が

骨粗鬆症検診に取り組まれていると。また、町に関しては７町が実施されているという状況

でありますが、この骨粗鬆症検診というのはどういった検診なのか、まずそこを聞かせてほ

しいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

骨粗鬆症の分ですけど、これにつきましては健康増進法に基づく検診となっております。

骨粗鬆症検診という位置づけになっておりまして、実は佐賀県の健康増進事業費補助金の対

象となっております。先ほど諸上議員が申されましたとおり、県内では実施をされている市

町もございます。多くのところは、例えば、がん検診とか集団検診を行っておりますが、そ

ういった集団検診の中で骨粗鬆症の検診を実施しているところが多いです。
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具体的な検診の内容ということですが、これにつきましては骨粗鬆症検診の結果に基づい

て指導を行うという検診になっております。検診項目につきましては、問診及び骨密度の測

定ということで、先ほど申しましたとおり、多くのところは集団検診において同時に実施を

されているようです。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

骨粗鬆症検診を集団検診でされているというのは分かるとですけれども、何かの必要性が

あって、絶対その骨粗鬆症検診というのをされているとは私は思うんですけれども、その骨

粗鬆症というのはどういう病気なのか、そこを調べるための検診を市町は取り組んでいると

いう状況ですので、その骨粗鬆症というのがどういう病状なのかというところも確認させて

いただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

まず、骨も新陳代謝を行っておりまして、骨の中では常に古い骨が削られて、これは骨吸

収といいますけど、それに代わって、また新しい骨がつくられております。これが骨形成と

言われております。これによって、骨も新陳代謝することによって骨折しにくい強力な弾力

のある強さが保たれている状況でございますけど、このバランスが崩れると、骨をつくる量

よりも削られる量が増えると骨の量が減少して、例えば、骨折しやすくなるといった状況に

なります。

骨密度につきましては、20歳前後でピークを迎えると言われております。20歳前後でピー

クを迎えて、そのまま40歳前半まで一定にはなりますけど、50歳前後から多くの人で低下を

していくということが言われております。特に、女性につきましては50歳代で急な低下が見

られると。何でかということになりますけど、これは女性ホルモンの一つにエストロゲンと

いうのがございまして、このエストロゲンが骨吸収を抑える、要は骨を壊す、骨が削られる

のを防ぐ役割でエストロゲンというのがあるんですけど、それが閉経後、エストロゲンの分

泌量が非常に少なくなるということで、特に、女性が50歳代で急激な骨密度の低下が見られ

るということになります。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。
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○２番（諸上栄大君）

骨粗鬆症という病気は骨折しやすい病気、症状、要は骨密度、骨の状態がすかすかになっ

てしまって骨折しやすい状況に陥ってしまう病気なんですよというのが骨粗鬆症と私は理解

しておりますけれども、先ほど課長の答弁を聞いた中で、女性がなりやすい、しかも、女性

の体のホルモンサイクルによって急激になる可能性がある年齢層というターゲットが分かっ

ているという状況で、骨折すれば、歩いたり、日常生活が低下していくんですよね。そうい

う中において、一番最初に健康寿命を延ばそうよという目的の中で、骨密度検査は日常生活

が落ちるようになってしまう状況を防げる検診内容だと僕は思うんです。だから、どんどん

導入していって、自分の骨の状態を早い段階から知っていただくという環境をつくること、

また、それに対して予防もできる。これは恐らく服薬内容とかでも治療もできる状況だとは

思うんですけれども、そういう検診内容というのが僕は必要になると思うんですけど、その

必要性はないでしょうか、その考え方を聞きたいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

この骨粗鬆症検診につきましては、佐賀県の健康増進事業の一環としてされている分なん

ですけど、この対象となるのが40歳から70歳までの女性で、40歳、45歳といった５歳刻みが

対象になっておりまして、これは女性のみが対象となっております。

ですので、先ほど申しましたとおり、特に、女性が50歳を過ぎると非常に骨がもろくなる

といいますか、そういったのが見られるという状況になりますので、これについては検診は

行っていないんですけど、ここらあたりについては今後検討する必要があるのかなと考えて

いるところでございます。

なお、先ほどの骨がもろくなることによって、当然、骨折もそうなんですけど、背中や腰

が曲がったりとか、あるいは腰や背中が痛むとか、そういった症状も出てくると認識してお

りますので、今後、そういった骨粗鬆症の検診が必要かどうかということにつきましては検

討させていただきたいと考えております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

これは私はすごい検討の余地はあると思うんですよね。県の補助に関しては女性の40歳か

らの５歳刻みということで、確かにほかの市町を見たときに内容的にそういう取組をされて

いらっしゃいます。でも、これは女性だけじゃないんですよね。男性は骨粗鬆症にかかりに
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くいかといったら、男性も60歳過ぎたら骨粗鬆症のリスクが高まってくるんですよね。そう

いう実証もあります。

国内の骨粗鬆症患者が推計約1,280万人、うち女性が980万人、男性が300万人程度とされ

ていますけど、女性が圧倒的ですけれども、発症している人を見たら、４人に１人は男性な

んですよね。男性が骨粗鬆症になって骨折してとなったら、やはり体格も大きいし、結構介

護量も増えるんですよね。そういう実績も出ておるというような状況で、ぜひこれは検討し

ていただく分に関しては、女性はもちろんですけれども、できたらば男性のほうも一緒に検

討していっていただけたらと思っているんですけれども、その辺、市長はどのようにお考え

か、お聞かせ願いたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

まさに足腰というふうによく言われますけれども、やはり骨折とか痛みにより自分で立っ

て歩くということが困難になると、どうしても介護度も介護への依存度も高まって、結果、

先ほど言われた健康寿命という点でも非常に大きな影響が出てくるものだというふうに思っ

ております。

そういった観点では、そこに男性、女性もない。ただ、発症するということには、やはり

女性のほうがリスクが高いというだけでありますので、その骨粗鬆症の影響を受けるのは男

女の差はないと思いますので、もしそういったところで制度を検討していくということであ

れば、私はそこに男女の差を設けるべきではないというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

検診事業の見直しに関してはもう一回、こういう取組をされている市町もありますので、

目標は健康寿命の延伸を図ること、そのツールとしてぜひとも取り組むべきだと私は思いま

すので、これは強く要望して、終わりたいと思います。

最後の項目に移りたいと思います。

災害対策に関してです。少しスピード感を持って答弁をいただきたいと思いますが、よろ

しくお願いします。

この分に関して、塩田町民生委員児童委員協議会が実施された独り暮らし高齢者への災害

時避難アンケート、この集約結果に関して伺います。

これは以前、私も新聞でも拝見しましたけれども、市のホームページにも掲載がされてい
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たという状況ですので、どこの担当の課長でもこの内容は御存じかと思っております。

そういう中で、内容に関して伺います。また、集約結果を受けての感想と今後の課題につ

いてお答え願えたらと思っております。

○議長（田中政司君）

総務・防災課長。

○総務・防災課長（太田長寿君）

お答えいたします。

このアンケート結果を受けての所管としての考えでございますけれども、なかなか市民の

方にアンケートを取る機会がないものですから、貴重な機会と捉えております。

その中で、当方におきましても、アンケート結果を受けまして、今後の対策を検討するに

当たりまして最も重要なことと考えておりますのは、いかに多くの方に早く情報を届けるか、

そして、その情報を基に的確に判断できる防災意識をいかに醸成していくかというのが急務

であるなと感じておるところです。

ただ一方で、物理的に避難所の確保ですとか避難所の資機材の充実といった部分につきま

しても重要な課題であると考えているところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

避難所の件においては、最後の項目でまた詳しく聞きたいと思っていますけれども、そも

そもこのアンケートに関しては、何らかのアンケートを取ってくださいというアプローチを

したのか、それとも、自然的にアンケートを取りましたので今後の市政に役立ててください

ということなのか、そういう背景はどのような形になっているのか、そこもお知らせ願えた

らと思っております。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（陣内 清君）

お答えいたします。

嬉野市の民生委員児童委員協議会は非常に熱心な活動をしていただいています。そうした

中で、今年、あんなに大きい台風10号が来ましたし、それから、豪雨災害についてもありま

して、やっぱり民生委員さんたちは独り暮らしの高齢者の方々が非常に心配だということで、

これは塩田の民生委員児童委員協議会の中で、災害の後、やっぱり我々は──民生委員さん

の仕事の中に、地域の福祉的な実情を調査するといった仕事も民生委員さんの大事な役割と

いうことで、自ら調査をしてみようというふうなことで、自発的にしていただくことができ
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ました。我々としてもなかなかここまで、実際に歩いて、本当に足で稼いでいただいたと思

うんですけど、そういった意味ではありがたい調査をしていただいたんではないかと考えて

おります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

このアンケート調査というのは生きた材料だと思います。今回、塩田町が先駆的にされた

という状況ですけど、今後、嬉野町の地域内でも、これは地域が違ったらいろんなニーズが

出てくると思うので、効率的な災害対策の題材になると私は思いますので、そういうふうな

状況をまた今後検討していただければと私は思っております。

非常に民生委員さんは多忙な状況で、しかも、活動費のことも、嬉野市は非常に活動費に

関しても協力体制を組まれて、非常によい環境だとは思うんですけれども、ただ、こうやっ

て一件一件足で稼ぐというのは非常に大変なことだと思いますが、ぜひとも今後は嬉野地域

のほうもこういうふうなアンケートをされるというようなことを期待しておるところではご

ざいます。

この中において、100人のアンケート結果というのがありまして、避難所に行ったのか行

かなかったのかというのがありました。その中で私が着目したのは、避難所へ行かなかった

理由ということで、２つの質問を集計した中で、一番多かったのが移動手段がないというと

ころからずっとあるんですけれども、ここを項目でずっと見ていくと、介助なしに移動でき

ないというのが14名ほどいらっしゃいます。あと、トイレが近い。自分が尿意を催す間隔が

近いから行かなかったんだという返答をされていらっしゃる方があるというような状況で、

車椅子生活というのも中にはあります。

この結果を見た中で、嬉野市においては、これはどこでもですけれども、避難行動要支援

者名簿というのを作成されています。この中において、これはインターネットから引っ張り

出してきたんですけれども、対象者というのが書いてあります。この対象者というのは書い

てありますが、今回、塩田町のアンケートの中で避難行動要支援者に該当する方もいらっ

しゃったのかいらっしゃらなかったのか、そういったところまで踏まえて担当課は把握され

ているのか、そこもお聞かせ願いたいと思います。

○議長（田中政司君）

福祉課長。

○福祉課長（大久保敏郎君）

お答えします。

今回のアンケート調査の結果で、その中に避難行動要支援者が含まれていたかということ
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については把握をしていないところです。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

これは最終的に確認していただきたいと思います。というのが、対象者は要介護認定を受

けられている方、身体障害者手帳１級、２級の第１種を所持する方で身体障がい者の方、一

部障がいの関係で該当する方を除きますけれども、あと、療育手帳を持たれている方、精神

障害者保健福祉手帳の１級、２級を所持する方で単身世帯の方、市の生活支援サービスを受

けている難病患者の方、上記以外で市及び避難支援等関係者などが支援の必要性を認めた方

ということが対象者になっていますので、この中にはひょっとしたら難病患者もいらっしゃ

るかもしれない。精神障害者保健福祉手帳を持たれている方もいらっしゃるかもしれない。

もちろん要介護認定の要支援、軽度の認定度の方もいらっしゃるかもしれない。そういった

方々の結果として出ているかもしれない。内容結果を見ればですね。だから、そこは精査し

ていただきたいと思います。

先ほど私は避難行動要支援者名簿等の話をしましたが、この進捗状況について若干聞きた

いと思いますが、担当課お願いします。

○議長（田中政司君）

福祉課長。

○福祉課長（大久保敏郎君）

お答えします。

今年２月末現在の数字でございますけれども、名簿登載者数については1,249人、そのう

ち個別計画書の作成者が678人ということで、率でいいますと54％の策定率となっておりま

す。

昨年11月から市内の居宅介護支援事業所とか地域包括支援センターのほうに個別計画書作

成業務の委託をしておりまして、現在、作成支援の業務を進めていただいているところであ

ります。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

54％の作成率ということで、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに委託されてい

るという状況で今展開されていると説明を受けましたが、現場の声として、最近忙しくない

かと確認したところ、これは回っていらっしゃる方、ケアマネジャーとか地域包括支援セン

ターの方からの声として挙がったのが、対象となる方から言われた言葉が、私たちが避難所
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に行ったっちゃ、動作の緩慢やっけん、トイレに行ったり──排せつ行為ですね。トイレに

行ったり、そこに行くまでの移動でほかの人に迷惑ばかくっけんが行きとうなかよと、それ

でもこがんとばつくらんばらんとやろうかというようなネガティブな話も聞くという状況で、

いやいや、こうこうこういう諸事情があってこの計画を立てなければならないんですよとい

うことで専門の職員は立てていると。

そういう声が実際ここにもひょっとしたら挙がってきているのかなという思いで私はある

んですけれども、その辺、市民福祉部長どうでしょうか。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（陣内 清君）

おっしゃるとおり、このアンケートの対象者の中にはそういった方もいらっしゃると認識

しております。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

確かにそういうふうな隠れたニーズというのは絶対あると思うんですよね。それが今度明

白になったという状況であると思います。

そういった声をどのように今後広げていくかというところで、３点目の避難所の設営や運

営方法について、また、福祉避難所の状況について伺います。

その前に、去年６月下旬に全庁を挙げた避難所設営の実施訓練を行われたと思いますけれ

ども、その感想をまず伺いたいと思いますが、担当課いらっしゃいますでしょうか。

○議長（田中政司君）

総務・防災課長。

○総務・防災課長（太田長寿君）

お答えいたします。

昨年の避難所運営につきましては、やはり感染防止というのが第一にあったということも

ございましたので、それを勘案して訓練を行っているところでございます。それと、遅れば

せながらではございましたけれども、プライベート空間の確保と、あと、咳リスクの解消の

ために間仕切りとベッドを導入しております。こちらのほうの設営を素早くするというふう

な目的を持ちまして実施をしたところでございます。

実際に、その後、幸か不幸か避難所を開設する機会というのが多くて、実地の中で実際そ

こら辺の操作と運営につきましてはスキルを上げてきたのではないかと思っているところで

す。

以上です。
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○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

先ほど答弁の中で、課長のほうからプライベート空間を確保するというような話があった

んですけれども、やはり今後の避難所の在り方に関しては、新型コロナウイルス対策、ソー

シャルディスタンスの確保、あるいはプライベートのルームまた、考え方によってはいろん

な状態の要支援者が来られるということを予測して、そういった中では妊婦さんもいますし、

小さい子どもさんを連れていらっしゃるお母さん方もいらっしゃるし、さっきまでは高齢者

の目線で言っていたんですけれども、避難所を考えた場合、いろんな方が来られるという中

で、今後、避難所設営の在り方に関しては、やはり女性の視点を入れた避難所設営という考

え方が必要になってくるとは思うんですけれども、その考え方に関してはどのようなお考え

を持たれているのか。また、もしそのような取組があれば教えていただけたらと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

先ほど女性の目線での避難所運営も考えていく、私もそのとおりだというふうに思ってお

ります。やはり子育て世代の方が避難するときに何が困っているのかとかいうことを事前に

把握しておかないと、やはりその辺の備蓄品のところでも影響が出てくる。その辺を最近は

反映して、液体ミルクとか、新しい備蓄品に加わっているようなものも実際にございます。

ですので、こういった多様なニーズを知る機会ということで、以前、昨年のことになりま

すけれども、熊本地震の教訓を踏まえてということで、嬉野市に来ていただいて、コミュニ

ティの方と一緒だったんだと思いますけれども、そういった講演会も開きましたし、私はそ

ういった女性の視点も含めて、避難所の運営、また、市の業務の在り方も含めて、やっぱり

見直す必要があるということで、熊本地震のときに熊本市の女性職員で避難所運営に携わっ

た人、実際に夜の地震でしたので、避難をした側の視点、いろんな職員の証言を集めた冊子

を一読するようにということで職員にも言っております。

今回、また改めてこういった新型コロナウイルスを経てということでありますので、それ

をしっかり熟読して、多様な視点での避難所運営をしていくように改めて指示をしたという

ところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）
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ちなみに、そういった視点を盛り込んだ避難所設営マニュアルの作成というのはどうなの

か、ここはあるのかないのか、そこをお聞かせ願いたいと思います。

○議長（田中政司君）

総務・防災課長。

○総務・防災課長（太田長寿君）

お答えいたします。

嬉野市におきましても、避難所運営マニュアルという基本的なものを作成いたしておりま

す。ただ、作成が令和２年１月ということでございまして、今年度につきましては、１月に

作成したマニュアルを基に、県のマニュアルを参考に感染予防対策ですとか、あと、様々な

ソーシャルディスタンス等の措置を施して今年度は運営をしていたというところでございま

す。ですから、そのあたりの観点を取り入れたマニュアルの整備というのはこれから行うと

いうことになります。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

ぜひともそういう多様な視点を取り込んだ避難所運営マニュアル、これをつくっていただ

けたらと切にお願いするところでありますが、私がインターネットの中で見つけたのが、要

配慮者・支援者のための防災行動マニュアルというのが令和２年３月にできています。これ

は総務・防災課だけじゃなくて、子育て未来課、観光商工課、いろんな課で共同してつくら

れたと私は思います。

この中で避難所に関して記載があるんですけれども、そこの中で福祉避難所というのが書

いてあります。福祉避難所の考え方として、これを読んでみたところ、まずは指定緊急避難

場所とか指定避難所に来てくださいと。そこに来た方で必要な方が福祉避難所に移っていき

ますよというシステムと私は理解しているんですけれども、そういうふうな解釈でよろしい

でしょうか、そこをお願いします。

○議長（田中政司君）

総務・防災課長。

○総務・防災課長（太田長寿君）

お答えいたします。

確かにそのとおりでございまして、当市におきましても、実際に指定避難所のほうに来ら

れた方につきまして、そこで特別な措置、ケアが必要な方がいらっしゃった場合は、そこの

要支援者名簿ですとか、あと、福祉課のほうと協議を行いまして、その後に福祉避難所への

避難が可能かどうかというのを調整していくというふうな形を取ることとしております。
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以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

そういう中で、福祉避難所がここにも掲載されてあります。塩田町が老人ホームが２施設、

ケアホームが１施設、それと、嬉野高校の塩田校舎、うれしの特別支援学校、嬉野町が老人

ホームが１か所、嬉野高校の嬉野校舎、あと、老人福祉センターが記載されています。これ

で間違いないですよね、福祉避難所。

もう一点、嬉野市福祉避難所の設置及び運営に関する要綱というのがあるんですけれども、

そこには特別養護老人ホームが３か所とケアホームしか書いていないんですよね。この違い

というのは何なのかなというのがちょっと私は引っかかったもんでお尋ねですけれども、御

存じかどうか、そこの説明をお願いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

福祉課長。

○福祉課長（大久保敏郎君）

お答えします。

今言われた要綱についてですけれども、恐らくですけれども、４か所しか載っていないの

は、その後、４か所以上増えたところで改正ができていないものと思われますので、改正の

ほうをしたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

お願いしておきます。

それで、要は先ほど総務・防災課長の答弁では、いわゆる避難所に来ていただいて、必要

な方は福祉避難所に移っていただくという作業をする中において、その作業が必要だという

ことで、長期間の避難がもし必要な場合は、もちろんそういうふうな配慮が必要だとは思い

ますけれども、最近の嬉野市の避難状況を考えた場合に、要は大雨の警報が出て、それで避

難準備情報が発令されて避難されて、次の日、長くても次の次の日ぐらいに避難解除になっ

て、避難所も閉鎖してというような流れ、ケースというのが多いと僕は思うんですよね。僕

はそういうふうな見方もしています。そういうふうな中において、こっちのアンケートの結

果として僕が読み取ったのは、そういう福祉避難所があるにも、もっと効率のよい福祉避難

所に行けるようなシステムを構築したほうがいいんじゃないかと僕は思うんです。

そこで、福祉避難所の在り方を考えた場合に、現状として、今、養護老人ホームの空き部
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屋を実際市としては持っている状況です。そこの有効活用を考えて、もう少し独り暮らしの

高齢者、あるいは軽度介助が要る方、不安感が強い高齢者の方に緊急的に利用してもらうと

いうシステムを構築すれば、避難もできるし、有効活用もできるし、そういうふうに一石二

鳥と言ったらちょっと失礼かもしれないんですけど、そういうふうな利便性の高い防災対策

ができるんじゃないかと思うんですけれども、その辺の考え方を聞きたいと思います。

○議長（田中政司君）

総務・防災課長。

○総務・防災課長（太田長寿君）

お答えいたします。

確かに受け入れる福祉避難所の数が多くなれば、当然、要支援者の方が避難しやすいシス

テムができるということになろうかと思います。所管のほうとして問題点として考えており

ますのは、実際に福祉避難所を開設した際には、福祉避難所のほうにお任せすることはでき

ませんので、何がしか職員は配置をしなければいけません。そうすると、開設する数が増え

れば増えるだけ、人数が増えれば増えるだけ、そこに割り当てられる職員の数が増えてしま

うと、必要だというのがございます。実際に発熱した方が出られた場合でも、今年度につき

ましては別の場所を確保して、その上で割当てをするというふうな作業が必要でございまし

たので、そういった人的な面ですね、受入れの施設と、それから、私どもの割り得てられる

避難所の要員の数、そういったところを勘案して決めていくということなので、なかなかシ

ステムの構築というのは正直難しくはございますけれども、ただ、仕組み自体はつくる必要

はあると考えています。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

なかなか難しい状況だとは私も承知しております。

そこで、福祉課の事業の中で、生活管理指導短期宿泊事業というのがあります。これは養

護老人ホームに１週間ほど生活していただいて、日常生活のリセットをするというような事

業目的だとは思うんですけれども、そこを一部緩和と申しますか、うまく利用していただい

て、避難の勧告、要はあれですよ、高齢者の方が、うちは後ろの山の崩るっごたっけんえす

か、どこじゃい泊まりに行きたかばってん、どこに行こうででんなかというごたっ方もやっ

ぱりいらっしゃると思うんですよね。そういうときに一時的にそこの施設を活用できる制度

の利用と申しますか、そういうふうな利用も今後考えていくべきではないかと思うんです。

私の経験から申しますと、災害が来るのが分かっとって危険な状況にある方、要介護の方

は介護保険ではショートステイが利用できました。事前に分かっていたらショートステイで
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お願いできるというところもプランニングを考えていましたけれども、やはり介護保険に該

当しない独り暮らしの方をどうしようかなという悩みが私が現場で経験したときもあったの

で、嬉野市においてはこういうふうな非常にいい事業があるので、これをもっと有効活用し

たら、独り暮らしの方も不安な夜を過ごさなくてもいいんじゃないかなと私は思っていると

ころであります。

こういうふうな制度の拡充というか、そういう利用者の利便性に立った制度の拡充も考え

ていただくことが必要じゃないかと思うんですけれども、そこの考え方をお聞かせ願いたい

と思います。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（陣内 清君）

今、アイデアをいただきました。生活管理指導短期宿泊事業でそうやって見れる方も、

ひょっとしたら出てくるかもしれません。福祉避難所を利用させていただくときに、外部の

社会福祉法人とかに御協力いただく場合に、お金をきちんとお支払いするというふうなこと

が必要になっていくと思います。以前、大雨のときに使わせていただいたことなんかもござ

いますけれども、これが国がお金が出せる基準というのがかなり甚大な災害のときに限られ

ていたりするといったことがあります。

ここがクリアできると非常にこれは便利になるなと思ってはいるところですけれども、そ

ういったジレンマをどうやって解消するかというふうなことを去年ちょっと議論したんです

ね。そこでいきますと、一度避難していただいて、そこから移動するのもおぼつかないと

いった皆さんを無理に動かすというのも、これまた大変なオペレーションになってくるわけ

ですね。そうしたこともあって、嬉野老人福祉センターに関しては福祉避難所の位置づけを

最初にしておいて、そういった方々はどうぞこちらのほうに安心して避難くださいといった

ことを今年はやっております。そこに保健師を中心に入っていきまして、具合が悪かったり

したときにはすぐにサポートができる、そういった体制を取りました。これは県内でも珍し

い形なんですけれども、そういった方は真っすぐ福祉避難所にお越しいただく。そこに医療

的ケアを必要とするお子さんも避難していただく、そういったふうな体制を取ったところで

す。

今後、ほかにも同じように、こちらには福祉避難所として真っすぐに避難してきていただ

いていいですよということで検討しているところが吉田公民館になります。今回、吉田公民

館について、介護リフトや手すりの設置、こういったものも行う予定ですけれども、これも

福祉避難所として整備するという前提で県のほうから補助金を何とか受けることができるよ

うになったものです。こういった工夫を重ねながら、今後の福祉避難所、それから、こうい

う支援を要する方々の避難について、今後も研究を深めてまいりたいと思います。
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議員御提案の生活管理指導短期宿泊事業、これを組み合わせてできるようなパターンとい

うのも場合によってはあろうかと思いますので、こうしたことも今後検討していきたいと思

います。

○議長（田中政司君）

諸上栄大議員。

○２番（諸上栄大君）

これは僕は何でそういうことを言うかというと、支援の個別計画を立てるのがケアマネ

ジャーとか地域包括支援センターの専門職種なんですよね。その人たちがいろいろその方の

アセスメントをしながら、じゃ、この方に適した、本当はこの方はこっちがいいんだけどな

という悩みもあると思うんですよね。そういう中において、もしその計画書の中に、すぐこ

の方は要介護にというような計画を最初からつくって登録しておけば、それを周知徹底して

おけば、本当の有事の際にそういう手間も──手間と言ったら申し訳ないんですけれども、

一回集まってもらって、また移送するというような配慮も、もっと効率のいい避難というの

ができるんじゃないかなと思うので、そこはもう少し磨きをかけて、ブラッシュアップしな

がら今後の災害対策等々に努めていただけたらと思っておりますので、ぜひとも市民の安

心・安全の向上に向けた取組を考えていただきたいと思っております。

これで私の一般質問を終わりますけれども、本当に春はお別れの季節でもございますので、

退職される職員におかれましては、いろいろとお世話になりました。また今後ともよろしく

お願いします。

以上、終わります。

○議長（田中政司君）

これで諸上栄大議員の一般質問を終わります。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

午後４時50分 散会


